
ドイツ刑事公判改革と証拠申請権制限論

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2015-06-24

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 田淵, 浩二

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.14945/00008775URL



靱ド
イ
ツ
刑
事
公
判
改
革
と
証
拠
申
請
権
制
限
論

田

淵

浩

二

は
じ
め
に

制
限
立
法
の
動
向

理
論
的
考
察

日
本
の
刑
事
手
続
改
革
論

へ
の
示
唆

一
　
は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
筆
者
は
、
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
の
特
色
で
あ
る
証
拠
調
べ
請
求
権

（”
①ｌ
ｏ
】Ｘ
■
ｏげ
口
品
紹
房
ｏ
日
ｏこ

に
関
す
る
研
究
を
重
ね

て
き
た
が
、
証
拠
調
べ
請
求
権
制
限
論
の
動
向
の
考
察
を
最
後
に
残
し
て
い
た
。

ド
イ
ツ
刑
訴
法
は
、
二
四
四
条
三
項
な
い
し
五
項
に
お
い
て
、
証
拠
申
請

（”
ｏｌ
ｏ
８̈
●
け露
じ

の
却
下
理
由
を
法
定
し
、
ま
た
、
二
四
五

ド
イ
ツ
刑
事
公
判
改
革
と
証
拠
申
請
権
制
限
論

二
五

四 三 二 一



法
政
研
究
八
巻
二
号

（二
〇
〇
三
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
ハ

条
に
お
い
て
、
職
権
ま
た
は
訴
訟
関
係
人
に
よ
り
直
接
法
廷
に
取
り
寄
せ
ら
れ
た
証
拠

（在
廷
証
拠

¨
「
げ
①●
け８
”
ｏｌ
①
お
日
【けけｏこ
の
よ
り

広
範
な
取
調
べ
義
務
を
定
め
て
い
る
。
後
者
は
、　
一
八
七
七
年
成
立
の
ラ
イ
ヒ
刑
事
訴
訟
法
二
一
九
条

（現
行
法
三
二
〇
条
）
が
、
被
告
人

に
人
的
証
拠
を
直
接
召
喚
す
る
権
利
を
認
め
、
か
つ
二
四
四
条

（現
行
法
二
四
五
条
）
が
、
こ
の
召
喚
手
続
を
経
て
法
廷
に
出
頭
し
た
人
的

証
拠
や
そ
の
他
の
法
廷
に
直
接
取
り
寄
せ
ら
れ
た
証
拠
の
取
調
べ
を
、
裁
判
所
に
義
務
付
け
た
こ
と
に
淵
源
を
持
つ
。
二
四
五
条
の
証
拠
調

べ
請
求
権
は
、　
一
九
七
九
年
に
刑
事
訴
訟
法
が
改
正
さ
れ
る
以
前
ま
で
は
、
証
拠
申
請
の
手
続
を
経
る
こ
と
な
く
裁
判
所
に
取
調
べ
義
務
を

（１
）

負
わ
せ
た
こ
と
か
ら
、
「自
律
的
証
拠
提
出
」
↑
二
ｏ
●
ｏ
日
①
”
０ｌ
ｏ
一３
Ｒ
ど
〓
●
配
）
の
権
利
と
呼
ば
れ
る
。

他
方
、
前
者
に
つ
き
当
初
の
ラ
イ
ヒ
刑
訴
法
は
、
証
拠
申
請
に
対
し
て
裁
判
所
の

（理
由
付
き
の
）
決
定
に
よ
る
却
下
が
必
要
で
あ
る
こ

と
の
み
を
定
め
て
い
た
。
し
か
し
、
証
拠
申
請
の
却
下
が

「不
法
な
防
御
侵
害
」
に
当
た
る
と
し
て
争
わ
れ
た
上
告
事
例
を
通
じ
て
、
却
下

基
準
に
つ
き
、
「証
拠
予
断
の
禁
止
」
（く
ｏ
３
Ｐ
ａ
ｑ

”
ｏｌ
ｏ
い紹
ユ
【Ｎ
ｏ̈
“
け̈
Ｏ
こ

と
呼
ば
れ
る
ル
ー
ル
が
形
成
さ
れ
（だ

。
そ
し
て
ヽ
と
り
わ
け

マ
ッ
ク
ス
・
ア
ル
ス
ベ
ル
ク

（〓
“
Ｘ
＞
】３
ｏ配
）
の
功
績
に
よ
り
、
証
拠
申
請
の
正
当
な
却
下
理
由
の
体
系
化
が
進
ん
（だ

。
ド
イ
ツ
で
は
ヽ

却
下
理
由
が
法
律
で
限
定
列
挙
さ
れ
て
い
る
証
拠
申
請
権
を
、
「正
規
の
証
拠
申
請
権
」
（喘Ｒ
日
①
【】８

”
①ｌ
ｏ
一脇
●
け露
明
『①ｏ，
こ

と
か

「自

律
的
証
拠
申
請
権
」
Ｃ
ｃ
けｏ
●
ｏ
日
８

ω
①
■
①
紹̈
ユ
日
明
『８
〓
）
呼
ん
で
い
る
。（４

）

こ
れ
ら
の
証
拠
調
べ
請
求
権
を
制
限
す
る
動
き
は
ラ
イ
ヒ
時
代
か
ら
み
ら
れ
た
。
ま
ず
、
第

一
次
世
界
大
戦
後
の
貧
窮
の
中
、　
一
九
二
四

年
の
い
わ
ゆ
る
「
エ
ミ
ン
ガ
ー
令
」
Ｏ
ｏｘ
同
日
ヨ
口̈
”
①祈
）に

よ
り
、
区
裁
管
轄
事
件
や

一
定
の
地
裁
管
轄
事
件
に
つ
き
証
拠
調
べ
義
務
が
緩

和
さ
れ
た
。
次
に
、
ナ
チ
ス
政
権
下
、　
一
九
二
五
年
の

「刑
事
手
続
お
よ
び
裁
判
所
構
成
法
改
正
（滅

」
は
、
判
例
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
適
法

な
却
下
理
由
を
立
法
化
す
る
が
、
当
該
条
文
は

「証
拠
予
断
の
禁
止
」
の
法
理
の
適
用
対
象
を
、
地
裁
第

一
審
事
件
に
制
限
す
る
た
め
に
制

定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
一
九
二
九
年
の
い
わ
ゆ
る
「簡
素
化
令
」
（く
ｏ『ｏ】鳳
８

，
ｃ
凋
∽‐く
①８
ａ
ロ
ロ
じ

に
よ
り
、
証
拠
調
べ
請
求
の
権
利
規
定
は
完
全
に
消
滅
す
る
。



（８
）

戦
後
、
西
ド
イ
ツ
で
は
、
一
九
五
〇
年
の
い
わ
ゆ
る
「法
統

一
化
法
」
（”
８
〓
照
①『①【３
ｏ〓
】ｏ，
口
品
紹
ｏ∽①”じ

に
よ
り
、
証
拠
調
べ
請
求

（９
）

権
に
関
す
る
規
定
が
復
活
し
た
。
そ
の
後
は
六
〇
年
代
半
頃
ま
で
、
被
疑
者

・
被
告
人
の
地
位
を
強
化
す
る
た
め
の
改
革
が
進
め
ら
れ
た
。

し
か
し
、
六
〇
年
代
後
半
よ
り
大
規
模
訴
訟
の
長
期
化
が
問
題
視
さ
れ
始
め
、
七
〇
年
代
に
入
る
と
立
法
政
策
は
訴
訟
の
長
期
化
対
策
へ
と

（１０
）

転
じ
る
。
ま
ず
、
七
四
年

一
二
月
九
日
に
大
規
模
事
件
対
策
を
目
的
と
し
た
第

一
次
刑
事
手
続
法
改
革
法
が
成
立
し
た
。
こ
れ
と
、
権
利
濫

用
に
対
処
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
第

一
次
刑
事
手
続
法
改
革
法
補
想
濃

（同
年

一
二
月
二
〇
日
成
立
）
お
よ
び
刑
法
施
征
滅

（同
年
二
月

二
日
成
立
）
の
三
法
が
七
五
年

一
月

一
日
に
施
行
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
コ

九
七
五
年
刑
事
訴
訟
改
革
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

時
は
証
拠
調
べ
請
求
権
に
関
す
る
規
定
に
手
は
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

戦
後
、
証
拠
調
べ
請
求
権
を
制
限
す
る
改
正
が
行
わ
れ
た
の
は
、　
一
九
七
九
年
刑
事
手
続
改
正
（潤

が
最
初
で
あ
る
。
こ
の
法
律
に
よ
り
、

在
廷
証
拠
の
自
動
的
な
取
調
べ
を
定
め
た
二
四
五
条
が
改
正
さ
れ
、
被
告
人
は
常
に
証
拠
申
請
手
続
が
必
要
に
な
っ
た
。
八
二
年
に
は
、
二

四
四
条
の
証
拠
申
請
権
の
制
限
を
含
む
立
法
準
備
作
業
が
開
始
す
る
が
、
法
案
提
出
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
九
〇
年

一
〇
月
の
東
西
ド
イ
ツ

統

一
に
よ
り
、
司
法
負
担
の
軽
減
が

一
層
緊
急
の
課
題
に
な
り
、
翌
年
、　
一
〇
州
共
同
で
連
邦
参
議
院
に
証
拠
申
請
権
の
制
限
を
含
む
司
法

負
担
軽
減
潔
響
が
提
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
結
果

一
九
九
二
年

一
月

一
一
日
に
成
立
し
た
司
法
負
担
軽
海
滅
は
、
外
国
に
在
住
す
る
証

人

（在
外
証
人
）
の
証
拠
申
請
権
を
制
限

（現
行
の
二
四
四
条
五
項
第
二
文
の
挿
入
）
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
続
く
九
四
年
に
は
、
当
時
の

（・６
）

与
党
会
派

６
∪
Ｃ
＼ｏ
∽
Ｃ
お
よ
び
フ
∪
毛
し

か
ら
連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る

「犯
罪
対
策
法
案
」
が
、
ス
ピ
ー
ド
審
議
に
よ
り
成

（‐７
）

立
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
「簡
易
手
続
」
Ｏ
ｏｏｏ，
】ｏロ
ュ
鴨
８
く
①【喘”
ギ
ｏし
が
改
革
さ
れ
、
区
裁
の
単
独
裁
判
官
に
よ
る
簡
易
手
続
に
お
い
て

正
規
の
証
拠
申
請
権
が
廃
止
さ
れ
た
。
さ
ら
に
九
五
年
に
は
、
第

一
次
負
担
軽
減
法
に
よ
り
実
現
で
き
な
か
っ
た
証
拠
申
請
権
の
制
限
条
項
を

（‐８
）

含
ん
だ
、
第
二
次
司
法
負
担
軽
減
法
案
が
、
三
州
共
同
で
連
邦
参
議
院
に
提
出
さ
れ
た
が
、
連
邦
議
会
に
お
い
て
審
議
未
了
廃
案
と
な
っ
た
。

ド
イ
ツ
刑
事
公
判
改
革
と
証
拠
申
請
権
制
限
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一七
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以
上
概
略
し
た
よ
う
に
、
こ
の
間
の
ド
イ
ツ
で
は
、
訴
訟
の
迅
速
化
な
い
し
司
法
の
負
担
軽
減
の
必
要
性
を
理
由
に
、
数
度
に
わ
た
り
証

拠
調
べ
請
求
権
を
制
限
す
る
立
法
的
試
み
が
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
実
現
さ
れ
た
改
正
は
わ
ず
か
な
部
分
に
留
ま
っ
た
。
そ
し
て
九
〇

年
代
の
議
論
を
通
じ
て
、
単
純
に
証
拠
申
請
権
を
制
限
す
る
こ
と
の
問
題
性
が
認
識
さ
れ
、
そ
の
後
は
制
限
論
は
下
火
に
な
っ
た
感
が
あ
（犯

。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
七
〇
年
代
終
わ
り
か
ら
の
証
拠
調
べ
請
求
権
制
限
立
法
の
動
向
を
確
認
し
、
次
に
、
わ
ず
か
な
改
正
に
と
ど
ま
っ

た
理
由
を
理
論
的
側
面
か
ら
考
察
し
、
最
後
に
、
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
の
理
論
状
況
か
ら
日
本
は
ど
の
よ
う
な
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か

を
考
え
て
み
た
い
。

二
　
制
限
立
法
の
動
向

（
こ

一
九
七
九
年
刑
事
手
続
改
正
法

一
九
七
九
年
刑
事
手
続
改
正
法

（
一
九
七
八
年

一
〇
月
五
日
成
立
、　
一
九
七
九
年

一
月

一
日
施
行
）
は
、
刑
事
手
続
、
と
り
わ
け
大
規
模

手
続
の
無
駄
を
排
し
、
手
続
の
経
過
を
集
中
さ
せ
、
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
防
御
権
の
侵
害
に
な
ら
な
い
範
囲
で
、
手
続
と
は

（２０
）

異
質
の
目
的
か
ら
行
わ
れ
る
訴
訟
上
の
権
利
濫
用
を
防
止
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
。
主
な
改
正
点
は
、
①
刑
訴
法

一
五
四

条
お
よ
び

一
五
四
ａ
条
に
よ
る
手
続
打
切
り
権
限
の
拡
大
、
②
参
審
裁
判
所
の
裁
判
長
に
対
す
る
略
式
命
令
権
限
の
明
記
と
略
式
命
令
対
象

事
件
の
拡
大
、
③
管
轄
競
合
の
整
理
、
④
召
喚
証
人
が
出
廷
で
き
な
い
場
合
の
適
時
の
申
出
の
義
務
付
け
、
⑤
忌
避
を
申
し
立
て
ら
れ
た
裁

判
官
の
暫
定
的
手
続
関
与
制
度
の
導
入
、
⑥
書
証
の
朗
読
の
例
外
の
拡
大

（い
わ
ゆ
る
「自
己
閲
読
」
３
ｏ
】Ｆ
けく
ｏ『】８
Ｅ
Ｃ

手
続
の
導
入
）、

⑦
共
同
被
告
人
事
件
に
お
け
る
各
被
告
人
お
よ
び
そ
の
弁
護
人
の
出
廷
義
務
の
緩
和
、
③
刑
訴
法
二
四
五
条
の
改
正
、
⑨
判
決
理
由
の
簡
素



化
、
⑩
裁
判
所
の
構
成
に
対
す
る
不
服
申
立
て
時
期
の
制
限
、
⑪
公
判
外
の
裁
判
官
に
よ
る
尋
間
調
書
の
内
容
の
録
音
テ
ー
プ
に
よ
る
記
録

（２‐
）

等

で
あ
る
。

こ
の
法
律
に
よ
り
、
在
廷
証
拠
の
取
調
べ
義
務
を
定
め
た
刑
訴
法
二
四
五
条
は
、
自
動
的
に
取
調
べ
義
務
が
発
生
す
る
場
合

（
一
項
）
と
、

証
拠
申
請
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合

含
一項
）
に
区
別
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
「裁
判
所
に
よ
り
召
喚
さ
れ
か
つ
出
廷
し
た
証
人
お
よ
び
鑑
定
人

並
び
に
刑
訴
法
二
一
四
条
四
項
に
従
い
裁
判
所
ま
た
は
検
察
官
に
よ
り
取
り
寄
せ
ら
れ
た
そ
の
他
の
証
拠
方
法
」
は
前
者
に
、
「被
告
人
ま
た

は
検
察
官
に
よ
り
召
喚
さ
れ
か
つ
出
頭
し
た
証
人
お
よ
び
鑑
定
人
並
び
に
そ
の
他
の
取
り
寄
せ
ら
れ
た
証
拠
方
法
」
は
後
者
に
位
置
付
け
ら

れ
た
。
そ
の
結
果
、
被
告
人
が
法
廷
に
直
接
顕
出
し
た
証
拠
に
つ
い
て
も
証
拠
申
請
手
続
を
と
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
、
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
、

従
来
解
釈
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
き
た
、
在
廷
証
拠
の
取
調
べ
拒
否
事
由
が
、
在
廷
証
拠
の
証
拠
申
請
に
対
す
る
却
下
理
由
と
し
て
、
立
法
化

さ
れ
た
。

（２２
）

法
案
は
、
こ
の
点
に
つ
き
改
正
の
提
案
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
二
四
五
条
は
、
包
括
的
な
事
案
解
明

（二
四
四
条
二
項
）
の
原
則
と
訴
訟
関
係
人
の
証
拠
調
べ
の
利
益
と
を
補
完
、
強
化
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
現
行
法
に
よ
れ
ば
後
者
は
と
り
わ
け
証
拠
申
請
権

（二
四
四
条
三
項
な
い
し
五
項
）
に
よ
り
保
障
さ
れ
て
い
る
。
」

「
こ
の
二
重
に
保
障
さ
れ
た
、
広
範
か
つ
ほ
と
ん
ど
無
制
限
な
証
拠
調
べ
の
利
益
を
実
現
す
る
た
め
の
訴
訟
上
の
権
利
は
、　
一
定
の
訴
訟

上
の
権
利
濫
用
の
可
能
性
を
作
り
出
し
て
お
り
、
回
避
可
能
な
手
続
遅
延
を
起
こ
さ
せ
、
事
柄
の
本
質
か
ら
は
必
要
で
な
い
証
拠
調
べ
の
拡

張
や
、
そ
れ
に
よ
る
手
続
の
空
転
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
。
二
四
四
条
三
項
な
い
し
五
項
の
証
拠
申
請
権
が
明
ら
か
に
不
必
要
な
証
拠

調
べ
を
回
避
す
る
た
め
の
充
分
な
手
段
を
設
け
て
い
る
の
に
対
し
、
在
廷
証
拠
の
無
制
限
な
使
用
義
務
に
よ
れ
ば
、
不
適
切
な
証
拠
方
法
で

あ
れ
使
用
し
、
ま
た
証
明
済
み
の
事
実
で
あ
れ
さ
ら
に
討
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
事
件
と
は
関
係
な
い
事
実
が
手
続
に
持
ち
込
ま
れ
得
る
。
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イ
ツ
刑
事
公
判
改
革
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証
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限
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そ
し
て
最
終
的
に
は
、
証
拠
調
べ
が
、
手
続
と
は
異
質
な
目
的
を
追
行
す
る
た
め
に
濫
用
さ
れ
る
可
能
性
を
伴
う
。」

「本
法
案
は
、
提
案
さ
れ
た
二
四
五
条
の
新
構
成
に
よ
り
、
手
続
関
係
人
の
訴
訟
上
正
当
な
証
拠
調
べ
の
利
益
と
、
同
時
に
ま
た
、
法
治

国
上
の
理
由
か
ら
放
棄
不
可
能
な
被
告
人
の
防
御
の
利
益
の
保
護
を
侵
害
す
る
こ
と
な
く
、
上
述
の
部
分
的
に
は
既
に
現
実
に
な
っ
て
い
る

危
険
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。」

「し
た
が
っ
て
、
本
法
案
は
二
四
五
条
を
た
だ
、
裁
判
所
の
指
示
に
よ
り
取
り
寄
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
在
廷
の
証
人
お
よ
び
鑑
定
人
な

ら
び
に
在
廷
の
物
的
証
拠
に
つ
き
、
考
え
得
る
い
か
な
る
観
点
か
ら
も
証
拠
申
請
者
に
実
質
的
に
正
当
化
し
う
る
証
拠
調
べ
の
利
益
が
存
在

し
得
な
場
合
に
、
そ
の
使
用
を
拒
否
で
き
る
方
向
で
変
更
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
原
則
は
、
証
拠
申
請
の
場
合
に
可
能
な
却
下
理
由
の
カ

タ
ロ
グ
か
ら
、
各
々
、
部
分
的
に
修
正
さ
れ
、
よ
り
制
限
さ
れ
た
形
で
二
四
五
条
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

際
、
わ
ず
か
な
証
拠
予
断
で
あ
れ
、
す
な
わ
ち
、
証
拠
の
申
出
が
証
拠
申
請
者
に
と
っ
て
利
益
に
帰
結
し
う
る
ほ
ん
の
か
す
か
な
可
能
性
で

あ
れ
、
排
除
で
き
る
却
下
理
由
だ
け
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。」

こ
の
よ
う
に
、
政
府
の
提
案
理
由
か
ら
は
、
在
廷
証
拠
の
取
調
べ
が
請
求
さ
れ
た
場
合
、
「証
拠
予
断
の
禁
止
」
の
わ
ず
か
な
例
外
を
認
め

る
こ
と
も
、
防
御
権
の
不
当
な
侵
害
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
、
当
該
法
律
に
よ
り
二
四
五
条
二
項
に
明
文
化
さ

れ
た
在
廷
証
拠
の
却
下
理
由
と
、
二
四
四
条
三
項
な
い
し
五
項
に
よ
る
証
拠
申
請
の
却
下
理
由
と
を
具
体
的
に
比
較
し
て
み
る
と
、
両
者
の

間
に
は
相
当
な
違
い
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
前
者
の
場
合
、
裁
判
所
は
、
証
拠
申
請
者
の
主
張
す
る
事
実
が

「重
要
で
な
い
」
こ
と
を
理

由
に
却
下
で
き
る
が
、
後
者
の
場
合
は
、
そ
れ
が

「審
判
対
象
と
何
ら
関
連
を
有
し
な
い
」
と
き
に
の
み
却
下
可
能
で
あ
る
。
鑑
定
証
拠
の

申
請
の
場
合
は
両
者
の
差
異
は
さ
ら
に
大
き
く
な
る
。
前
者
の
場
合
、
裁
判
所
は
既
に
必
要
な
専
門
知
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
却

下
で
き
、
ま
た
、
再
鑑
定
の
申
請
で
あ
る
場
合
は
、
特
別
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
の
み
こ
れ
に
応
じ
れ
ば
よ
い
が
、
当
事
者
自
ら
が
適
法
に



鑑
定
人
を
召
喚
し
た
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
理
由
に
よ
り
裁
判
所
が
鑑
定
人
の
尋
問
請
求
を
却
下
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
検
証
申

請
に
つ
い
て
、
前
者
の
場
合
、
そ
の
必
要
性
は
裁
判
所
の
事
案
解
明
義
務
に
従
い
裁
量
的
に
判
断
で
き
る
が
、
後
者

（法
廷
に
お
け
る
検
証

の
申
請
）
の
場
合
、
他
の
在
廷
証
拠
と
同
様
の
取
調
べ
義
務
が
生
じ
る
。

も
っ
と
も
、
本
改
正
が
被
告
人
の
証
拠
調
べ
請
求
権
を
制
限
す
る
意
味
を
持
た
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
在
廷
証
拠
の
取
調
べ
請
求
の

（２３
）

場
合
に
従
来
不
要
で
あ
っ
た
証
拠
申
請
手
続
が
必
要
と
な
っ
た
た
め
、
立
証
事
項
を
よ
り
具
体
的
に
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

ま
た
、
二
四
五
条
二
項
の
却
下
理
由
に
、
二
四
四
条
三
項
と
同
様
、
「証
拠
方
法
が
全
く
不
適
切
で
あ
る
場
合
」
が
盛
り
込
ま
れ
、
そ
の
判
断

（２４
）

に
必
要
な
限
り
に
お
い
て
、
例
外
的
に
証
拠
調
べ
の
結
果
を
先
取
り
す
る
こ
と
が
容
認
さ
れ
た
。

含
３
第
五
三
回
司
法
大
臣
会
議
の
た
め
の
提
案

（
一
九
八
二
年
）

一
九
七
九
年
刑
事
手
続
改
正
法
の
成
立
後
も
司
法
の
負
担
増
加
傾
向
は
変
化
し
な
か
っ
た
。
八
一
年

一
〇
月
に
チ
ェ
ン
で
開
催
さ
れ
た
第

五
二
回
州
司
法
大
臣
会
議
で
は
、
再
び
、
「裁
判
所
お
よ
び
検
察
の
負
担
軽
減
の
た
め
の
措
置
」
が
議
題
に
な
り
、
刑
事
手
続
に
関
し
て
は
、

既
に
存
在
す
る
手
続
の
簡
素
化
と
迅
速
化
の
た
め
の
法
律
上
の
手
段
が
利
用
し
尽
く
さ
れ
る
こ
と
を
指
示
す
る
と
同
時
に
、
早
急
に
、
裁
判

所
お
よ
び
検
察
の
負
担
を
さ
ら
に
軽
減
し
う
る
法
律
上
の
手
段
に
つ
い
て
既
存
の
案
を
吟
味
し
、
連
邦
司
法
大
臣
と
共
同
し
て
、
い
ず
れ
の

（２５
）

案
を
立
法
提
案
す
れ
ば
よ
い
か
を
示
す
よ
う
決
議
さ
れ
た
。

こ
の
決
議
に
基
づ
き
、
連
邦
司
法
省
と
各
州
の
司
法
行
政
庁
の
専
門
担
当
官
に
よ
り
、
司
法
負
担
の
軽
減
案
が
収
集
吟
味
さ
れ
、
法
治
国

的
観
点
か
ら
主
張
可
能
に
思
わ
れ
る
も
の
を
取
捨
選
択
す
る
と
と
も
に
、
各
州
の
意
見
が
検
討
さ
れ
、
八
二
年
二
月
、
中
間
報
告
と
し
て
公

表
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
①
区
裁
審
理
手
続
の
簡
素
化
、
②
忌
避
申
立
て
の
処
理
方
法
の
改
善
、
③
控
訴
審
の
た
め
の
召
喚
状
の
公
示
送

達
の
拡
大
、
④
死
体
解
剖
に
お
け
る
検
察
官
の
同
席
義
務
の
廃
止
、
⑤
勾
留
手
続
の
改
正
、
⑥
公
判
の
中
断
の
場
合
の
弁
護
人
の
費
用
負
担
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公
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の
拡
大
、
⑦
複
数
弁
護
の
禁
止
の
制
限
、
③
公
判
中
断
の
最
高
期
間
の
延
長
、
⑨
被
告
人
欠
席
審
理
の
場
合
の
弁
護
人
の
権
限
の
拡
大
、
⑩

申
立
て
の
理
由
説
明
権
、
質
問
権
お
よ
び
陳
述
権
の
制
限
、
⑪
証
拠
申
請
権
規
定
の
変
更
、
⑫
証
拠
調
べ
の
直
接
主
義
の
制
限
、
⑬
書
面
に

よ
る
判
決
理
由
の
簡
素
化
、
⑭
逐
語
調
書
作
成
の
申
立
て
の
却
下
の
際
の
裁
判
所
へ
の
異
議
申
立
手
続
の
廃
止
、
⑮
私
訴
事
件
に
お
け
る
和

解
手
続
前
置
犯
罪
の
拡
大
、
⑩
訴
訟
参
加
の
制
限
に
わ
た
（♂

。

証
拠
調
べ
請
求
権
に
関
し
て
は
、
区
裁
判
所
に
お
け
る
第

一
審
の
手
続
を
簡
略
化
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
回
頭
主
義

・
直
接
主
義
の

緩
和
に
並
び
、
裁
判
所
が
、
刑
訴
法
二
四
四
条
三
項
な
い
し
五
項
お
よ
び
二
四
五
条
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
刑
訴
法
二
四
四
条
二
項
の

定
め
る
事
案
解
明
義
務
に
反
し
な
い
範
囲
で
、
証
拠
調
べ
の
範
囲
を
決
定
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
こ
と
が
提
案
さ
れ（だ
。
同
旨
の
規
定
は
、

す
で
に
秩
序
違
反
法
七
七
条
や
、
私
訴
事
件
手
続
に
関
す
る
刑
訴
法
三
八
四
条
三
項
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
た
が
、
右
提
案
は
そ
れ
を

一

機
に
区
裁
管
轄
事
件
す
べ
て
に
広
げ
る
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
区
裁
判
所
の
第

一
審
手
続
を
簡
略
化
す
る
理
由
と
し
て
は
、
す
べ
て

の
区
裁
判
所
に
よ
る
判
決
に
対
し
て
は
控
訴
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、控
訴
審
で
は

一
般
の
手
続
法
規
に
従
っ
て
審
理
が
や
り
直
さ
れ
る
た
め
、

訴
訟
関
係
人
と
り
わ
け
被
告
人
の
法
的
保
護
が
被
る
損
失
は
最
小
限
で
す
む
こ
と
、裁
判
所
の
事
案
解
明
義
務
を
定
め
た
二
四
四
条
二
項
は
、

今
ま
で
ど
お
り
区
裁
判
所
の
手
続
に
も
適
用
さ
れ
る
た
め
、
訴
訟
関
係
人
の
実
質
的
な
証
拠
調
べ
請
求
権
は
不
当
な
程
に
は
制
限
さ
れ
な
い

（２８
）

こ
と
、
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

加
え
て
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
お
よ
び
ベ
ル
リ
ン
州
か
ら
は
、
証
拠
申
請
権
の
制
限
に
関
し
て
、
①
二
四
四
条
三
項
第
二
文
の
遅
延
目
的
を
理

由
と
す
る
証
拠
申
請
の
却
下
に
つ
き
、
事
実
審
裁
判
所
の
確
信
が
基
準
で
あ
る
こ
と
を
条
文
上
明
確
に
す
べ
き
こ
と
、
②
時
期
に
遅
れ
た
証

拠
申
請
の
却
下
を
よ
り
容
易
に
行
え
る
よ
う
す
べ
き
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
後
者
の
具
体
策
と
し
て
、
ベ
ル
リ
ン
州
か
ら
は
、
（
ａ
）

遅
延
防
止
の
た
め
に
必
要
な
場
合
は
、
裁
判
所
が
証
拠
申
請
の
期
限
を
設
定
し
、
期
限
に
遅
れ
た
証
拠
申
請
は
、
裁
判
所
が
真
実
発
見
の
た

め
に
必
要
と
判
断
し
な
い
限
り
却
下
可
能
に
す
べ
き
こ
と
、
ま
た
は
、
（ｂ
Ｘ
口
理
的
理
由
な
く
時
期
に
遅
れ
て
申
し
立
て
ら
れ
た
証
拠
申
請



は
、
自
由
裁
量
に
よ
り
却
下
可
能
に
で
き
る
よ
う
、
二
四
六
条
を
改
正
す
べ
き
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。
ま
た
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
か
ら
は
、
証

拠
調
べ
終
了
後
に
申
し
立
て
ら
れ
た
証
拠
申
請
に
対
し
て
は
、
（
ａ
）申
立
て
が
遅
れ
た
理
由
が
充
分
に
疎
明
さ
れ
た
と
き
に
の
み
、
二
四
四

条
三
項
な
い
し
五
項
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
、
二
四
六
条
を
改
正
す
べ
き
こ
と
、
ま
た
は
、
（ｂ
）裁
判
所
の
決
定
に
よ
る
却
下
を
不
要
に
す
る

よ
う
二
四
四
条
六
項
を
改
正
す
べ
き
と
の
意
見
が
出
さ
れ（だ
。

こ
れ
ら
の
う
ち
①
は
、
上
告
審
は
証
拠
申
請
が
も
っ
ぱ
ら
遅
延
目
的
で
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
き
独
自
の
立
場
で
認
定
す
る
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
原
裁
判
所
に
よ
る
認
定
の
法
的
瑕
疵
の
有
無
の
審
査
に
止
め
る
べ
き
こ
と
を
趣
旨
と
す
る
提
案
で
あ
る
。
こ
の
提
案
は
、
専
門
担

当
官
に
よ
る
協
議
の
結
果
、
実
務
家
の
関
与
の
も
と
さ
ら
に
詳
し
く
検
討
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
っ（型
。

次
に
、
②
の
提
案
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
刑
訴
法
二
四
六
条

一
項
は
、
証
拠
申
請
が
遅
れ
た
こ
と
の
み
を
理
由
に
、
証
拠
調
べ
を
拒
否
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
旨
を
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
条
文
の
存
在
を
理
由
に
、
た
と
え
証
拠
調
べ
終
了
後
に
行
な
わ
れ
た
証
拠
申
請
で
あ
っ

て
も
、
判
決
の
宣
告
が
開
始
す
る
前
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
法
定
の
理
由
が
存
在
す
る
場
合
に
の
み
却
下
可
能
と
解
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
、

ベ
ル
リ
ン
州
は
、
特
に
大
規
模
事
件
に
お
い
て
は
、
時
期
に
遅
れ
た
証
拠
申
請
に
よ
り
い
た
ず
ら
に
手
続
が
遅
延
し
た
事
例
が
あ
る
こ
と
を

重
視
し
、
不
適
切
な
遅
延
を
回
避
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
場
合
は
、
裁
判
所
が
証
拠
申
請
の
期
限
を
設
定
で
き
、
期
限
後
に
、
当
該
公
判

期
日
を
超
え
て
審
理
を
中
断
す
る
の
で
な
け
れ
ば
証
拠
調
べ
を
行
え
な
い
よ
う
な
証
拠
申
請
が
行
な
わ
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
が
真
実
究
明
の

た
め
に
必
要
で
あ
る
と
き
に
の
み
証
拠
調
べ
に
応
じ
る
義
務
を
認
め
る
か
、
あ
る
い
は
完
全
に
裁
判
所
の
裁
量
に
任
せ
る
規
定
を
設
け
る
こ

（３．
）

と
で
、
早
期
の
証
拠
申
請
に
よ
る
審
理
の
集
中
化
と
訴
訟
促
進
を
図
ろ
う
と
し
た
。
ま
た
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
は
、
証
拠
調
べ
終
了
後
の
正
規

の
証
拠
申
請
権
を
原
則
と
し
て
否
定
す
る
か
、
あ
る
い
は
判
決
理
由
の
中
で
判
断
を
示
さ
せ
る
こ
と
で
手
続
を
促
進
す
る
こ
と
を
意
図
し
（濯

。

専
門
担
当
官
に
よ
る
協
議
の
結
果
、
証
拠
申
請
の
時
期
的
制
限
に
関
す
る
ベ
ル
リ
ン
州
の
提
案
に
対
し
て
は
、
圧
倒
的
意
見
と
し
て
刑
事

手
続
の
法
治
国
的
構
造
に
触
れ
る
と
い
う
強
い
懸
念
が
示
さ
れ
た
が
、結
局
、
さ
ら
に
実
務
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
機
会
を
持
つ
こ
と
に
な
っ

ド
イ
ツ
刑
事
公
判
改
革
と
証
拠
申
請
権
制
限
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一壬
二
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た
。
他
方
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
提
案
に
対
し
て
は
、
全
体
意
見
と
し
て
は
、
法
治
国
的
観
点
か
ら
主
張
し
得
な
く
は
な
い
と
さ
れ
が
、
や
は

（３３
）

り
実
務
の
参
加
の
も
と
さ
ら
に
詳
し
く
検
討
す
べ
き
こ
と
に
な
っ
た
。

専
門
担
当
官
に
よ
り
取
り
纏
め
ら
れ
た
中
間
案
は
、
各
団
体
の
意
見
に
付
さ
れ
た
後
、　
一
九
八
二
年
九
月
に
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
開
催
さ
れ
た

第
五
三
回
司
法
大
臣
会
議
に
提
出
さ
れ
た
。
そ
こ
で
の
検
討
の
結
果
、
刑
事
手
続
の
促
進
お
よ
び
負
担
軽
減
の
た
め
の
二
五
項
目
に
絞
っ
て
、

立
法
措
置
に
着
手
す
べ
き
こ
と
が
決
議
さ
れ
た
。
既
に
こ
の
段
階
で
証
拠
申
請
の
時
期
的
制
限
に
関
す
る
提
案
は
除
外
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

区
裁
手
続
に
お
け
る
正
規
の
証
拠
申
請
権
の
廃
止
の
項
目
も
、　
一
九
八
二
年
九
月
二
〇
日
の
一
九
八
二
年
刑
事
手
続
改
正
法
専
門
担
当
官

襲
製
に
は
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
。
理
由
は
、
区
裁
判
所
に
お
け
る
証
拠
調
べ
の
規
定
を
緩
和
し
て
、
は
た
し
て
、
公
正
な
判
決
を
行
な
い
、

（３５
）

法
治
国
と
し
て
不
可
欠
な
被
疑
者

・
被
告
人
の
保
護
を
約
束
で
き
る
の
か
に
つ
き
、
少
な
く
と
も
強
い
疑
間
が
出
さ
れ
た
た
め
と
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
専
門
担
当
官
草
案
を
下
に
作
ら
れ
た

一
九
八
四
年
刑
事
手
続
改
正
海
れ
に
も
、
最
終
的
に
成
立
し
た
一
九
八
七
年
刑
事
手
続

改
正
（ぎ

に
も
、
証
拠
申
請
権
の
制
限
に
関
す
る
項
目
は
な
か
っ
た
。

含
こ

一
九
九
三
年
司
法
負
担
軽
減
法

一
九
九
二
年
司
法
負
担
軽
減
法

（
一
九
九
二
年

一
月

一
一
日
成
立
、
同
年
二
月

一
日
施
行
）
は
、
九
〇
年

一
〇
月
の
東
西
ド
イ
ツ
統

一
に

よ
り
新
た
に
五
州
が
加
わ
っ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
特
別
の
司
法
負
担
に
対
処
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
。
改
正
の
主
眼
は
人
員
節
約
の
た

め
の
手
続
の
軽
量
化
に
置
か
れ
た
が
、
負
担
軽
減
だ
け
で
は
な
く
、
手
続
促
進
措
置
も
と
ら
れ
た
。
刑
事
手
続
に
関
す
る
改
正
項
目
は
、
①

渉
外
手
続
の
簡
素
化
、
②
起
訴
猶
予
の
拡
大
、
③
証
拠
法
の
改
正
、
④
被
害
者
へ
の
権
利
告
知
の
緩
和
、
⑤
裁
量
的
控
訴
手
続
の
導
入
、
⑥

略
式
命
令
手
続
の
拡
大
、
⑦
区
裁
管
轄
の
拡
大
と
地
裁
刑
事
部
の
構
成
の
縮
小
で
あ
る
。
③
の
証
拠
法
の
改
正
は
証
拠
申
請
権
の
制
限
に
関

す
る
も
の
で
、
二
四
四
条
五
項
の
改
正
に
よ
り
、
外
国
に
在
住
す
る
証
人

（在
外
証
人
）
の
証
拠
申
請
に
対
し
て
は
、
裁
判
所
が
そ
れ
を
真



実
の
究
明
の
た
め
に
必
要
で
な
い
と
判
断
す
る
と
き
は
、
覇
束
裁
量
に
よ
り
却
下
可
能
に
な
っ
た
。

立
法
準
備
作
業
は
、
九

一
年
四
月
二
四
日
に
ベ
ル
リ
ン
で
開
催
さ
れ
た
司
法
大
臣
特
別
会
議
に
お
い
て
、
「司
法
の
人
員
が
逼
迫
し
て
い
る

中
で
、
旧
東
ド
イ
ツ
地
域
の
州
に
お
い
て
機
能
的
、
法
治
国
的
司
法
を
構
築
す
る
た
め
に
、
裁
判
手
続
の
簡
素
化
、
緊
縮
化
の
た
め
の
あ
ら

ゆ
る
方
法
を
駆
使
し
、
人
員
の
無
駄
の
な
い
投
入
を
図
る
必
要
が
あ
る
こ
と
」
が
決
議
さ
れ
た
こ
と
か
ら
開
始
す
（型

。
同
年
五
月
二
四
日
、

一
〇
州
共
同
で
連
邦
参
議
院
に

「司
法
負
担
軽
減
の
た
め
の
法
律
製
」
が
申
し
立
て
ら
れ
た
。
こ
の
時
の
法
案
は
、
刑
訴
法
二
四
四
条
に
つ

き
次
の
三
点
の
改
正
を
予
定
し
て
い
た
。

ａ
。
同
条
三
項
第
二
文
の

「証
拠
遅
延
を
目
的
と
す
る
申
立
て
」
の
文
言
の
前
に

「裁
判
所
の
自
由
な
評
価
に
よ
れ
ば
」
と
い
う
文
言
を
挿

入
す
る
。

ｂ
。
（検
証
申
請
に
つ
い
て
は
裁
判
所
の
事
案
解
明
義
務
に
反
し
な
い
範
囲
で
却
下
可
能
で
あ
る
旨
を
定
め
た
）同
条
五
項
に
、
次
の
第
二
文

を
挿
入
す
る
。

「
こ
れ
と
同
じ
要
件
の
下
、
そ
の
召
喚
が
外
国
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
証
人
の
尋
間
の
た
め
の
証
拠
申
請
も
ま
た
却
下
で
き
る
。」

ｃ
。
同
条
五
項
の
後
に
次
の
第
五
ａ
項
を
挿
入
す
る
。

「証
拠
調
べ
終
了
後
に
申
し
立
て
ら
れ
た
証
拠
申
請
は
、
真
実
発
見
の
た
め
の
裁
判
所
の
轟
束
裁
量
に
よ
れ
ば
そ
の
証
拠
調
べ
は
必
要
で

な
く
、
か
つ
裁
判
所
の
自
由
な
評
価
に
よ
れ
ば
、
申
立
て
の
遅
延
に
対
す
る
合
理
的
理
由
は
存
在
し
な
い
と
思
わ
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

却
下
で
き
る
。」

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
八
三
年
に
バ
イ
エ
ル
ン
州
か
ら
提
案
さ
れ
た
が
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
改
正
案
と

一
致
す
る
。
法
案
は
今
回
、
以
上

の
三
点
を
提
案
し
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
は
肥
。

ド
イ
ツ
刑
事
公
判
改
革
と
証
拠
申
請
権
制
限
論

三
五
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１
　
第
二
四
四
条
第
二
項
第
二
文
に
つ
い
て

連
邦
通
常
裁
判
所

（”
の
目
）
の
判
例
（”
〇
口
９

日
Ｌ
あ
Ｌ
器
）
に
よ
れ
ば
、
遅
延
目
的
か
ら
の
証
拠
申
請
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
事
実

審
裁
判
官
の
確
信
は
、
上
告
審
裁
判
所
が
、
事
実
審
裁
判
官
的
観
点
か
ら
独
自
の
評
価
に
よ
り
、
事
後
審
査
で
き
る
と
さ
れ
、
そ
の
結
果
、

事
実
審
裁
判
官
は
、
遅
延
目
的
を
理
由
に
証
拠
申
請
を
却
下
す
る
際
、
こ
の
上
告
審
裁
判
所
に
よ
る
追
証

（Ｚ
Ｒ
Ｆ
「
富

，
‘
品
）
と
い
う
特
別

の
権
限
に
対
応
す
る
た
め
、
証
拠
申
請
の
却
下
理
由
を

「詳
細
に
」
説
明
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
そ
の
後
の

判
例
（”
〇
口

〕
”
８
田
・
８

日
。
ど
日
ｒ
〓
ｏ■
■
”
ｏ
〓

Ｚ
“
Ｎ
８
８
・
器
Ｐ
Ｓ
じ
に
お
い
て
、
”
〇
口
９

田
Ｌ
あ
Ｌ
器
が
認
め
た
、
上
告
審

裁
判
所
に
よ
る
独
自
の
評
価
か
ら
離
れ
、
事
実
審
裁
判
官
の
判
断
の
単
な
る
法
令
違
反
の
審
査
に
戻

っ
た
も
の
の
、
こ
の
問
題
の
明
確
な
解

決
は
未
決
着
で
あ

っ
た
。

当
該
改
正
案
は
、
証
拠
申
請
者
が
も
っ
ぱ
ら
遅
延
意
図
か
ら
申
立
て
を
行
っ
た
か
否
か
の
認
定
が
事
実
審
裁
判
所
の
自
由
な
証
拠
評
価
に

よ
る
こ
と
を
法
文
上
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
上
告
審
の
審
査
対
象
を
、
事
実
審
裁
判
所
の
確
信
が
法
的
に
問
題
の
な
い
基
礎
に
基
づ
い
て

得
ら
れ
た
か
否
か
の
審
査
に
限
定
さ
せ
る
こ
と
で
、
事
実
審
裁
判
所
か
ら
却
下
理
由
の
詳
細
な
説
明
の
負
担
を
軽
減
さ
せ
る
ね
ら
い
が
あ
る
。

２
　
第
二
四
四
条
第
五
項
第
二
文
に
つ
い
て

当
該
条
文
の
提
案
は
、
事
案
解
明
義
務
か
ら
は
必
要
で
な
い
証
拠
を
取
り
寄
せ
る
た
め
に
国
際
的
な
司
法
共
助
手
続
の
負
担
を
か
け
る
ベ

き
で
は
な
い
と
い
う
、
実
質
的
判
断
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
と
さ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
二
四
四
条
三
項
の

「入
手
不
可
能
性
」
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
事
実
審
裁
判
官
が

「入
手
不
可
能
」
と
判
断
す
る
前
に
、
裁

判
所
が
入
手
の
た
め
の
努
力
を
尽
く
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
き
た
が
、
ど
の
程
度
の
入
手
努
力
が
必
要
か
に
つ
い
て
は
、
事
案
の
重
大
性
、

期
待
さ
れ
る
証
明
結
果
の
重
要
性
お
よ
び
手
続
促
進
の
義
務
等
の
事
案
解
明
義
務
も
同
時
に
考
慮
し
な
が
ら
、
轟
束
裁
量
に
基
づ
き
判
断
す



べ
き
と
い
う
の
が
判
例
で
あ
っ
た
（”
〇
〓
〓
∪
”
８
胡
・
８
ｏ
σ
Ｑ
∪
”
【】い品
のじ
。
し
た
が
っ
て
、
在
外
証
人
の
入
手
可
能
性
の
審
査
に
お
い

て
、
二
四
四
条
三
項
に
よ
る
証
拠
調
べ
義
務
と
事
案
解
明
義
務
か
ら
帰
結
す
る
証
拠
調
べ
の
範
囲
の
差
異
は
僅
差
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
も
、

当
該
規
定
の
導
入
は
、
と
り
わ
け
複
雑
な
事
件
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
負
担
軽
減
効
果
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
（犯

。

３
　
二
四
四
条
第
五
ａ
項
に
つ
い
て

当
該
改
正
は
、
証
拠
申
請
の
時
期
を
原
則
と
し
て
証
拠
調
べ
終
了
時
ま
で
に
制
限
し
、
そ
れ
以
降
に
申
し
立
て
ら
れ
た
証
拠
申
請
は
、

案
解
明
義
務
上
必
要
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
事
実
審
裁
判
官
が
申
立
て
の
遅
延
に
つ
き
合
理
的
理
由
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
限
り
、

外
的
に
許
す
る
こ
と
に
よ
り
、
訴
訟
の
促
進
を
は
か
る
こ
と
を
企
図
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。

同
法
案
は
、
九

一
年
七
月
五
日
に
連
邦
参
議
院
を
通
過
（“

、
同
年
九
月
二
七
日
に
連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ
（だ

。
と
こ
ろ
が
、
連
邦
議
会
の

法
律
委
員
会

（第
六
委
員
会
）
は
審
議
の
結
果
、
九
二
年

一
一
月
二
五
日
に
法
案
の
修
正
提
案
を
行
な
（祀

、
そ
の
中
で
第
二
四
四
条
第
五
項

第
二
文
の
み
を
残
し
、
二
四
四
条
三
項
第
二
文
と
同
条
五
ａ
項
は
削
除
し
た
。

修
正
の
理
由
に
つ
き
法
律
委
員
会
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
は
“
。

「本
委
員
会
は
、
個
々
の
事
例
に
お
い
て
証
拠
申
請
権
が
手
続
遅
延
の
た
め
の
戦
術
的
手
段
と
し
て
濫
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
誤
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
事
例
を
も

っ
て
、　
一
世
紀
を
超
え
て
生
成
し
て
き
た
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
証
拠
申
請

権
を
、　
一
般
的
か
つ
制
限
方
向
で
変
更
す
る
た
め
の
理
由
に
す
る
こ
と
は
思
い
と
ど
ま
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
本
委
員
会
の
見
解
に
よ
れ
ば
、

法
案
の
提
案
が
実
際
に
望
ま
し
い
負
担
軽
減
に
結
び
付
く
か
ど
う
か
に
、
相
当
な
疑
間
が
生
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
ひ
と
つ
に
、
裁
判
所

ド
イ
ツ
刑
事
公
判
改
革
と
証
拠
申
請
権
制
限
論

三
七

例 事
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一二
八

の
負
担
軽
減
は
、
用
心
深
く
よ
り
早
期
の
審
理
の
段
階
で
大
量
に
証
拠
申
請
が
申
し
立
て
ら
れ
る
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
な
い
。
次
に
、
提
案

さ
れ
て
い
る
改
正
は
新
た
な
上
告
権
上
の
問
題
や
審
理
不
尽
の
申
立
て
の
増
加
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
点
で
、
さ
ら
に
非
生
産
的
な

効
果
を
及
ぼ
し
う
る
。

い
く
つ
か
の
懸
念
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
委
員
会
は
、
連
立
会
派
の
多
数
に
よ
り
法
案
に
述
べ
ら
れ
た
理
由
か
ら
、
第
二
条
第
四
号
ｂ
に

よ
る
刑
訴
法
第
二
四
四
条
第
五
項
へ
の
追
加
に
賛
成
す
る
決
定
を
行
っ
た
。」

委
員
会
の
修
正
案
は
九
二
年

一
一
月
二
七
日
に
連
邦
議
会
を
通
過
し
、
連
邦
参
議
院
の
同
意
を
得
て
、
九
二
年

一
月

一
一
日
に
法
律
と
し

て
成
立
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
在
外
証
人
の
取
調
べ
義
務
が
、
検
証
申
請
の
場
合
と
同
様
、
事
案
解
明
義
務
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
た
こ
と
は
、

（４６
）

僅
か
な
が
ら
も
証
拠
申
請
権
の
後
退
で
あ
っ
た
。

（四
）
一
九
九
四
年
犯
罪
対
策
法

一
九
九
四
年
犯
罪
対
策
法

（
一
九
九
四
年

一
〇
月
二
八
日
成
立
、
同
年

一
二
月

一
日
施
行
）
は
、
よ
り
有
効
な
犯
罪
対
策
の
た
め
の
施
策

と
し
て
刑
法
、
刑
事
訴
訟
法
、
外
国
人
法
お
よ
び
庇
護
手
続
法
の
領
域
に
お
け
る
法
改
正
を
行
っ
た
。
法
案
の
掲
げ
る
立
法
目
的
は
、
①
極

右
的
お
よ
び
排
外
的
暴
力
に
あ
ら
ゆ
る
必
要
な
法
治
国
的
手
段
を
用
い
て
断
固
毅
然
と
し
て
対
抗
す
る
こ
と
、
②
犯
罪
被
害
者
の
利
益
を
よ

り
重
点
を
置
く
こ
と
、
③
刑
事
手
続
に
必
要
な
調
整
を
行
な
い
、
ま
た
簡
素
化
、
迅
速
化
す
る
こ
と
、
④
組
織
犯
罪
対
策
の
た
め
の
立
法
的

基
礎
を
部
分
的
に
拡
充
す
る
こ
と
、
⑤
犯
罪
傾
向
の
進
ん
だ
外
国
人
、
と
り
わ
け
麻
薬
密
売
人
の
国
外
退
去
に
関
す
る
規
定
を
強
化
す
る
こ

と
に
あ
（だ

。
極
右
や
外
国
人
に
よ
る
犯
罪
対
策
を
主
た
る
目
的
と
し
つ
つ
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
捜
査
・司
法
権
限
の
強
化
の
た
め
の
改
正
、

刑
法
改
正
に
合
わ
せ
て
必
要
に
な
る
調
整
的
改
正
に
と
ど
ま
ら
ず
、
刑
事
手
続
の
簡
素
化

・
迅
速
化

（と
り
わ
け
、
簡
易
手
続
の
利
用
の
活



（４８
）

性
化
）
の
た
め
の
改
正
も
同
時
に
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、　
一
部
、
司
法
負
担
軽
減
の
流
れ
を
引
継
い
だ
立
法
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

本
法
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
刑
事
手
続
の
簡
素
化

・
迅
速
化
の
内
容
は
、
①

一
九
七
九
年
刑
事
手
続
改
正
法
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
、
刑
訴

法
二
四
九
条
二
項
の

「自
己
閲
読
」
の
対
象
書
面
の
拡
（だ

、
②
手
続
問
題
に
関
す
る
申
立
て
や
申
出
を
書
面
に
よ
っ
て
の
み
行
う
よ
う
命
令

す
る
権
限
を
裁
判
所
に
付
与
（刑
訴
法
二
五
七
ａ
条
）、
③
簡
易
手
続
の
利
用
の
活
性
化
の
た
め
の
改
正

¨
簡
易
手
続
の
適
用
要
件
の
緩
和
と

検
察
官
に
よ
る
簡
易
手
続
の
請
求
の
非
裁
量
化

（四

一
七
条
）
お
よ
び
証
拠
調
べ
手
続
の
短
縮
の
た
め
の
特
則
の
導
入
（四
二
〇
条
）
で
あ
（型

。

簡
易
手
続
に
お
け
る
証
拠
調
べ
手
続
の
短
縮
の
方
策
と
し
て
は
、
証
人
尋
間
に
代
わ
る
書
面
の
使
用
条
件
の
緩
和

（四
二
〇
条

一
項
な
い

し
三
項
）
と
、
単
独
裁
判
官
に
よ
る
簡
易
手
続
の
場
合
に
お
け
る
証
拠
調
べ
の
範
囲
の
事
案
解
明
義
務
に
基
づ
く
裁
量
化

（同
条
四
項
）
が

図
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
単
独
裁
判
官
に
よ
る
簡
易
手
続
審
理
に
お
い
て
は
、
私
訴
事
件

（刑
訴
法
三
八
四
条
三
項
）
や
秩
序
違
反
事
件

（秩
序
違
反
法
七
七
条

一
項
第

一
文
）
と
同
様
、
裁
判
所
は
刑
訴
法
二
四
四
条
三
項
な
い
し
五
項
お
よ
び
二
四
五
条
二
項
の
却
下
理
由
に
拘

束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
事
案
解
明
義
務
に
応
じ
て
証
拠
調
べ
の
範
囲
を
決
定
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
四
二
〇
条
の
特
則
は
、
略
式
命
令
に

対
す
る
不
服
申
立
て
が
行
な
わ
れ
た
場
合
の
公
判
手
続
に
も
準
用
さ
れ
て
い
る

（刑
訴
法
四

一
一
条
二
項
第
一一理
）。

本
法
は
、
簡
易
手
続
相
当
事
件
の
審
理
に
お
い
て
証
拠
調
べ
請
求
権
を
大
幅
に
制
限
す
る
改
正
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
四
二
〇
条

確
一̈中̈響
薙
爾
覇
聯
理
騨
碁
一̈̈
理

単
純
ま
た
は
証
拠
が
明
白
で
あ
る
た
め
、
直
ち
に
公
判
審
理
に
付
す
こ
と
が
相
当
で
あ
る
事
件
」
（四

一
七
条
）
の
み
を
対
象
と
す
る
た
め
、

そ
こ
で
被
告
人
側
か
ら
大
量
の
証
拠
申
請
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
考
え
難
く
、
こ
の
改
正
に
よ
り
被
告
人
の
証
拠
申
請
権
が
実
質
的
に
制
約
さ

ド
イ
ツ
刑
事
公
判
改
革
と
証
拠
申
請
権
制
限
論

二
九
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れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
と
い
え
る
。

四
〇

（五
）第
二
次
司
法
負
担
軽
減
法
案

一
九
九
二
年
司
法
負
担
軽
減
法
が
施
行
さ
れ
た
三
ヶ
月
後
、　
一
九
九
四
年
犯
罪
対
策
法
案
が
ま
だ
連
邦
議
会
に
提
案
さ
れ
る
以
前
の
、
九

二
年
六
月
に
開
か
れ
た
第
六
四
回
州
司
法
大
臣
会
議
で
は
、
再
び
、
刑
事
手
続
の
一
層
の
迅
速
化
と
効
率
化
の
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と
が

決
議
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
同
会
議
の
刑
事
法
委
員
会
輩
険
り
第
二
次
司
法
負
担
軽
減
法
専
門
担
当
官
草
案
が
作
成
さ
れ
、
九
四
年

一

一
月
に
開
催
さ
れ
た
第
六
五
回
州
司
法
大
臣
会
議
に
提
出
さ
れ
た
。
専
門
担
当
官
草
案
は
公
表
さ
れ
、
各
界
の
意
見
を
求
め
た
後
、
九
五
年

六
月
に
開
催
さ
れ
た
第
六
六
回
州
司
法
大
臣
会
議
に
お
い
て
、
「大
臣
を
出
席
さ
せ
て
い
る
各
州
が
提
案
さ
れ
た
専
門
担
当
官
草
案
に
基
づ
き

連
邦
参
議
院

へ
の
発
議
を
共
同
す
る
こ
と
の
可
否
お
よ
び
そ
の
範
囲
」
を
検
討
す
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
専
門
担
当
官
草
案

］
」
岬
税
〕
輝
（
計
曰
け
ｒ
［
“

「
年

一
”
制
時
帥

減 ノヾ
［
″
”
け

第 ュ
コ
″
”

律 べ
案 ′レ

（
ク

に
事 ノヾ
漏
い
物
ン
紳
緯
騨
特
い
知
胸
レ
リ
鵠
物
三
州
に
よ
り

同
法
案
は
、
刑
法
、
刑
事
訴
訟
法
、
少
年
裁
判
所
法
、
秩
序
違
反
法
、
裁
判
所
構
成
法
等
幅
広
い
領
域
に
お
け
る
改
正
を
内
容
と
し
て
い

た
。
と
り
わ
け
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
案
は
五
二
項
目
に
及
ん
だ
。

難
撃
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、　
一
九
九
二
年

一
月

一
一
日
の
司
法
負
担
軽

減
法
制
定
後
の
実
務
情
況
、
ド
イ
ツ
裁
判
官
同
盟

（Ｄ
Ｒ
Ｂ
）
の
提
響
、
後
述
の
第
六
〇
会
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
の
決
議
等
を
参
考
に
し
た
と

と
さ
れ
る
。
刑
事
訴
訟
法
に
関
す
る
主
な
改
正
内
容
は
、
①
裁
判
官
の
忌
避
制
度
の
改
正
、
②
宣
誓
規
定
の
改
正
、
③
捜
査
手
続
の
簡
略
化
、

④
起
訴
法
定
主
義
の
例
外
の
一
層
の
拡
大
、
⑤
申
立
て
理
由
の
説
明
権
お
よ
び
陳
述
権
の
制
限
、
⑥
区
裁
判
所
の
手
続
に
お
け
る
内
容
調
書

の
廃
止
と
単
独
裁
判
官
の
事
件
に
お
け
る
書
記
官
の
任
意
的
出
席
、
⑦
証
拠
申
請
の
却
下
規
定
の
改
正
と
正
規
の
証
拠
申
請
権
の
制
限
、
③



（５８
）

上
訴
権
の
改
正
、
⑨
特
別
手
続
の
改
正
で
あ
る
。

（５９
）

証
拠
調
べ
請
求
権
の
制
限
と
の
関
係
で
は
、
次
の
三
点
が
提
案
さ
れ
た
。

ａ
。
二
四
四
条
二
ａ
項
と
し
て
、
「証
拠
調
べ
終
了
ま
で
に
申
し
立
て
ら
れ
た
証
拠
申
請
に
対
し
て
は
、
第
二
項
な
い
し
第
六
項
が
適
用
さ
れ

る
。
終
了
後
に
申
し
立
て
ら
れ
た
証
拠
申
請
に
対
し
て
は
、
第
二
項
が
適
用
さ
れ
る
」
と
す
る
条
文
を
盛
り
込
む
こ
と
に
よ
り
、
証
拠
調
べ

終
了
後
の
証
拠
申
請
に
対
し
て
は
、
裁
判
所
の
事
案
解
明
義
務
に
反
し
な
い
範
囲
で
却
下
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
。

ｂ
。
こ
の
改
正
に
あ
わ
せ
て
、
二
四
六
条

一
項
が
、
証
拠
申
請
が
時
期
に
遅
れ
た
こ
と
の
み
を
理
由
に
却
下
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
点

に
つ
き
、
そ
の
対
象
を
証
拠
調
べ
終
了
ま
で
に
申
し
立
て
ら
れ
た
証
拠
申
請
に
限
定
す
る
こ
と
。

ｃ
．
同
条
三
項
第
二
文
の
定
め
る
訴
訟
遅
延
目
的
の
認
定
に
つ
き

「事
実
審
裁
判
所
の
自
由
な
評
価
に
よ
れ
ば
」
と
い
う
文
言
を
加
え
る
こ

と
に
よ
り
、
遅
延
目
的
を
認
定
の
当
否
に
つ
き
上
告
審
の
審
査
対
象
か
ら
は
ず
す
こ
と
。

し
か
し
、
今
回
の
申
立
て
に
対
し
て
も
、
連
邦
参
議
院
に
お
け
る
審
議
の
結
果
、
証
拠
調
べ
終
了
後
の
証
拠
申
請
に
対
す
る
却
下
を
容
易

に
す
る
た
め
の
提
案
は
採
用
さ
れ
ず
、
連
邦
議
会
に
送
付
さ
れ
た
法
案
に
盛
り
込
ま
れ
た
の
は
、
二
四
四
条
三
項
第
二
文
の
改
正
提
案
に
過

ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
連
邦
議
会
の
第

一
二
会
期
終
了
に
よ
り
刑
事
法
領
域
に
お
け
る
第
二
次
司
法
負
担
軽
減
法
案
は
廃
案
と
な
っ
た
。

以
上
、
七
〇
年
代
後
半
か
ら
の
証
拠
申
請
権
制
限
立
法
の
動
向
を
概
観
し
て
き
た
。
そ
こ
で
主
に
検
討
さ
れ
て
き
た
制
限
の
方
向
は
、
①

刑
事
訴
訟
法
二
四
四
条
、
二
四
五
条
の
適
用
対
象
と
な
る
手
続
の
限
定
、
②
二
四
四
条
三
項
な
い
し
五
項
に
規
定
す
る
却
下
基
準
の
個
別
的

（６０
）

緩
和
、
③
証
拠
申
請
の
時
期
的
制
限
な
い
し
時
期
に
遅
れ
た
証
拠
申
請
の
裁
量
的
却
下
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
政
府
の

度
重
な
る
取
組
み
に
関
わ
ら
ず
、
実
現
に
至
っ
た
の
は
、
①
と
の
関
係
で
は
、
簡
易
手
続
に
お
け
る
正
規
の
証
拠
申
請
権
の
廃
止

（四
二
〇

ド
イ
ツ
刑
事
公
判
改
革
と
証
拠
申
請
権
制
限
論

四

一



法
政
研
究
八
巻
二
号

（二
〇
〇
三
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

条
四
項
）
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
②
と
の
関
係
で
は
、
在
外
証
人
の
証
拠
申
請
に
対
す
る
却
下
が
轟
東
裁
量
化
さ
れ
た

（二
四
四
条
五
項
第
二

文
）
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
③
と
の
関
係
で
は
、
い
か
な
る
改
正
提
案
も
実
現
に
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
に
つ
き
、
他
の
立
法
課
題

と
の
優
先
度
の
違
い
や
会
期
終
了
に
よ
る
廃
案
と
い
う
現
実
的
要
因
が
作
用
し
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
理
論
面
と
し
て
は
、
現
行
刑
訴
法
の

手
続
構
造
を
前
提
に
す
れ
ば
、
法
治
国
的
要
請
と
両
立
す
る
形
で
、
こ
れ
以
上
の
証
拠
申
請
権
の
制
限
は
困
難
と
い
う
理
解
が
多
数
を
占
め

た
こ
と
が
大
き
い
。
そ
こ
で
、
次
節
に
お
い
て
、
法
治
国
原
理
と
の
関
係
で
証
拠
申
請
権
の
制
限
の
限
界
が
ど
の
よ
う
に
議
論
さ
れ
て
き
た

か
を
考
察
し
た
い
。

〓
一　
理
論
的
考
察

（
こ
概
観

証
拠
申
請
権
の
制
限
の
是
非
を
め
ぐ
る
議
論
は
八
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
、
特
に
八
二
年
の
第
五
三
回
司
法
大
臣
会
議
の
た
め
の
提
案
に

対
す
る
意
見
と
し
て
、
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
弁
護
士
団
体
や
制
限
に
批
判
的
論
者
か
ら
は
、
「訴
追
機
関
と
弁
護
側
の
武
器
平
等
原
則
」

や

「裁
判
所
の
包
括
的
事
案
解
明
義
務
」
に
反
す
る
等
の
議
鵬
、
あ
る
い
は
第
二
帝
國
時
代
の
経
験
か
ら
の
反
省
や
、
正
義
の
負
担
の
も
と

迅
速
化
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
証
潔
が
出
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
当
時
、
見
直
し
に
積
極
的
で
あ
っ
た
の
は
一
部
の
州
に
と
ど
ま
っ
た
こ

と
も
あ
り
、
そ
れ
以
上
議
論
が
深
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
九
〇
年

一
〇
月
に
東
西
ド
イ
ツ
の
統

一
が
あ
り
、
前
述
の
九

一
年
四
月
二
四
日
の
司
法
大
臣
特
別
会
議
に
お
い
て
、
「司
法
の
人

員
が
逼
迫
す
る
中
で
、
旧
東
ド
イ
ツ
地
域
の
州
に
お
い
て
機
能
的
、
法
治
国
的
司
法
を
構
築
す
る
た
め
に
、
裁
判
手
続
の
簡
素
化
、
緊
縮
化



の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
駆
使
し
、
人
員
の
無
駄
の
な
い
投
入
を
図
る
必
要
が
あ
る
こ
と
」
が
決
議
さ
れ
、
同
年
五
月
二
四
日
、　
一
〇
州

共
同
で
連
邦
参
議
院
に

「司
法
負
担
軽
減
の
た
め
の
法
律
案
」
の
申
立
て
が
行
な
わ
れ
た
。
当
該
決
議
や
法
案
に
対
し
て
も
、
弁
護
士
団
体

や
研
究
者
か
ら
刑
事
手
続
の
法
治
国
的
保
障
を
掘
り
崩
す
と
か
、
返
っ
て
新
た
な
混
乱
と
遅
延
を
招
く
と
す
る
意
見
な
囃
や
、
あ
る
い
は
、

「自
律
的
証
拠
申
請
権
」
を
廃
止
す
る
こ
と
は
、
被
疑
者

・
被
告
人
の
主
体
的
地
位
を
弱
め
、
純
問
主
義
に
重
心
を
よ
り
移
す
こ
と
に
な
る

（６４
）

と
い
う
批
判
が
出
さ
れ
た
。
し
か
し
今
回
は
、
法
治
国
的
司
法
を
維
持
す
る
た
め
に
も
司
法
負
担
の
軽
減
は
必
要
と
す
る
意
見
も
み
ら
れ
た
。

そ
の
背
景
に
は
、
単
な
る
要
員
不
足
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
ド
イ
ツ
で
も
存
在
し
て
き
た
と
さ
れ
る

「
（事
前
の
）
合
意
」
に
よ
る
事
件
処
理

（６５
）

の
規
制
が
、
八
〇
年
代
終
盤
か
ら
重
要
課
題
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
シ
ュ
ル
ュ
ヒ
タ
ー
は
、
も
は
や
刑
事
訴
訟
は
現
行

法
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
だ
い
に
「刑
事
手
続
に
お
け
る
合
意
」
に
よ
り
代
替
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

も
し
立
法
的
努
力
が
失
敗
に
終
わ
れ
ば
、
法
治
国
に
と
っ
て
危
機
的
状
況
が
生
じ
る
だ
ろ
う
と
い
う
理
由
か
ら
、
形
式
論
で
は
な
く
機
能
性

が
求
め
ら
れ
て
い
る
立
場
を
と
る
。
そ
し
て
、
司
法
負
担
軽
減
法
案
を
検
討
し
、
起
訴
便
宜
規
定

（
一
五
三
条
お
よ
び

一
五
三
ａ
条
）
の
拡

大
、
証
拠
申
請
権
の
制
限
、
上
訴
の
制
限
、
略
式
手
続
の
拡
大
、
合
議
体
の
数
な
い
し
対
象
事
件
の
削
減
等
に
つ
き
、
修
正
案
を
提
示
し
て

（６６
）

い
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
司
法
負
担
軽
減
法
は
当
初
の
提
案
の
一
部
し
か
実
現
で
き
な
か
っ
た
が
、
さ
ら
な
る
負
担
軽
減
策
を
求
め
る
動
き
は
止

ま
ら
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
裁
判
官
同
盟
の
刑
事
法
大
委
員
会
は
、
一
九
九
二
年

一
二
月
二
八
日
の
連
邦
司
法
省
の
嘱
託
に
基
づ
き
、
「立
法
論

と
し
て
の
刑
事
手
続
の
簡
素
化
、
迅
速
化
策
」
を
表
題
と
す
る
、
鑑
定
意
見
を
発
表
し
た
。
そ
こ
で
は
、
忌
避
申
立
て
理
由
の
長
時
間
の
説

明
や
五
月
雨
的
な
証
拠
申
請
に
よ
る
権
利
濫
用
義
Ｎ
に
対
し
て
、
現
行
法
が
有
効
な
対
応
手
段
を
用
意
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
、
法
治
国

と
し
て
の
威
信
が
傷
つ
い
て
い
る
こ
と
や
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
裁
判
官
に
よ
り
多
く
の
信
頼
と
訴
訟
指
揮
に
お
け
る
権
限
を
与
え
て

ド
イ
ツ
刑
事
公
判
改
革
と
証
拠
申
請
権
制
限
論

四
三
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お（鯉
、
法
治
国
的
に
問
題
の
な
い
証
拠
法
は
他
の
構
成
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
公
判
に
お
け
る
証
拠
申
請
権
の
改
正
、
直
接
主
義

（６９
）

の
改
正
、
申
立
て
の
理
由
説
明
、
質
問
お
よ
び
釈
明
の
権
利
な
ら
び
調
書
化
請
求
権
の
制
限
の
提
案
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
単
に
法
治
国
原
理
を
持
ち
出
し
て
迅
速
化
策
を
批
判
す
る
こ
と
へ
の
批
判
や
、
諸
外
国
と
の
比
較
か
ら
現
行
法
上
の
保
障

が
法
治
国
上
の
絶
対
的
要
請
で
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
中
、
法
治
国
原
理
に
適
う
刑
事
手
続
と
証
拠
申
請
権
の
保
障
の
あ
り
方
と
の
関
係

を
、
理
論
的
に
整
理
す
る
必
要
は
高
ま
っ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。　
一
九
九
四
年
に
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
で
開
催
さ
れ
た
第
六
〇
回
ド
イ
ツ
法
曹
大

会
で
は
、
「法
治
国
原
則
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
な
く
刑
事
訴
訟
、
と
り
わ
け
公
判
手
続
を
迅
速
化
す
る
た
め
に
刑
事
手
続
を
改
正
す
べ
き
か
」

が
論
題
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
こ
の
論
題
の
鑑
定
意
見
を
執
筆
し
た
ゲ
ッ
セ
ル
は
公
判
手
続
の
大
胆
な
改
正
提
案
を
行
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ

の
賛
否
を
め
ぐ
り
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
時
、
議
論
の
趨
勢
を
決
め
る
上
で
、
ペ
ロ
ン
の
研
究
成
果
は
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
、
九
二
年
／
九
二
年
冬
学
期
に
提
出
さ
れ
た
教
授
資
格
論
文

（
一
九
九
五
年
に
公
刊
）
に
お
い
て
、
証
拠
申
請
権

規
定
を
見
直
す
た
め
の
条
件
と
な
る
枠
組
み
を
提
示
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
特
に
、
第
六
〇
回
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
に
お
け
る
議
論

お
よ
び
ペ
ロ
ン
論
文
に
つ
き
詳
し
く
紹
介
し
た
い
。

含
こ
第
六
〇
回
ド
イ
ツ
法
曹
大
会

（
一
九
九
四
年
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
）

Ａ
．
ゲ
ッ
セ
ル
鑑
定
意
見

第
六
〇
回
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
の
論
題
翁
法
治
国
原
則
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
な
く
刑
事
訴
訟
と
り
わ
け
公
判
手
続
を
迅
速
化
す
る
た
め
に
刑

（７０
）

事
手
続
を
改
正
す
べ
き
か
し

に
つ
き
鑑
定
意
見
を
執
筆
し
た
、
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
ー
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
ク
大
学
教
授
の
ゲ
ッ
セ
ル

（パ
”
ュ

ロ
ｏ中●
Ｎ
０
０
８
じ

は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
、
個
々
人
の
人
格
的
自
由
に
対
す
る
権
利
保
護
と
機
能
的
刑
事
訴
追
の
必
要
性
を
、
法
治
国
に



（７．
）

と
っ
て
同
等
に
重
要
な
原
理
と
し
て
特
徴
付
け
た
判
例
や
、
「法
治
国
原
則
が
正
義
の
観
念
を
重
要
な
構
成
要
素
と
し
て
含
ん
で
い
る
限
り
、

（７２
）

そ
れ
は
機
能
的
司
法
の
維
持
を
要
求
し
て
お
り
、
こ
れ
な
く
し
て
正
義
の
実
現
を
助
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
判
例
に
依
拠
し
な
が

ら
、
被
疑
者

・
被
告
人
の
権
利
保
護
の
み
な
ら
ず
、
刑
事
司
法
の
機
能
性
を
維
持
す
る
こ
と
自
体
が
法
治
国
原
理
か
ら
の
要
請
で
あ
る
と
の

見
解
に
立
（一

。
そ
し
て
ヽ
迅
速
化
策
と
し
て
、
①
比
較
的
重
く
な
い
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
犯
罪
に
対
す
る
簡
易
手
続
の
導
入
、
②
訴
追
機

関
の
権
限
の
明
確
化
と

一
罪
の
分
割
起
訴
権
限
の
創
設
２

事
不
再
理
効
の
客
観
的
範
囲
の
制
限
）、
③
証
拠
法
の
見
直
し
と
上
訴
審
の
審
査

対
象
の
制
限
、
お
よ
び
④
濫
用
的
弁
護
活
動
の
制
限
に
関
す
る
提
案
を
行
っ
た
。
と
く
に
証
拠
法
の
見
直
し
と
の
関
係
で
は
、
他
の
代
表
的

な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
ド
イ
ツ
と
は
異
な
り
、
通
常
、
公
判
途
中
の
証
拠
申
請
に
よ
り
公
判
が
中
断
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
証
拠
申

（７４
）

請
に
対
す
る
決
定
が
上
告
審
の
審
査
対
象
と
な
る
こ
と
は
実
際
に
あ
ま
り
な
い
と
い
う
ミ
ュ
ラ
ー
報
告
を
引
用
し
、
外
国
と
比
較
す
る
な
ら

ば
、
法
治
国
原
則
に
適
う
証
拠
法
と
し
て
別
の
構
成
も
可
能
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
と
し
て
、
直
接
主
義
の
緩
和

（録
音

・
録
画
テ
ー
プ
の

（７５
）

利
用
に
よ
る
証
人
尋
間
の
代
替
）、
公
判
前
の
証
拠
申
請
の
原
則
化
お
よ
び
職
権
証
拠
調
べ
義
務
の
限
定
を
提
案
す
る
。

公
判
前
の
証
拠
申
請
の
原
則
化
お
よ
び
職
権
証
拠
調
べ
義
務
の
限
定
に
つ
い
て
、
証
拠
申
請
を
原
則
と
し
て
起
訴
か
ら
公
判
開
始
決
定
ま

で
の

「中
間
手
続
」
で
行
う
こ
と
を
義
務
付
け
、
公
判
開
始
後
は

「在
廷
証
拠
」
の
取
調
べ
請
求
に
つ
い
て
の
み
認
め
る
こ
と
、
裁
判
所
の

職
権
証
拠
調
べ
義
務
の
範
囲
を
公
判
の
中
断
な
く
証
拠
調
べ
可
能
な
範
囲
に
限
定
す
る
こ
と
、
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
原
審
の
証
拠
調
べ
に
対
す

（７６
）

る
上
告
審
の
審
査
範
囲
を
限
定
す
べ
き
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
中
間
手
続
に
お
け
る
証
拠
申
請
の
原
則
化
の
た
め
の
前
提
条
件
と

し
て
、
裁
判
手
続
を
す
べ
て
の
訴
訟
関
係
人
に
と
っ
て
で
き
る
限
り
見
通
し
可
能
に
し
、
と
り
わ
け
被
疑
者

・
被
告
人
お
よ
び
弁
護
人
が
不

意
打
ち
的
展
開
か
ら
保
護
さ
れ
る
た
め
の
措
置
や
、
武
器
平
等
の
観
点
か
ら
被
疑
者

・
被
告
人
お
よ
び
弁
護
人
の
証
拠
の
取
寄
せ
権
限
の
付

（７７
）

与
を
求
め
た
。

ド
イ
ツ
刑
事
公
判
改
革
と
証
拠
申
請
権
制
限
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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四
六

（７８
）

彼
は
、
自
律
的
証
拠
申
請
権
に
申
立
人
自
ら
が
証
拠
申
請
の
時
期
を
選
択
す
る
権
利
を
含
め
る
見
解
に
対
し
て
、
こ
れ
を

「ゲ
ー
ム
」
と

（７９
）

し
て
の
刑
事
訴
訟
の
理
論
か
ら
起
こ
る
考
え
方
と
み
な
し
、
真
実
に
基
づ
く
裁
判
を
迅
速
に
獲
得
す
る
こ
と
を
阻
害
す
る
と
批
判
す
る
。
ま

た
、
刑
訴
法
二
四
四
条
三
項
な
い
し
五
項
は
、
い
わ
ゆ
る
正
規
の
、
ま
た
は
自
律
的
な
証
拠
申
請
権
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
同
条
二
項
に

よ
る
包
括
的
な
真
実
探
求
義
務
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
た
鰐
に
対
し
て
、
証
拠
申
請
が
裁
判
所
に
二
四
四
条
二
項
に
よ
り
取
調
べ
が

（８．
）

義
務
付
け
ら
れ
る
範
囲
を
超
え
て
証
拠
の
取
調
べ
を
強
い
る
こ
と
は
、
事
実
上
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
。
さ
ら
に
、
二
四
四
条
二
項
に
基
づ

く
事
案
解
明
義
務
の
範
囲
に
つ
い
て
も
無
制
約
な
も
の
で
は
な
く
、
①
こ
の
義
務
は
裁
判
上
重
要
な
事
実
に
対
し
て
し
か
及
ば
な
い
こ
と
、

②
不
適
法
な
証
拠
調
べ
は
最
初
か
ら
対
象
外
で
あ
る
こ
と
、
③
裁
判
所
が
入
手
で
き
な
い
証
拠
は
対
象
外
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の

上
で
、
彼
の
主
張
に
お
い
て
最
も
重
要
に
思
わ
れ
る
点
は
、
こ
の

「入
手
不
可
能
性
」
の
概
念
は
、
裁
判
所
の
真
実
探
求
義
務
の
み
に
基
づ

い
て
狭
く
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
迅
速
裁
判
の
原
則
や
機
能
的
刑
事
司
法
と
い
う
法
治
国
的
要
請
を
満
た
す
た
め
に
は
よ
り
広
く
解

釈
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
入
手
不
可
能
性
は
、
原
則
と
し
て
公
判
の
中
断
な
く
裁
判
所
が
利
用
す
る
こ
と
が
不
可
能
な

証
拠
と
い
う
意
味
に
解
釈
さ
れ
、
証
拠
調
べ
の
義
務
は
原
則
と
し
て
在
廷
証
拠
に
の
み
及
び
、
訴
訟
関
係
人
か
ら
事
前
に
指
名
さ
れ
た
証
拠

や
公
判
審
理
の
結
果
始
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
証
拠
に
つ
い
て
は
、
例
外
的
に
在
廷
し
て
い
な
い
も
の
に
も
及
ぶ
と
い
う
、
従
来
の
ド
イ
ツ

の
支
配
的
見
解
を
大
胆
に
変
更
す
る
解
釈
を
行
っ（濯
。

具
体
的
に
は
以
下
の
提
案
が
行
わ
れ
（だ

。

１
　
刑
訴
法
二
〇
〇
条

一
項

【起
訴
状
の
内
容
】
第
二
文
、
第
二
文
の
挿
入

起
訴
状
に
、
検
察
官
か
ら
み
て
裁
判
所
の
真
実
究
明
義
務
が
及
ぶ
と
思
わ
れ
る
、
あ
ら
ゆ
る
事
実
と
証
拠
方
法
を
記
載
す
る
こ
と
、
こ
れ



と
同
時
に
、
公
判
に
お
け
る
証
拠
調
べ
の
た
め
に
、
立
証
事
項
お
よ
び
証
拠
方
法
を
具
体
化
し
た
証
拠
申
請
を
行
う
こ
と
。
起
訴
状
に
、
公

判
が
開
か
れ
る
裁
判
所
お
よ
び
弁
護
人
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
　
刑
訴
法
二
〇

一
条

【起
訴
状
の
送
達
】
の
改
正

（１
）
裁
判
所
は
起
訴
状
を
被
告
人
だ
け
で
な
く
、
弁
護
人
が
選
任
さ
れ
て
い
る
場
合
は
こ
れ
に
も
送
達
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
弁
護
人
に

対
し
て
は
、
二
週
間
を
最
低
と
す
る
一
定
の
相
当
期
間
内
に
、

一　
起
訴
状
に
対
す
る
意
見
書
の
中
で
、
検
察
官
の
公
判
開
始
請
求
お
よ
び
証
拠
申
請
に
対
す
る
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

一
一　
公
判
ま
た
は
公
判
開
始
決
定
前
に
お
け
る
証
拠
調
べ
の
た
め
に
、
立
証
事
項
お
よ
び
証
拠
方
法
を
具
体
化
し
た
証
拠
申
請
を
行
う
こ

と
を
求
め
る
こ
と
、
こ
の
際
、
弁
護
人
に
、
公
判
期
日
に
お
い
て
公
判
を
中
断
す
る
こ
と
な
く
入
手
不
可
能
な
証
拠
方
法
を
対
象
と

す
る
証
拠
申
請
の
取
調
べ
義
務
は
な
い
こ
と
、
お
よ
び
起
訴
状
に
対
す
る
意
見
書
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
な
い
証
拠
申
請
は
在
廷
証

拠
に
限
り
許
容
で
き
る
こ
と
を
、
告
知
し
て
お
く
こ
と
。

（２
）
被
告
人
に
弁
護
人
が
選
任
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
裁
判
所
は
、
遅
く
と
も
公
判
審
理
ま
で
に
、
起
訴
状
に
対
す
る
意
見
書
の
中
の
証

拠
方
法
と
し
て
十
分
に
具
体
化
さ
れ
て
い
な
い
防
御
側
の
主
張
を
、
証
拠
申
請
の
た
め
に
必
要
な
形
に
具
体
化
で
き
る
よ
う
努
力
す
る
こ

と
、
防
御
側
の
主
張
の
具
体
化
が
公
判
に
お
い
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
っ
た
と
き
は
、
後
述
の
二
四
四
条
三
項

（証
拠
調
べ
義
務
の
制
限

規
定
）
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
。

３
　
刑
訴
法
二
〇
三
条

【公
判
開
始
決
定
の
条
件
】
第
二
文
の
挿
入

公
判
開
始
決
定
の
際
、
裁
判
所
は
同
時
に
、
公
判
に
お
い
て
実
施
を
予
定
し
て
い
る
、
申
請
そ
の
他
に
か
か
わ
る
証
拠
調
べ
を
告
知
す
る

こ
と
、
証
拠
申
請
の
却
下
は
、
後
述
の
刑
訴
法
二
四
四
条
五
項
な
い
し
八
項
お
よ
び
二
四
五
条
に
従
う
こ
と
。

４
　
二
一
四
条
三
項

【検
察
官
の
証
人
等
の
直
接
召
喚
権
】
第
二
文
の
挿
入

ド
イ
ツ
刑
事
公
判
改
革
と
証
拠
申
請
権
制
限
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



法
政
研
究
八
巻
二
号

（二
〇
〇
三
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

検
察
官
が
こ
の
直
接
召
喚
権
を
行
使
し
た
場
合
は
、
同
時
に
裁
判
所
並
び
に
被
告
人
お
よ
び
弁
護
人
に
こ
の
こ
と
を
通
知
す
る
こ
と
。

５
　
二
二
〇
条

【被
告
人
の
直
接
召
喚
権
】
の
削
除
と
二
一
九
条

【公
判
準
備
に
お
け
る
被
告
人
の
証
拠
申
請
権
】
の
改
正

被
告
人
お
よ
び
弁
護
人
は
、
公
判
に
お
け
る
証
拠
調
べ
の
た
め
に
、
物
的
証
拠
を
直
接
に
取
り
寄
せ
、
ま
た
人
的
証
拠
を
直
接
に
召
喚
で

き
る
こ
と
。
人
的
証
拠
の
召
喚
の
場
合
は
、
召
喚
と
同
時
に
裁
判
所
お
よ
び
検
察
官
に
こ
の
こ
と
を
通
知
す
る
こ
と
。
召
喚
さ
れ
た
人
物
の

訊
間
に
よ
る
証
拠
調
べ
、
ま
た
は
取
寄
せ
ら
れ
た
物
的
証
拠
の
使
用
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
、
後
述
の
二
四
四
条
二
項
第
二
文
、
三
項
第
二

文
お
よ
び
第
二
文
並
び
に
五
項
な
い
し
八
項
の
基
準
に
従
っ
て
判
断
す
べ
き
こ
と
。

６
　
三
二
一
条
第
二
文

【控
訴
審
裁
判
所
へ
の
記
録
の
送
付
】
の
改
正

検
察
官
は
前
記
二
〇
〇
条

一
項
第
二
文
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
の
意
見
書
と
と
も
に
、　
一
週
間
以
内
に
裁
判
所
に
対
し
て
記
録
を

送
付
す
る
こ
と
。
裁
判
所
は
こ
の
意
見
書
を
、
二
週
間
を
最
低
と
す
る
一
定
の
相
当
期
間
内
に
、
検
察
官
の
証
拠
申
請
に
対
し
て
意
見
を
述

べ
、
か
つ
独
自
の
証
拠
申
請
を
申
し
立
て
る
こ
と
を
求
め
て
、
被
告
人
お
よ
び
弁
護
人
に
送
達
さ
せ
る
こ
と
。
そ
の
際
、
三
三
二
条
で
準
用

さ
れ
る
三
四
四
条
二
項
第
二
文
お
よ
び
第
二
項
の
効
果
が
伴
う
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
。
二
〇
二
条

（裁
判
所
に
よ
る
補
強
調
査
）
が
準
用

さ
れ
る
こ
と
。

７
　
四
〇
七
条

一
項
第

一
文

【略
式
命
令
の
請
求
】
の
改
正

略
式
の
起
訴
手
続
に
前
記
二
〇
〇
条

一
項
第
二
文
を
準
用
す
る
こ
と
。

８
　
四
〇
九
条

一
項

【略
式
命
令
の
内
容
】
の
改
正

五
号

（証
拠
方
法
）
に
、
四
〇
七
条

一
項
第

一
文
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
二
〇
〇
条

一
項
第
二
文
に
お
い
て
必
要
な
事
項
を
追
加
。

９
　
四
〇
九
条

一
項

【略
式
命
令
の
内
容
】
の
改
正

七
号

（不
服
申
立
て
方
法
等
の
告
知
）
に
、
二
〇

一
条

一
項
が
意
味
に
応
じ
て
準
用
さ
れ
る
こ
と
を
追
加
。



１〇
　
二
四
四
条

【公
判
に
お
け
る
証
拠
調
べ
】
二
項
以
下
の
改
正

（２
）
裁
判
所
の
職
権
証
拠
調
べ
義
務
の
範
囲
を
、
証
拠
方
法
が
存
在
し
、
入
手
不
可
能
で
な
く
、
か
つ
証
拠
調
べ
お
よ
び
判
決
に
お
け
る

そ
の
結
果
の
利
用
が
不
適
法
で
な
い
場
合
に
限
定
す
る
こ
と
。
こ
こ
に
い
う
入
手
不
可
能
と
は
、
公
判
を
延
期
す
る
こ
と
な
く
対
象
証
拠

の
取
調
べ
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
な
い
場
合
、
お
よ
び
既
に
裁
判
所
に
よ
り
命
じ
ら
れ
た
証
拠
の
取
調
べ
が
、
（法
定
の
）中
断
期
間
以
内

に
可
能
で
な
い
場
合
を
さ
す
。

（３
）
起
訴
状
ま
た
は
起
訴
状
に
対
す
る
意
見
書
の
中
で
申
し
立
て
ら
れ
て
い
な
い
証
拠
申
請
は
、
各
証
拠
方
法
が
在
廷
す
る
場
合
に
限
り

許
さ
れ
る
こ
と
。
人
的
証
拠
に
つ
い
て
は
、
適
法
に
召
喚
さ
れ
、
出
頭
し
て
い
る
場
合
に
在
廷
し
て
い
る
こ
と
、
証
拠
書
類
や
証
拠
物
に

つ
い
て
は
、
た
だ
ち
に
裁
判
所
に
展
示
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
展
示
が
可
能
で
な
い
と
き
は
、
公
判
を
延
期
す
る
こ
と
な
く
朗
読
ま
た
は
検

証
可
能
で
あ
る
場
合
に
限
り
、
在
廷
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
。

（４
）
検
察
官
に
よ
り
在
廷
証
拠
の
取
調
べ
請
求
が
行
わ
れ
た
場
合
、
裁
判
所
は
、
被
告
人
ま
た
は
弁
護
人
の
理
由
を
付
し
た
申
立
て
が
あ

れ
ば
、
適
法
な
防
御
の
利
益
に
と
っ
て
必
要
が
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
適
当
な
期
間
、
手
続
を
中
断
で
き
る
こ
と

（被
告
人
ま
た
は
弁
護

人
に
よ
る
在
廷
証
拠
の
取
調
べ
請
求
に
対
し
て
、
検
察
官
が
手
続
の
中
断
を
申
請
し
た
場
合
も
同
様
）。
弁
護
人
が
選
任
さ
れ
て
い
な
い
被

告
人
に
対
し
て
、
第

一
文
の
申
立
権
を
教
示
す
る
こ
と
。

（５
）
検
察
官
ま
た
は
被
告
人
も
し
く
は
弁
護
人
が
公
判
で
初
め
て
裁
判
に
と
っ
て
重
要
な
事
実
ま
た
は
証
拠
を
知
り
、
そ
れ
ま
で
知
ら
な

か
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
二
〇
〇
条

一
項
お
よ
び
二
〇

一
条

一
項
に
よ
り
必
要
な
証
拠
申
請
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
故
意

・
過
失

が
な
い
と
き
は
、
例
外
的
に
公
判
に
お
け
る
新
た
な
証
拠
申
請
を
認
め
る
こ
と
。

（６
）
証
拠
申
請
は
、
証
拠
の
取
調
べ
が
不
適
法
も
し
く
は
裁
判
に
と
っ
て
重
要
で
な
い
と
き
、
ま
た
は
証
拠
方
法
が
証
明
対
象
事
実
の
立

証
の
た
め
に
完
全
に
不
適
切
で
あ
る
と
き
は
却
下
で
き
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
証
拠
方
法
が
不
存
在
も
し
く
は
入
手
不
可
能
ま
た
は
証
拠
調

ド
イ
ツ
刑
事
公
判
改
革
と
証
拠
申
請
権
制
限
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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〇

べ
の
命
令
の
後
に
入
手
不
可
能
に
な
っ
た
と
き
も
同
様
で
あ
る
こ
と
。
証
拠
申
請
は
、
被
告
人
に
有
利
な
証
明
対
象
事
実
が
既
に
証
明
さ

れ
て
い
る
と
き
、
ま
た
は
真
実
と
推
定
で
き
る
と
き
も
、
却
下
で
き
る
こ
と
。

■
　
二
四
五
条

【証
拠
調
べ
の
範
囲
】
の
改
正

（１
）
裁
判
所
は
真
実
究
明
義
務
が
充
足
さ
れ
、
か
つ
裁
判
す
べ
き
証
拠
申
請
が
残
っ
て
い
な
い
場
合
、
裁
判
長
は
訴
訟
関
係
人
に
証
拠
調

べ
を
終
結
し
た
い
旨
を
告
げ
る
こ
と
。
こ
の
通
告
に
対
し
て
、
検
察
官
、
被
告
人
お
よ
び
弁
護
人
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え

る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
者
か
ら
そ
れ
以
上
証
拠
申
請
の
申
立
て
が
な
い
場
合
は
、
訴
訟
終
結
宣
言
を
行
う
こ
と
。

（２
）

一
項
第

一
文
の
通
告
を
行
う
際
に
、
裁
判
所
は
そ
れ
ま
で
残
さ
れ
て
い
た
証
拠
申
請
に
対
す
る
却
下
を
行
え
る
こ
と
。
却
下
の
裁
判

は
、
訴
訟
関
係
人
に
対
し
て
一
項
第

一
文
の
通
告
と
と
も
に
告
知
で
き
る
こ
と
、
そ
れ
以
上
、
証
拠
申
請
が
行
わ
れ
な
い
場
合
、
裁
判
所

は
、
一
項
第
二
文
の
意
見
を
考
慮
し
な
が
ら
、
以
前
の
却
下
し
た
証
拠
申
請
の
却
下
に
理
由
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
再
検
討
す
る
こ
と
。

以
前
の
却
下
に
理
由
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
は
、
証
拠
調
べ
を
終
結
す
る
こ
と
、
却
下
理
由
が
も
は
や
存
在
し
な
い
と
判
断
し
た
場
合

は
、
対
応
す
る
証
拠
申
請
を
許
容
し
、
さ
ら
に
本
条
に
従
っ
て
手
続
を
進
め
る
こ
と
。

（３
）
証
拠
調
べ
終
結
宣
言
後
の
証
拠
申
請
に
対
し
て
は
裁
判
を
要
し
な
い
こ
と
。

‐２
　
二
四
六
条

【時
期
に
遅
れ
た
こ
と
の
み
を
理
由
と
す
る
証
拠
申
請
の
却
下
の
禁
止
】
の
削
除

‐３
　
二
〇
二
条

【中
間
手
続
に
お
け
る
裁
判
所
の
補
充
調
査
】
二
項
の
挿
入

中
間
手
続
に
お
い
て
、
公
判
の
法
定
中
断
期
間
内
に
取
調
べ
ら
れ
る
見
込
み
の
な
い
証
拠
の
取
調
べ
請
求
が
行
わ
れ
た
場
合
、
裁
判
所
は
、

入
手
不
可
能
性
を
除
く
二
四
四
条
六
項
の
却
下
理
由
が
存
在
す
る
の
で
な
い
限
り
、
公
判
開
始
決
定
の
前
の
証
拠
調
べ
を
命
じ
る
こ
と
。
命

令
後
六
月
以
内
に
証
拠
調
べ
が
可
能
で
な
い
場
合
は
、　
一
般
規
定
に
よ
る
こ
と
。

‐４
　
三
二
九
条

【中
断
期
間
の
上
限
】
二
項
、
三
項
を
新
二
項
に
改
正



（２
）
在
廷
し
て
い
な
い
証
拠
の
適
法
な
証
拠
申
請
を
実
現
す
る
た
め
に
、
手
続
を
三
〇
日
ま
で
中
断
で
き
る
こ
と
、
出
頭
義
務
の
あ
る
者

が
病
気
の
た
め
公
判
に
出
頭
で
き
な
い
と
き
も
同
様
で
あ
る
こ
と
。

‐５
　
二
二
九
条
四
項
を
三
項
に
改
正

‐６
　
三
五
九
条

【利
益
再
審
の
要
件
】
に
」台
万
を
追
加

新
た
に
六
号
と
し
て
、
確
定
事
件
の
公
判
に
お
い
て
入
手
不
可
能
ま
た
は
在
廷
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
取
調
べ
請
求
を
却
下
さ
れ
た

証
拠
方
法
が
提
出
さ
れ
、
か
つ
そ
れ
が
有
罪
確
定
者
に
利
益
な
裁
判
の
理
由
と
な
る
に
相
応
し
い
と
き
と
い
う
事
由
を
追
加
す
る
こ
と
。

‐７
　
三
六
三
条

【再
審
の
制
限
】
三
項
の
追
加

（３
）
二
五
九
条
六
号
に
よ
る
再
審
請
求
に
は
本
条

一
項
お
よ
び
二
項
を
適
用
し
な
い
こ
と
。

‐８
　
三
三
七
条

【上
告
理
由
】
新
二
項
の
挿
入

上
告
理
由
に
つ
き
、
法
律
違
反
に
起
因
す
る
事
実
誤
認
の
主
張
は
、
手
続
に
関
す
る
放
棄
の
違
反
を
理
由
と
す
る
場
合
に
限
り
許
容
し
、

こ
の
場
合
、
事
実
認
定
の
一
般
的
経
験
則
ま
た
は
論
理

・
言
語
則
違
反
の
点
の
み
が
審
査
可
能
で
あ
る
こ
と
。
審
理
不
尽
を
理
由
と
す
る
上

告
は
、
証
拠
申
請
に
対
す
る
却
下
決
定
の
通
知
が
行
わ
れ
ず
、
ま
た
は
違
法
に
却
下
さ
れ
た
た
め
、
要
求
し
た
完
全
な
事
案
解
明
が
果
た
さ

れ
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
場
合
に
限
る
こ
と
。

Ｂ
．
ゲ
ッ
セ
ル
提
案
に
対
す
る
意
見

ゲ
ッ
セ
ル
鑑
定
意
見
に
対
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
批
評
が
出
さ
れ
た
。

１
　
シ
ュ
リ
ュ
ヒ
タ
ー

ビ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
大
学
教
授
の
シ
ュ
リ
ュ
ヒ
タ
ー
（口
】①●
∽
ｏ，
一●
０，
一ｑ
）
は
、
二
四
四
条
三
項
な
い
し
五
項
の
保
障
す
る
証
拠
申
請
権
を

ド
イ
ツ
刑
事
公
判
改
革
と
証
拠
申
請
権
制
限
論

五

一
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五
二

（８４
）

自
律
的
証
拠
申
請
権
と
理
解
し
て
、
そ
こ
か
ら
証
拠
申
請
の
時
期
の
選
択
権
ま
で
導
き
出
す
見
解
を
批
判
す
る
ゲ
ッ
セ
ル
を
支
持
す
る
が
、

証
拠
申
請
権
の
除
斥
期
間
を
公
判
開
始
前
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
公
判
に
お
け
る
証
拠
申
請
が
裁
判
所
の
そ
れ
ま
で
の
認
定
結
果
に
疑

州嘩型制かい臓口』はぼ醐倒痢卸［罐卸利漏Ｍ一樺［辞」「れ鈍“』向け制べ拠剛摯臓撃べ施】一湊と（）れ（れか踵型】『Ⅷ蒙

案
解
明
義
務
に
基
づ
く
証
拠
調
べ
の
範
囲
を
、
ゲ
ッ
セ
ル
提
案
の
よ
う
に
証
拠
方
法
が
法
定
の
最
大
中
断
期
間
内
に
入
手
可
能
か
否
か
を
基

（８６
）

準
に
区
切
る
こ
と
に
は
、
刑
事
訴
訟
を
民
事
訴
訟
に
近
づ
け
る
も
の
と
し
て
反
対
す
る
。

２
　
フ
リ
ス
タ
ー

ド
レ
ス
デ
ン
大
学
教
授
の
フ
リ
ス
タ
ー

（口
２
８
二
『
『一∽けｑ
）
は
、
裁
判
所
の
事
案
解
明
義
務
の
範
囲
を
在
廷
証
拠
に
制
限
し
よ
う
と
す

る
ゲ
ッ
セ
ル
提
案
に
つ
き
、
実
体
的
真
実
究
明
義
務
の
意
味
を
事
実
上
無
意
味
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
形

（で
鞍
体
的
真

実
主
義
を
放
棄
す
る
こ
と
は
、
迅
速
な
裁
判
の
原
則
や
機
能
的
刑
事
司
法
の
要
請
か
ら
正
当
化
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
批
判
す
る
。
そ
し

て
、
証
拠
申
請
時
期
を
原
則
と
し
て
公
判
開
始
前
に
限
る
提
案
に
対
し
て
も
、
弁
護
側
は
証
拠
申
請
を
公
判
の
経
過
や
証
拠
調
べ
の
結
果
に

依
拠
さ
せ
る
、
重
要
か
つ
正
当
な
利
益
を
有
し
て
お
り
、
証
拠
申
請
を
後
に
控
え
る
の
は
、
戦
術
的
ゲ
ー
ム
の
発
想
か
ら
で
は
な
く
、
問
題

（８８
）

の
証
拠
申
請
を
行
う
こ
と
の
効
果
と
危
険
を
考
慮
し
た
結
果
で
あ
る
と
批
判
す
る
。

３
　
ヴ
ィ
ド
マ
イ
ヤ
ー

弁
護
士
の
ヴ
ィ
ド
マ
イ
ヤ
ー

（〇
“
ユ
ｑ
ョ
〓
日
“
①̈じ

は
、
ゲ
ッ
セ
ル
が
二
四
四
条
三
項
な
い
し
五
項
に
よ
る
証
拠
申
請
権
の
保
障
の
範



囲
と
同
条
二
項
の
事
案
解
明
義
務
の
範
囲
と

一
致
さ
せ
て
理
解
す
る
こ
と
を
批
判
し
、
事
案
解
明
義
務
は
、
裁
判
官
の
目
か
ら
み
て
さ
ら
に

証
拠
を
取
調
べ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
う
示
唆
さ
れ
る
と
き
に
の
み
、
職
権
に
よ
る
証
拠
調
べ
を
義
務
付
け
る

に
過
ぎ
ず
、
こ
の
事
案
解
明
義
務
は
、
当
事
者
訴
訟
の
要
素
、
す
な
わ
ち
訴
追
機
関
お
よ
び
防
御
側
の
、
裁
判
所
の
異
な
る
心
証
形
成
を
修

正
す
る
よ
う
作
用
し
、
こ
れ
を

一
見
す
る
だ
け
で
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
真
実
の
可
能
性

（お
よ
び
そ
の
証
明
可
能
性
）
に
向
き
合
わ
せ
る

権
利
に
よ
り
補
強
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
響
。
そ
し
て
ヽ
証
拠
申
請
権
の
除
斥
期
間
に
関
す
る
ゲ
ッ
セ
ル
提
案
を
、
公
判
審
理
の
常
に
発
展

す
る
訴
訟
的
出
来
事
と
し
て
の
本
質
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
十
分
な
準
備
に
基
づ
く
ど
の
よ
う
な
評
価
を
行
っ
て
も
、
裁
判
上
重
要
な
事
実

の
観
点
か
ら
だ
け
で
な
く
、
と
り
わ
け
そ
の

（補
強
的
）
証
明
の
必
要
性
の
観
点
か
ら
も
、
厳
密
な
計
画
か
ら
は
離
れ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と

を
軽
視
す
る
も
の
と
し
て
、
批
判
す
（型

。

４
　
ペ
ロ
ン

当
時
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
大
学
教
授

（現
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
教
授
）
の
ペ
ロ
ン
は
、
「公
判
の
負
担
を
実
際
に
目
に
見
え
る
形
で
軽
減
し
う
る

措
置
は
、
確
か
に
考
え
ら
れ
得
る
し
、
か
つ
法
治
国
的
に
も
主
張
可
能
で
あ
る
が
、
捜
査
手
続
お
よ
び
上
訴
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
こ
れ
に
対

応
す
る
補
填
が
必
要
に
思
わ
れ
る
」、
「証
拠
調
べ
の
法
治
国
性
は
、
も
っ
ぱ
ら
裁
判
形
成
が
直
接
に
前
提
と
す
る
訴
訟
段
階
に
依
存
す
る
の

で
は
な

パ
リ
　
し
ろ
全
手
続
過
程
を
通
じ
て
、
証
拠
の
質
と
被
告
人
の
参
加
権
が
保
障
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
依
存
し
て
い
る
」
と
い
う

見
解
を
と
る
。
そ
し
て
、
証
拠
申
請
の
時
期
的
制
限
に
つ
い
て
は
、
ゲ
ツ
セ
ル
提
案
の
よ
う
に
、
被
告
人
の
よ
り
強
い
自
己
責
任
に
重
点
を

移
動
す
る
場
合
は
、
他
方
で
立
法
者
は
、
そ
の
影
響
を
受
け
る
者
が
こ
の
責
任
を
刑
事
手
続
の
現
実
的
条
件
の
下
で
果
た
す
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
す
る
こ
と
に
も
、
配
慮
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
証
拠
申
請
の
準
備
の
た
め
に
弁
護
側
の
独
自
調
査
の
期
間
や
手
段
の

ド
イ
ツ
刑
事
公
判
改
革
と
証
拠
申
請
権
制
限
論

五
三
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五
四

不
十
分
性
の
問
題
を
指
摘
」
濯
。
ま
た
ヽ
却
下
理
由
の
拡
大
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、
ド
イ
ツ
の
職
権
主
義
を
当
事
者
主
義
に
改
め
裁
判

官
を
中
立
的
立
場
に
お
く
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、
重
い
事
件
に
対
し
て
も
上
訴
審
が
第

一
審
の
証
拠
調
べ
の
内
容
に
つ
き
審
査
で
き

る
よ
う
、
上
訴
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
措
置
は
刑
事
訴
訟
制
度
の
他
の
領
域
に
も
深
く
影
響
を
及

（９３
）

ぼ
す
の
で
、
包
括
的
な
改
革
構
想
の
中
で
の
検
討
が
必
要
に
な
る
と
説
く
。

さ
ら
に
、
彼
は
大
会
当
日
に
お
い
て
も
、
証
拠
申
請
権
に
対
し
て
ゲ
ッ
セ
ル
提
案
の
よ
う
な
手
続
的
要
件
を
課
し
て
い
る
国
は
あ
る
が
、

そ
れ
ら
の
制
限
規
定
は
、
全
く
異
な
る
手
続
構
造
の
中
に
填
め
込
ま
れ
て
お
り
、
公
判
前
に
お
け
る
弁
護
側
の
証
拠
の
調
査
収
集
能
力
、
予

審
の
有
無
、
上
訴
制
度
等
の
違
い
を
無
視
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
結
論
的
に
は

「多
大
な
法
治
国
的
損
失
を
甘
受
せ
ざ
る
を
得
な
く
な

る
こ
と
を
避
け
な
が
ら
、
そ
れ
だ
け
で
よ
り
迅
速
か
つ
低
コ
ス
ト
の
手
続
を
可
能
に
す
る
外
国
の
規
定
は
見
当
た
ら
な
い
」
と
の
意
見
を
述

（９４
）

べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
大
会
当
日
、
二
人
の
報
告
者
か
ら
ゲ
ッ
セ
ル
提
案
に
対
す
る
消
極
的
な
批
評
が
加
え
ら
れ
た
。

５
　
バ
イ
ゲ
ン
ト

第
六
〇
回
法
曹
大
会
の
報
告
者
を
務
め
た
ケ
ル
ン
大
学
教
授
の
バ
イ
ゲ
ン
ト
（↓
Ｆ
ｏ
ヨ
朋
ョ
ｏ
一”
ｏ●
３
は
、
外
国
と
の
比
較
に
お
い
て
簡
単

に
証
拠
申
請
権
の
制
限
を
導
こ
う
と
す
る
こ
と
を
批
判
し
、
「ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
証
拠
申
請
権
は
、
被
疑
者
・被
告
人
が
公
判
前
の
手
続
に

お
い
て
、
捜
査
に
積
極
的
に
影
響
を
及
ぼ
す
強
制
力
を
有
し
て
お
ら
ず
、
加
え
て
、
独
自
の
証
拠
収
集
の
慣
習
も
現
実
的
可
能
性
も
わ
ず
か

し
か
形
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
代
償
と
し
て
、
有
意
義
か
つ
必
要
な
機
能
を
有
し
て
い
る
」
と
分
析
妹
饗
。
そ
し
て
ヽ
鑑
定
意
見
の
提
案

す
る
公
判
開
始
後
に
申
し
立
て
ら
れ
た
証
拠
申
請
に
対
す
る
大
胆
な
排
除
を
可
能
に
す
る
規
定
を
導
入
す
る
こ
と
は
、
慎
重
な
弁
護
人
に
公



（９６
）

判
前
の
無
用
な
証
拠
申
請
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
点
で
生
産
的
で
は
な
い
と
し
て
反
対
す
る
。
さ
ら
に
、
証
拠
申
請
権
を
含
め
、
裁
判

官
の
忌
避
権
、
証
人
尋
問
権
、
証
拠
調
べ
に
対
す
る
陳
述
権
等
、
被
告
人
側
の
手
続
的
権
利
の
濫
用
問
題
に
つ
い
て
、
訴
訟
関
係
人
が
真
に

主
体
と
し
て
扱
わ
れ
、
独
自
の
形
成
可
能
性
を
も
っ
て
参
加
で
き
る
手
続
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
権
利
の
濫
用
か
ら
有
効
に
守
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
諦
め
、
法
律
的
解
決
よ
り
も
、
む
し
ろ
濫
用
の
問
題
を
社
会
心
理
学
的
問
題
、
す
な
わ
ち
法
廷
の
支
配
権
を
め
ぐ
る
争
い
と
し
て
位

置
付
け
る
こ
と
の
方
が
よ
り
有
益
だ
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
問
題
解
決
の
糸
回
は
新
し
い
訴
訟
文
化
の
発
展
の
中
に
あ
り
、
訴
訟
活
動
の
透

明
性
、
衝
突
の
緩
和
、
相
互
の
信
頼
、
人
間
同
士
の
最
低
限
の
誠
実
性
こ
そ
が
、
刑
事
手
続
を
適
切
な
時
間
内
に
終
了
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、

（９７
）

回
避
可
能
な
違
反
が
行
わ
れ
る
こ
と
な
く
終
了
さ
せ
る
こ
と
に
貢
献
す
る
だ
ろ
う
と
主
張
す
る
。

６
　
リ
ン
デ
ン

デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
検
事
局
検
事
正
の
リ
ン
デ
ン

（０
８
お

口
●
Ｏ
①こ

は
、
証
拠
申
請
の
時
期
を
証
拠
調
べ
終
了
ま
で
に
制
限
す
る
こ
と

は
必
要
か
つ
許
さ
れ
る
と
い
う
立
場
を
と
る
。
し
か
し
、
ゲ
ッ
セ
ル
提
案
が
、
証
拠
調
べ
開
始
後
に
申
し
立
て
ら
れ
た
証
拠
申
請
に
対
し
て

は
、
公
判
を
中
断
す
る
こ
と
な
く
入
手
可
能
で
な
い
限
り
、
原
則
と
し
て
却
下
可
能
と
し
て
い
る
点
に
対
し
て
は
、
消
極
的
な
立
場
を
表
明

し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
「弁
護
人
は
公
判
審
理
の
経
過
の
中
で
個
々
の
証
拠
調
べ
の
結
果
に
対
応
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ

の
こ
と
は
証
拠
調
べ
開
始
後
の
証
拠
申
請
を
例
外
的
に
認
め
る
こ
と
だ
け
で
は
保
障
さ
れ
な
い
」
と
述
べ（型
。

７
　
ヽヽ
ヽ
ュ
ラ
ー

ザ
ー
ル
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
ン
大
学
教
授
の
ミ
ュ
ラ
１
０
ｍ
ｏ
●
〓
鰺
】】Ｒ
）
も
、
ゲ
ツ
セ
ル
の
提
案
す
る
証
拠
申
請
の
時
期
的
制
限
は
、
中
間
手
続
に

ド
イ
ツ
刑
事
公
判
改
革
と
証
拠
申
請
権
制
限
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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五
六

お
い
て
防
御
側
は
決
し
て
十
分
に
証
拠
申
請
の
準
備
を
で
き
な
い
と
い
う
点
だ
け
を
み
て
も
、
す
で
に
正
当
化
で
き
な
い
と
い
う
立
場
を
と

る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
「捜
査
手
続
に
お
け
る
防
御
権
は
、
欠
乏
の
た
め
に
、
そ
の
任
を
果
た
す
た
め
に
は
ま
だ
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
。
防

御
側
は
証
拠
状
態
を
信
頼
で
き
る
形
で
判
定
し
、
と
り
わ
け
不
利
益
証
拠
の
量
を
正
確
に
格
付
け
る
立
場
に
は
な
い
た
め
、
潜
在
的
な
関
連

性
を
も
つ
あ
ら
ゆ
る
証
拠
を
、
し
た
が
っ
て
場
合
に
よ
っ
て
は
不
利
益
な
資
料
ま
で
、
用
心
深
く
申
し
出
る
行
動
が
と
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ

れ
に
よ
り
、
被
疑
者

・
被
告
人
と
弁
護
人
は
権
利
の
保
護
と
自
己
負
罪
か
ら
の
自
由
と
の
間
の
選
択
枝
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
証
拠
申
請
の
時
期
の
除
斥
条
項
を
設
け
る
こ
と
は
、
被
疑
者

・
被
告
人
の
防
御
活
動
と
証
拠
申
請
権
と
の
結
び
付
き
を
否
定
す
る

こ
と
に
な
る
。
申
請
の
可
能
性
の
あ
る
証
拠
の
種
類
や
量
は
防
御
方
針
の
選
択
に
影
響
さ
れ
る
が
、
除
斥
期
間
の
設
定
は
最
初
か
ら
防
御
方

（９９
）

針
の
変
更
を
困
難
に
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

Ｃ
。
大
会
決
議

大
会
当
日
の
議
論
に
お
い
て
は
、
検
察
官
や
裁
判
官
か
ら
深
刻
な
権
利
濫
用
事
例
や
長
期
係
属
事
件
の
存
在
を
理
由
に
ゲ
ッ
セ
ル
提
案
に

賛
成
す
る
意
見
が
出
さ
（型

、
他
方
、
弁
護
士
を
中
心
に
、
ほ
ん
の
僅
か
な
濫
用
事
例
を
理
由
に
被
告
人
の
地
位
を
弱
め
る
こ
と
へ
の
疑
間
や
、

遅
延
原
因
は
事
案
の
複
雑
性
そ
の
も
の
に
も
原
因
が
あ
る
、
証
拠
申
請
の
数
が
多
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
濫
用
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
等

の
意
見
が
出
さ
れ（型
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ゲ
ッ
セ
ル
は
、
憲
法

一
条

一
項
の
人
間
の
尊
厳
規
定
は
、
裁
判
所
の
事
案
解
明
義
務
を
定
め
た
刑

訴
法
二
四
四
条
二
項
を
超
え
る
範
囲
で
、
証
拠
申
請
権
を
保
障
す
る
こ
と
ま
で
要
請
し
て
い
な
い
と
い
う
自
説
を
強
調
し
た
上
で
、
批
判
は

現
行
制
度
を
下
に
し
て
い
る
点
で
当
を
得
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
ペ
ロ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
時
間
は
か
か
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
す
べ
て

（‐０２
）

の
側
面
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
新
し
い
手
続
法
を
作
り
出
す
べ
き
こ
と
を
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
旨
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

大
会
決
議
に
よ
れ
ば
、
「ド
イ
ツ
刑
事
手
続
の
伝
統
的
基
本
構
造
は
原
則
と
し
て
維
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
刑
事
手
続
の
迅



速
化
の
た
め
の
修
正
は
、
こ
れ
が
急
進
的
な
構
造
変
革
に
つ
な
が
ら
な
い
範
囲
に
お
い
て
支
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
（七
・

一
）
に
つ
い
て
は
、
賛
成

一
二
五
、
反
対
二
、
保
留
七
で
あ
り
、
基
本
構
造
の
維
持
を
支
持
す
る
意
見
が
圧
倒
的
多
数
で
あ
っ（型
。

最
終
的
に
大
会
の
テ
ー
ゼ
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
証
拠
申
請
権
に
関
連
す
る
項
目
の
み
を
引
用
し
て
お
く
。
括
弧
内
の
数
字

（‐０４
）

は
、
大
会
当
日
に
お
け
る
各
テ
ー
ゼ
の
決
議
の
結
果

（賛
成

¨
反
対

¨
保
留
の
票
数
）
で
あ
る
。

一
八
　
以
下
に
お
い
て
、
証
拠
申
請
権
お
よ
び
／
ま
た
は
直
接
主
義
の
制
限
を
い
う
場
合
、
こ
れ
ら
は
原
則
と
し
て
弁
護
人
の
選
任
さ
れ
て

い
る
被
告
人
の
み
が
対
象
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
（八
二

¨
五
二

¨
二
〇
）

一
九

・
一　

も
し
真
剣
に
手
続
の
迅
速
化
の
目
標
を
達
成
し
た
い
な
ら
ば
、
現
在
の
形
の
証
拠
申
請
権
は
修
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
（七

九

¨
六
八

¨
五
）

第

一
案

¨
単
独
刑
事
裁
判
官
に
よ
る
手
続
に
お
い
て
は
、裁
判
官
が
刑
訴
法
二
四
四
条
二
項
の
範
囲
内
で
証
拠
調
べ
の
範
囲
を
決
定
す
る
。

（四
千

一
〇
一テ

一
〇
）

第
二
案

¨
立
法
者
は
単
独
刑
事
裁
判
官
に
よ
る
手
続
に
お
け
る
正
規
の
証
拠
申
請
権
を
削
除
す
る
こ
と
の
可
否
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

（六
〇

¨
八
〇

¨
一
三
）

第
二
案

¨
ほ
ん
の

一
部
の
み
が
不
相
当
な
当
事
者
的
態
度
に
よ
り
著
し
い
手
続
遅
延
の
結
果
を
生
起
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
れ

ば
、
証
拠
申
請
権
の
制
限
は
と
り
わ
け
こ
の
よ
う
な
事
案
に
対
し
て
の
み
設
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
（八
三

¨
五
六

¨
七
）

一
九

・
二
　
証
拠
申
請
の
申
立
て
時
期

第

一
案

【
当
事
者
の
証
拠
申
請
は
原
則
と
し
て
中
間
手
続
ま
た
は
公
判
準
備
段
階
に
お
い
て
申
し
立
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
で
な

け
れ
ば
証
拠
申
請
は
除
斥
の
対
象
と
な
る
。
公
判
に
お
い
て
証
拠
申
請
は
、
新
た
な
裁
判
上
重
要
な
事
実
お
よ
び
証
拠
方
法
が
こ
の
手
続

ド
イ
ツ
刑
事
公
判
改
革
と
証
拠
申
請
権
制
限
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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五
八

段
階
で
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
、
ま
た
は
、当
該
証
拠
方
法
が
現
在
し
て
い
る
場
合
に
の
み
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
（
一
一
¨

一
二
六

¨
八
）

第
二
案

¨
証
拠
調
べ
開
始
後
に
は
じ
め
て
申
し
立
て
ら
れ
た
証
拠
申
請
は
却
下
で
き
る
。
た
だ
し
、
裁
判
所
の
自
由
な
裁
量
に
基
づ
き
判

断
し
て
、
証
拠
申
請
が
遅
滞
し
た
こ
と
に
つ
き
合
理
的
理
由
が
存
在
し
、
ま
た
は
疎
明
さ
れ
た
場
合
、
と
り
わ
け
事
情
が
後
に
は
じ
め
て

生
じ
、
あ
る
い
は
証
拠
申
請
者
に
と
っ
て
後
に
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
（五
〇

¨
八
〇

¨
八
）

第
二
案

¨
証
拠
調
べ
終
了
後
に
申
し
立
て
ら
れ
た
証
拠
申
請
に
対
し
て
は
、
遅
滞
の
合
理
的
理
由
が
存
在
す
る
の
で
な
い
限
り
、
正
規
の

証
拠
申
請
権
は
妥
当
せ
ず
、
除
斥
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
（九
〇

¨
五
〇

【
九
）

三
案
す
べ
て
に
つ
き

［
除
斥
条
項
は
、
そ
れ
が
真
実
の
解
明
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
場
合
、
裁
判
所
が
職
権
に
よ
り
相
当
な
証
拠
を
取
調

べ
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

一
九

・
三
　
裁
判
所
は
、
証
拠
申
請
を
書
面
に
よ
り
申
し
立
て
る
よ
う
命
令
で
き
る
。
（九
二
¨
四
二
¨
一
一
）

一
九

・
四
　
第

一
案

¨
と
り
わ
け
手
続
外
的
目
的
か
ら
の
濫
用
事
例
に
対
す
る
証
拠
申
請
権
の
制
限
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
（八
六

¨

ニハ
一　
　̈
一
）

第
二
案

¨
証
拠
申
請
権
限
の
濫
用
に
対
し
て
現
行
法
の
基
礎
の
上
に
有
効
に
対
処
す
る
こ
と
は
、
判
例
と
り
わ
け
連
邦
裁
判
所
の
役
割
と

し
て
も
残
る
。
２

０
０

¨
二
九

¨
一
〇
）

一
九

ｏ
五
　
ま
た
、
証
拠
申
請
権
の
濫
用
に
対
し
て
は
効
果
的
な
職
業
法
に
よ
っ
て
も
対
処
す
べ
き
で
あ
る
。
（七
九

¨
四
五

¨
一
九
）

一
九

・
六
　
刑
訴
法
二
七
三
条
三
項
第
二
文

（裁
判
長
が
逐
語
調
書
の
作
成
の
命
令
を
拒
否
し
た
場
合
の
裁
判
所
に
よ
る
決
定
の
申
立
て
）

は
削
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
（六
五

¨
五
四

¨
一
四
）



こ
の
決
議
結
果
を
み
る
限
り
、
証
拠
申
請
権
の
濫
用
事
例
に
対
処
す
る
た
め
何
ら
か
の
措
置
を
と
る
べ
き
だ
と
す
る
意
見
が
多
数
で
は
あ

る
が
、
除
斥
条
項
の
導
入
に
よ
る
証
拠
申
請
の
時
期
的
制
約
に
つ
い
て
は
、
証
拠
調
べ
終
了
後
の
証
拠
申
請
に
つ
い
て
却
下
裁
量
を
認
め
る

べ
き
と
す
る
限
度
で
多
数
の
支
持
が
み
ら
れ
、
公
判
前
の
申
立
て
を
原
則
と
す
べ
き
と
い
う
思
い
切
っ
た
提
案
に
対
し
て
は
、
反
対
が
多
数

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
公
判
に
お
け
る
証
拠
申
請
権
の
制
限
が
手
続
構
造
改
革
と
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
現
行
の
手
続
構
造

の
維
持
を
望
む
意
見
が
多
数
で
あ
る
以
上
、
公
判
に
お
け
る
証
拠
申
請
の
大
胆
な
制
限
は
実
現
で
き
る
環
境
に
な
い
の
が
、
ド
イ
ツ
の
現
状

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
ド
イ
ツ
の
証
拠
申
請
権
規
定
が
い
か
な
る
意
味
で
手
続
構
造
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
ペ
ロ
ン

の
比
較
法
研
究
を
基
に
、
さ
ら
に
詳
細
に
考
察
し
た
い
。

曾
じ
ペ
ロ
ン
の
比
較
法
研
究

前
述
の
よ
う
に
、
ペ
ロ
ン
は
ド
イ
ツ
の
証
拠
申
請
権
規
定
と
手
続
構
造
と
の
密
接
な
関
係
を
指
摘
す
る
。　
一
九
九
五
年
に
マ
ッ
ク
ス
プ
ラ

ン
ク
外
国

・
国
際
刑
法
研
究
所
か
ら
、
ド
イ
ツ
連
邦
司
法
省
の
嘱
託
を
受
け
、
ペ
ロ
ン
が
責
任
者
と
な
っ
て
実
施
さ
れ
た
、
日
本
を
含
む
九

カ
国
の
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
証
拠
調
べ
手
続
の
比
較
確
判
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
彼
は
、
公
判
に
お
け
る
証
拠
調
べ
手
続

の
負
担
の
違
い
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
し
て
、
以
下
の
手
続
構
造
上
の
相
違
を
指
摘
し
て
い
る
。

ま
ず
、
公
判
に
お
け
る
証
拠
調
べ
手
続
の
あ
り
方
は
、
公
判
が
事
実
認
定
の
場
と
し
て
、
手
続
全
体
の
中
で
ど
の
程
度
重
視
さ
れ
て
い
る

か
と
密
接
な
関
連
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
質
的
な
実
体
形
成
が
公
判
前
に
な
さ
れ
、
公
判
審
理
は
公
判
前
に
出
さ
れ
た
結
論
の
当
否
を
確

認
す
る
程
度
の
意
味
し
か
も
た
な
い
よ
う
な
国

（フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
）
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
実
質
的
直
接
主
義
や
伝
聞
法
則
の
よ

う
な
原
則
は
採
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
公
判
に
お
け
る
反
対
尋
問
権
な
い
し
証
人
審
問
権
の
保
障
は
弱
い
。

次
に
、
公
判
に
お
い
て
事
実
認
定
者
と
訴
訟
指
揮
者
が
区
別
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
証
拠
申
請
に
対
す
る
規
制
の
あ
り
方
に
影
響
を

ド
イ
ツ
刑
事
公
判
改
革
と
証
拠
申
請
権
制
限
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



法
政
研
究
八
巻
二
号

（二
〇
〇
三
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エハ
○

及
ぼ
す
。
陪
審
制
の
国

（イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
）
で
は
、
裁
判
官
は
事
案
解
明
に
直
接
の
関
心
を
持
た
ず
、
当
事
者
間
の
公
平
と
い
う
観

点
か
ら
、
証
拠
の
採
否
を
決
め
る
権
限
を
有
す
る
。
他
方
、
両
者
が
分
離
し
て
お
ら
ず
、
裁
判
官
は
事
案
解
明
を
目
的
に
訴
訟
指
揮
を
行
う

国

（と
り
わ
け
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
）
で
は
、
裁
判
官
が
有
罪
の
予
断
に
基
づ
き
証
拠
調
べ
の
必
要
性
を
否
定
す
る

こ
と
の
弊
害
は
大
き
い
た
め
、
こ
れ
を
規
制
す
る
必
要
が
高
く
な
る
。

さ
ら
に
、
捜
査

・
公
判
を
通
じ
て
の
当
事
者
の
役
割
も
、
公
判
に
お
け
る
証
拠
申
請
手
続
の
要
件
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
捜
査
段
階
に
お
い

て
当
事
者
双
方
が
自
ら
証
拠
を
集
め
、
公
判
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
国

（イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
）
で
は
、
当
事
者
は
証
拠
を
公
判

期
日
ま
で
に
取
り
寄
せ
、
公
判
に
提
出
す
る
の
が
原
則
と
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
公
判
前
に
お
け
る
証
拠
の
調
査
収
集
手
段
を
当
事
者
に

保
障
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
公
判
へ
証
拠
を
取
り
寄
せ
る
の
は
最
終
的
に
は
裁
判
所
の
責
任
で
あ
る
国
で
は
、
当
事
者

は
証
拠
調
べ
請
求
を
通
じ
て
、
立
証
事
項
お
よ
び
証
拠
方
法
を
摘
示
す
れ
ば
足
り
る
。

最
後
に
、
証
拠
調
べ
の
要
否
に
関
す
る
事
実
審
裁
判
所
の
判
断
が
、
上
訴
審
に
よ
る
事
後
審
査
の
対
象
に
な
る
な
ら
ば

（フ
ラ
ン
ス
、
ポ

ル
ト
ガ
ル
以
外
の
国
）、
証
拠
申
請
権
の
法
的
保
障
は
高
ま
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
観
点
か
ら
の
比
較
分
析
の
結
果
、
「ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
外
国
に
お
い
て
、
公
判
に
お
け
る
証
拠
調
べ
に
ド
イ
ツ
よ
り

も
低
コ
ス
ト
に
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
違
い
は
主
に
手
続
構
造
の
違
い
か
、
ま
た
は
い
く
つ
か
の
国
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
で
あ

れ
ば
刑
事
手
続
に
対
す
る
憲
法
上
の
要
請
に
か
ん
が
み
甘
受
し
え
な
い
だ
ろ
う
、
法
治
国
的
欠
陥
に
原
因
が
あ
る
」
と
い
う
総
括
を
行
っ
て

（‐０６
）

い
る
。

外
国
に
お
い
て
、
公
判
に
お
け
る
証
拠
調
べ
の
負
担
が
高
く
な
い
理
由
に
つ
き
、
そ
れ
が
防
御
権
保
障
の
欠
陥
な
い
し
被
告
人
の
主
体
性

の
弱
さ
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
国
の
制
度
は
模
範
に
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
で
は
な
く
、
手
続
構
造
の
違
い
か

ら
公
判
に
お
け
る
証
拠
調
べ
の
負
担
が
ド
イ
ツ
よ
り
低
い
国
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ペ
ロ
ン
は
、
上
記
の
共
同
研



究
を
行
う
以
前
に
ア
メ
リ
カ
法
の
詳
細
な
比
較
研
究
を
行
っ
て
は
型
。
そ
こ
に
お
い
て
彼
は
、
ア
メ
リ
カ
の
「挙
証
権
」
（ω
①■
ｏ】喘諄
ご
記
９

『８
Ｆ
）
の
保
障
と
制
限
の
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
を
、
次
の
よ
う
に
概
括
し
て
い
る
。

ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
手
続
に
お
い
て
、
弁
護
側
は
事
案
解
明
の
た
め
に
事
前
に
独
自
調
査
を
行
う
責
任
を
負
う
。
そ
の
た
め
の
手
段

と
し
て
、
弁
護
側
は
、
ド
イ
ツ
の
記
録
閲
覧
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
包
括
的
な
、
警
察

・
検
察
の
捜
査
状
況
に
関
す
る
情
報
を
得
る
権
利
を

有
し
て
お
り
、
ま
た
、
警
察
の
そ
れ
に
対
応
す
る
、
任
意
の
証
拠
の
収
集

・
保
全
手
段

（被
害
者
や
捜
査
担
当
警
察
官
を
含
め
た
証
人
へ
の

質
問
、
証
拠
物
や
証
拠
書
類
の
保
全
、
鑑
定
人
へ
の
依
頼
、
監
視
等
）、
私
立
探
偵
の
利
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
問
題
点
と
し
て
は
、

資
力
の
乏
し
い
被
疑
者

・
被
告
人
は
十
分
な
独
自
調
査
が
で
き
な
い
こ
と
、
利
用
可
能
な
法
的
強
制
手
段
お
よ
び
特
別
手
続
に
限
り
が
あ
る

こ
と
、
独
自
調
査
に
お
い
て
証
拠
の
破
棄

・
ね
つ
造
を
行
う
こ
と
の
防
止
す
る
必
要
が
生
じ
る
こ
と
を
あ
げ
て
は
型
。

次
に
、
証
拠
の
取
寄
せ
の
た
め
の
強
制
手
段
の
利
用
可
能
性
に
つ
き
、
修
正
第
六
条
に
よ
る
強
制
的
証
人
喚
間
権

↑
ｏ
Ｂ
ｏ
●
●
】８
員
「
９

８
ｏｏ）
の
保
障
は
、
他
の
証
拠
方
法
の
取
寄
せ
に
も
及
ぶ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

（”
８

，
“
日

メ
∽
い“
けｐ
昭
Ｈ
「
。Ｎ０
３
Ｈ
（３
ミ
）・
Ｒ
卜し
、　
一

般
的
に
罰
則
付
き
召
喚
令
状

（サ
ピ
ー
ナ
¨
ｏ３
ｏ
ｏ
ｏ口
じ

は
裁
判
所
か
ら
白
地
形
式
で
発
布
さ
れ

（連
邦
刑
事
手
続
規
則

一
七
条
）、
そ
こ
に

被
疑
者

・
被
告
人

（ま
た
は
弁
護
人
）
自
ら
が
、
必
要
に
応
じ
て
証
人
、
鑑
定
人
あ
る
い
は
目
的
の
証
拠
書
類
や
証
拠
物
の
保
有
者
と
、
審

理
の
場
所
お
よ
び
時
間
を
記
入
し
、
裁
判
所
の
執
行
官

（日
ミ
争
“
し
ま
た
は
私
人
に
よ
る
送
達
の
手
配
が
行
な
わ
れ
る
か
ま
た
は
自
ら
送
達

を
行
え
る
こ
と
、
当
事
者
に
は
召
喚
状
の
引
渡
し
の
際
に
旅
費
お
よ
び

一
日
当
た
り
の
滞
在
費
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
、
召
喚
に
応
じ
な
か
っ

た
場
合
は
裁
判
所
に
対
す
る
被
召
喚
者
の
勾
引
の
申
立
て
や
法
廷
侮
辱
罪
に
よ
る
刑
事
制
裁
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
当
該
証
人

が
拘
禁
さ
れ
て
い
る
場
合
は
拘
禁
施
設
に
対
す
る

「証
言
の
た
め
の
身
柄
提
出
令
状
」
（１
】二
Ｒ

Ｆ
”げ
８
∽
ｏ
Ｒ
り
あ

“
０
け０の一̈
喘̈
０”
●
２
目
）

を
利
用
で
き
る
こ
と
が
、
指
摘
さ
れ
て
は型
。

ド
イ
ツ
刑
事
公
判
改
革
と
証
拠
申
請
権
制
限
論

エハ
一
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も
っ
と
も
、
対
象
者
が
罰
則
付
き
召
喚
令
状
に
応
じ
る
意
思
が
な
く
、
そ
の
取
消
し
を
求
め
て
い
る
場
合
や
、
罰
則
付
き
召
喚
令
状
が
州

外
ま
た
は
国
外
に
送
達
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
裁
判
所
の
強
制
処
分
の
承
認
や
特
別
の
補
助
措
置
が
必
要
に
な
る
場
合
は
、

通
常
は
そ
の
前
に
、
当
該
証
拠
の
防
御
上
の
重
要
性
に
つ
い
て
も
審
査
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
は
、
被
告
人
は
し
ば
し
ば
軽
く
は
な
い
説

（１１０
）

明

・
立
証
責
任
を
負
う
と
さ
れ
る
。

さ
ら
に
証
拠
法
に
よ
る
挙
証
権
の
制
限
に
つ
き
、
ま
ず
、
伝
聞
法
則
に
代
表
さ
れ
る
、
形
式
的
定
型
的
な
証
拠
規
則
の
存
在
が
指
摘
で
き

る
。
こ
れ
ら
は
、
陪
審
制
度
を
基
礎
に
発
達
し
て
き
た
コ
モ
ン
ロ
ー
の
歴
史
に
根
差
し
て
い
る
。
他
方
、
関
連
性
な
し

（】『【①】ｏく
，
●
し
、
不

適
格
な
含
日
８
８
０
①け０●
じ
証
拠
、
裁
判
所
に
よ
る
認
知

ｃ
ａ

ｏ̈̈
ュ
●
ｏ
一【８
）
を
理
由
と
す
る
排
除
は
、
不
必
要
な
証
拠
を
制
限
す
る
と
い
う

一
般
的
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
法
に
も
対
応
す
る
も
の
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
連
邦
証
拠
規
則
四
〇
三
条
の
い
わ
ゆ
る

「法

律
的
関
連
性
」
に
基
づ
く
排
除
は
、
ア
メ
リ
カ
法
の
方
が
却
下
の
裁
量
が
広
い
。
他
方
、
入
手
不
可
能
性
や
、
在
外
証
人
、
鑑
定
、
検
証
申

請
に
対
す
る
特
別
の
却
下
理
由
は
ド
イ
ツ
法
に
し
か
な
い
。
こ
の
理
由
と
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
は
、
証
拠
を
取
り
寄

せ
る
の
は
当
事
者
の
責
任
で
あ
る
た
め
、
入
手
不
可
能
性
は
証
拠
申
請
に
対
す
る
却
下
理
由
と
し
て
で
は
な
く
、
証
拠
入
手
の
た
め
の
公
的

補
助
の
保
障
、
公
判
期
日
の
延
期
の
申
立
て
、
代
替
証
拠
の
許
容
の
際
に
問
題
に
な
る
こ
と
、
ま
た
、
在
廷
す
る
鑑
定
人
の
尋
間
や
法
廷
に

取
り
寄
せ
ら
れ
た
物
の
検
証
に
つ
い
て
も
、　
一
般
の
却
下
理
由
で
対
応
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
陪
審
制
が
基
本
で
あ
る

た
め
、
証
明
済
み
や
真
実
推
定
の
よ
う
に
、
裁
判
官
が
事
実
認
定
者
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
却
下
理
由
も
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
被

告
人
ま
た
は
検
察
官
は
、
「裁
判
上
の
承
認
」
ま
た
は

「訴
訟
上
の
合
意
」
（』邑

ｏ̈̈
ュ
注
目
】りの一〇
Ｆ
降
】０
口
一“
け】Ｏ
じ

に
よ
り
、
そ
の
事
実
に

つ
き
相
手
当
事
者
の
立
証
の
機
会
を
奪
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
他
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
証
拠
法
上
の
要
件
を
満
た
す
か
否
か
に
つ
き
相

当
高
度
な
申
立
て
の
説
明

・
理
由
付
け
の
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
裁
判
官
は
少
な
か
ら
ず
却
下
裁
量
を
有
す
る
と
さ
れ
て



（Ш
）

い
る
。

彼
の
比
較
研
究
を
基
に
、
独
米
の
被
疑
者

・
被
告
人
の
証
拠
の
調
査
、
収
集
、
保
全

・
申
請
に
関
す
る
権
利
の
全
体
像
を
第
１
図
に
ま
と

め
て
お
く

（ア
メ
リ
カ
は
連
邦
法
に
基
づ
く
）。

以
上
の
結
果
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
手
続
に
お
け
る
弁
護
側
の
証
拠
申
請
は
、
事
前
の
独
自
調
査
に
基
づ
き
証
拠
調
べ
の
結
果
を
予
想

し
た
上
で
行
わ
れ
る
の
が
基
本
で
あ
る
の
に
対
し
、
ド
イ
ツ
の
場
合
は
、
公
判
に
お
け
る
弁
護
側
の
証
拠
申
請
は
常
に
そ
の
結
果
を
予
想
し

て
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
公
判
審
理
の
途
中
で
生
じ
た
疑
問
点
に
つ
き
、
さ
ら
な
る
事
案
解
明
を
求
め
る
手
段
と
し
て
も
利
用
可

能
な
制
度
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
独
自
調
査
の
可
能
性
を
権
利
面
で
も
経
済
面
で
も
保
障
す
る
こ

と
が
、
適
正
手
続
上
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
他
方
、
ド
イ
ツ
で
は
、
弁
護
側
は
独
自
調
査
も
行
え
る
も
の
の
、
裁
判
所
が
事
案
の
解
明
を

尽
く
す
こ
と
が
法
治
国
上
の
重
要
な
課
題
と
さ
れ
る
。
公
判
に
お
け
る
証
拠
調
べ
の
負
担
を
減
ら
す
た
め
に
、
申
請
の
時
期
を
原
則
と
し
て

公
判
開
始
前
に
制
限
す
る
こ
と
は
、
公
判
審
理
の
結
果
に
依
拠
し
た
証
拠
申
請
を
原
則
と
し
て
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
弁
護
側
の

独
自
調
査
の
責
任
が
大
き
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
公
的
弁
護
制
度
に
せ
よ
捜
査
情
報
の
調
査
権

に
せ
よ
、
そ
の
た
め
の
手
続
的
保
障
は
整
備
さ
れ
て
い
な
（岬

。
こ
れ
ら
の
比
較
法
的
見
地
に
基
づ
け
ば
、
証
拠
申
請
権
に
対
し
て
ゲ
ッ
セ
ル

提
案
の
よ
う
な
手
続
的
要
件
を
課
し
て
い
る
国
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
制
限
規
定
は
、
全
く
異
な
る
手
続
構
造
の
中
に
填
め
込
ま
れ
て
お
り
、

公
判
前
に
お
け
る
弁
護
側
の
証
拠
の
調
査
収
集
能
力
、
予
審
の
有
無
、
上
訴
制
度
等
の
違
い
を
無
視
で
き
な
い
と
い
う
、
上
記
の
ペ
ロ
ン
意

見
は
説
得
力
に
富
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。

ド
イ
ツ
刑
事
公
判
改
革
と
証
拠
申
請
権
制
限
論

エハ
一一一



第 1図 :弁護側による証拠の調査・収集保全・ 申請に関する権利の独米比較

ドイツ アメリカ (連邦法 )

憲

法

上

の

基

礎

根

拠

条

文

基本法103条 1項 :法的聴間を

受ける権利
欧州人権条約 6条 3項 d:被告

人の証人喚間権

同 6条 1項 :公正手続、武器平

等の原則

・修正第 6条 :強制手続条項
・修正第 5条及び14条 :適正手続

条項

射

程

0保障の射程は不明確 ・合理的要請に基づく制約

続
造

手
構

・重層構造 (裁判官・検察官を通じ

た事案解明+被疑者・被告人・弁

護人の主体的関与権)

・当事者主義構造 (弁護人の責任
による被疑者・被告人に有利な

事情の解明)

弁護人

依頼権

・刑訴法140条の必要的弁護制度
は、起訴前も適用可能だが、通常
は捜査終了後に選任。

・修正第 6条は、弁護人による「有

効な援助」を求める権利を保障

したもの。
・有効な弁護には、弁護人による

独 自捜 査 も含 まれ る(Strick‐

land vo Washington, 466 UoS.

668(1984))。

独

自

調

査

独

自

調

査

の

自

由

・弁護人に (独自調査の結果に対

する)証言拒否権、押収拒否権を

付与 (§ 53Abs。 l Nr.2,§ 53a,§ 97

StPO)

・弁護人が潜在的な不利益証人と

接触することの禁止不可。
・調査権の濫用の防止は、主に弁

護人に対する懲戒法や刑法上の

制裁などの間接的手段 :「捜査

妨害罪」(18 UoS.C.§ 1510)、 「証

人等威圧罪」(18 UoS.C.§ 1512)、

偽証教唆罪 (18U.S.C。 1622)、

「押収妨害目的の器物毀棄隠匿

罪」(18U.S.C。 §2232)

捜

査

情

報

の

取

得

0弁護人の記録閲覧権 (§ 147 Abs.

l StPO)

ただし、捜査終了前の捜査記録

の閲覧は検察官の判断により制

限可能 (Abs.2)。

・ 包括的な捜査情報の取得権

(FRCP16(a)(1))

捜査機関や検察官の保有、押収、

管理下にある被疑者・被告人の

過去の供述/被疑者・被告人の前

歴/証拠書類および証拠物/検

査・テストの報告書/専門家証人

の報告書
・証人供述の開示は制限的 (18U。

S.C。 §3500)

法
政
研
究
八
巻
二
号
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〇
〇
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独

自

調

査

証

拠

の

収

集

保

全

調べ請求権 (§ 163aAbs.2 StPO)。

対応は捜査機関の判断による。
②尋問時の捜査担当裁判官に対す

る証拠調べ請求権 (§166Abs.1
StPO)。 却下には理由が必要であ
るが、不服申立ては不可。

③中間手続における被告人の証拠調
べ請求権 (§201Abs.l StPO)。 却

弁護人は証拠保全のために、任意
手段により、提供された書面や検
証物を保管、犯行現場の写真撮
影、専門家への鑑定依頼および私
立探偵への調査報告書の作成依
頼。
証人の供述の保全のために、宣誓
供述制度 (deposition)の利用可
育ヒ(FRCP15)。 宣誓供述録取書
は、供述不能要件の下、証拠とし
て許容される (FRE804(bXl))。

宣誓供述手続のための証人召喚
イ翔犬(subpoena ad testifican‐
山m)の請求可能 (FRCP17(f))。

無資力者は、裁判所に旅費、滞在
費、弁護士の特別費用の補償申請

経
費
の
補
償

・無罪の場合に「必要的経費」の補
償 (§464a StPO)。 私立探偵や私
的鑑定の費用が補償されることは
極めて稀。

・調査費用は自己負担が原則。
・特別の必要性を証明できれ|よ専

門家の援助のための費用の補償可
育旨 (18U.SoC.§3006」気C),Ake v.

Oklahoma,470 UoS.68(1985).)

公

判

へ

の

証

拠

の

取

寄

せ

責
任
主
体

・証拠申請または職権に基づき、裁
判所の責任で証拠を取寄せ。

・被告人の責任で公判廷に取寄せ。

強

告J

手

続

の

不lJ

用

・証拠申請が却下された場合、被告
人は裁判所の執行官に、証人・鑑
定人等を直接召喚させることが可
育ヒ (§220StPO)。

・直接召喚した証人・鑑定人等が事
案解明に役立った場合は国が費
用補償。

・罰則付 き召喚令状 (サ ピーナ :

subpoena)の 申立て。
<通常の場合>
対象者は自地で発行。被告人ない
し弁護人自らが、必要に応じて証
人、鑑定人あるいは目的の書面や
検証物の保有者と、審理の場所お
よび時間を記入し、裁判所執行官
または私人が送達の手配、または
自ら送達 (FRCP17)。

裁判所職員を通じてサピーナを送
達する場合、対象者の所在地の明

六
五



ドイツ アメリカ (連邦法)

公

判

ヘ

の

証

拠

の

取

寄

せ

強

制

手

続

の

不J

用

国外へのサピーナの送達は、裁判

官が当該証人の存在が司法の利

益にとって必要な場合に実施

(FRCP17(e),28 UoSoC.§ 1783)。

対象者が召喚に応じなかった場合

は、裁判所に対して被召喚者の勾

引の申立てや、法廷侮辱罪による

刑事制裁の要求可能。

対象者が拘禁されている場合、被

疑者・被告人には、裁判所による

拘禁施設に対する「証言のための

身柄提出令状」の申立て可能。

国庫による費用負担は、被告人が

証人・鑑定人等を指名し、防御上

の必要性の説明が必要(FRCP17
(d))。

公
判

の
中
断

・
延
期

・証拠申請が採用されれば、取寄せ

に必要な期間、公判を中断。

・時期に遅れた証拠申請であること

を理由に却下することは不可 (§

246Abs.lStPO)。

予定証人が期日に在廷しない場

合、公判期日の延期 (continu…

ance)の 申立て可能。延期は、証

拠の適切性、重要性、証明の成功

の可台旨陛、その他の証拠による代

替可能性等を考慮し、延期しない

ことが被告人に相当な不利益を被

らせる場合に許容。

証

拠

法

上

の

制

限

却

下

理

由

§244Abs.3StPO:通 常の証拠申

請に対する一般の却下理由(証拠

調べが不適法、顕著な事実、証明

対象事実が重要でない、若しくは

証明済み、証拠方法が全く不適切

若しくは入手不可能、訴訟遅延目

的の証拠申請、または証明される

べき被告人に有利な重要な事実

FRE201:裁 判 所 に よる認 知

liudiCial notice)

FRE401,402:証明しようとする

事実の重要性 (materiality)と 証

拠価値 (証明力)(prObat市 e val‐

ue)

FRE403:関連性の有無を厳密に

判断せず、法律的関連陛を否定し

法
政
研
究
八
巻
二
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〇
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が真実と推定できる場合
O Abs.4:鑑定申請に対する特別の
却下理由(裁判所の専門知識、そ
れ以前の鑑定により反対事実が証
明済み)

・Abs.5:検証申請、在外証人の申
請に対する裁量的却下

・ §245Abs.2StPO:在 廷証拠の申
請に対する却下理由(証拠調べが
不適法、証明対象事実が証明済
み、顕著、若しくは関連性なし、
証拠方法が全く不適切、または訴
訟遅延目的の証拠申請)

て排除することも可能。
・FRE601:原則としてすべての人

に証人適格を肯定。証言能力は必
要。

・ FRE702:専 門家証言の許容性
群

・ FRE801以 下 :伝聞法則
・ FRE901(a):同―lL・

真正の立証
O FRE1002:オ リジナル証拠の原
貝J

・法廷自白・訴訟上の合意 (judicial

admissiOn,stipulation)

・証拠申請は判決言渡しの前まで、
公判の全期間を通して可能。

・弁護側の事前開示義務に違反し
た場合、制裁として証拠排除可
育ヒ。
FRCP12.1,12.2,12.3:ア リバ
イ、責任無能力、正当行為の事前
証拠開示
FRCP16:書面、検証物、鑑定書
の相互開示義務
FRCP26.2:証人の供述調書は
主尋問後に開示する義務

申

請

者

の

説

明

義

務

・原則として、証拠の具体的内容に
ついて説明する義務は負わない。

・FRE103(ax2)

相手 当事者か ら異議申立 て
(ObieCtion)が あった場合、裁判

所は排除決定の前に、「立証の申
立て」 (offer Of proOf)の 機会を
保障。
そこにおいて証拠申請者は、期待
される証言等の内容、それによっ
て証明しようとする具体的事実、
どのような形て洋J決に影響を及ぼ
しうるかを説明。
裁判官は疑間をもつ場合、陪審の
いないところで証人尋間可能。

この表は、 Walter Perron,Das Beweisantragsrecht des Beschuldigten im
deutschen Strafprozes,1995に 基づき作成 した。
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六

八

四
　
日
本
の
刑
事
手
続
改
革
論
へ
の
示
唆

ド
イ
ツ
で
は
七
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
末
ま
で
、
刑
事
公
判
に
お
け
る
証
拠
調
べ
の
迅
速
化
が
改
革
の
課
題
に
上
げ
ら
れ
続
け
て
き
た
。

Ｍ
倒

表 ‐こ
】
同
“
嘲
柳
『
一
¨
蔽
岬
］
球
制
辞
』
陣
げ
印
留
な
Ｈ
は
げ
年
¨
¨
”
［
れ
ば
相
脚
け
）
、
町
嚇
」
弓
一
嘲
〕
わ
れ
【
察
「

ノレ 査
臨
怨

マ
イ
ン
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
第

一
お
よ
び
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
の
各
地
裁
に
お
け
る
、　
一
九
九
四
年
に
処
理
さ
れ
た
刑
事
事
件

（カ
ー
ル
ル
ー
エ
に

つ
い
て
は

一
九
九
五
年
に
処
理
さ
れ
た
事
件
も
含
ま
れ
る
）
か
ら
抽
出
し
た
訴
訟
記
録

（各
二
〇
〇
件
前
後
）
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、　
一
記
録
あ
た
り
の
平
均
証
人
数
は
最
も
少
な
い
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
第

一
地
裁
で
五
人
、
最
も
多
い
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
地

裁
で
九

・
二
人
と
な
っ
て
は
型
。
ま
た

　ヽ
一
人
以
上
の
鑑
定
人
が
公
判
に
出
席
し
た
件
数
の
割
合
は
、
最
も
少
な
い
ド
ル
ト
ム
ン
ト
地
裁
で

一
六

・
八
％
、
最
も
多
い
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
地
裁
で
二
六

・
八
％
で
あ
っ（型
。
ド
イ
ツ
の
地
裁
は
す
べ
て
合
議
体
で
あ
り
事
物
管
轄
の
違
い

腋
珈
瑚
れ
は
押
詢
韓
は
向
け

つ き
“
い
つ

、・
利
跡
¨

あ
（
場

噸
一
に
卸
け
年
［
“
刹
廟
蒙
［
判
μ
瑯
既

（
人

け
〔
¨
紐
嗣
脚
岬
動

・・ 取
「
『
摯
］
卸
［

，

割
る
と
約
○
豊
一％
）
で
あ
る
こ
と
と
比
較
し
て
み
て
も
、
ド
イ
ッ
の
刑
事
公
判
に
お
い
て
取
調
べ
て
い
る
証
人
等
の
数
の
多
さ
が
分
か
る
。

職
権
主
義
の
た
め
、
ひ
と
り
ぁ
た
り
の
尋
間
に
か
け
る
時
間
は
比
較
的
短
く
て
す
む
こ
と
が
多
い
だ
ろ
う
が
、
活
発
な
弁
護
活
動
が
行
わ
れ

る
事
件
に
お
い
て
は
、
証
拠
調
べ
の
負
担
は
相
当
増
大
す
る
こ
と
が
予
想
で
き
る
。

ド
イ
ツ
で
は
司
法
の
負
担
軽
減
策
と
し
て
、
区
裁
の
事
物
管
轄
の
拡
大
、
不
起
訴
裁
量
の
拡
大
、
軽
微
事
件
に
お
け
る
手
続
の
簡
素
化
等

に
よ
る
、
重
大
事
件
の
審
理
へ
の
資
源
の
集
中
化
が
中
心
に
な
り
、
そ
の
他
公
判
審
理
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
多
少
の
個
別
手
続
の



様
式
性
の
緩
和
が
図
ら
れ
て
き
た
。
他
方
、
部
分
的
に
後
退
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
比
較
的
厳
格
な
直
接
主
義
や
証
拠
申
請
権
の
保
障
体
系

が
維
持
さ
れ
て
き
た
の
は
、
法
治
国
的
要
請
を
満
た
す
た
め
に
は
、
こ
れ
に
代
替
す
べ
き
公
判
前
の
弁
護
側
の
独
自
調
査
が
な
お
も
弱
く
、

そ
の
た
め
の
手
段
の
保
障
も
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
、
そ
ち
ら
の
方
向
へ
の
構
造
転
換
を
行
う
メ
リ
ッ
ト
よ
り
も
リ
ス
ク
の
方
が
大

き
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
だ
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
ド
イ
ツ
の
刑
事
手
続
改
革
論
と
比
較
す
れ
ば
、
今
日
の
日
本
の
改
革
論
は
異
な
る
背
景
か
ら
生
じ
て
い
る
。
ま
ず
、
日
本
に
お

い
て
は
、
公
判
に
お
け
る
証
拠
調
べ
の
負
担
が

一
般
的
な
形
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
第
２
図
に
示
す
と
お
り
、
地
裁
に
お

け
る
被
告
人

一
人
当
り
の
平
均
証
人
数
は
、　
一
九
五
三
年
の
時
点
で
は
二
人
近
く
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、　
一
九
六
九
年
の
新
宿
騒
乱
事
件
の

公
判
が
あ
っ
た
年
に
非
常
な
高
値
を
示
し
た
こ
と
を
例
外
と
し
て
、
小
さ
な
変
動
を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
減
少
し
、
九
八
年
以
降
二
〇
〇

一

年
ま
で
は
〇

・
八
人
に
落
ち
こ
ん
で
い
る
。
証
拠
調
べ
の
節
約
は
、
第
３
図
の
鑑
定
人
延
べ
総
数
と
検
証
延
べ
回
数
に
も
顕
著
に
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。
鑑
定
人
延
べ
総
数
に
つ
い
て
は
統
計
を
取
り
始
め
た

一
九
五
三
年
に
一
四
六
八
人
で
あ
っ
た
も
の
が
、
司
法
統
計
年
報
に
よ
る
最

後
の
公
表
と
な
っ
た

一
九
九
八
年
に
は
二
三
二
人
に
、
検
証
延
べ
回
数
に
つ
い
て
は
、　
一
九
五
七
年
に
二
五
四
六
回
で
あ
っ
た
も
の
が

一
九

九
八
年
に
は
五
〇
回
に
ま
で
減
少
し
て
は
型
。
こ
の
よ
う
に
、
平
均
的
ま
た
は
全
体
的
に
見
る
限
り
、
日
本
の
刑
事
公
判
の
負
担
は
か
な
り

軽
減
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
継
続
が
二
年
を
超
え
る
よ
う
な
事
件
に
つ
い
て
も
、　
一
九
七
〇
年
代
の
訴
訟
促
進
策
に
よ
り
、
相
当
に
減
少
し
て
い
る
。　
一
九
五

七
年
か
ら
の
地
裁
に
お
け
る
事
案
複
雑
等
を
理
由
と
す
る
長
期
未
済
人
員

（係
属
二
年
を
超
え
る
人
員
）
の
変
化

（第
４
図
参
照
）
を
み
れ

ば
、
ま
ず

一
九
六

一
年
よ
り
し
ば
ら
く
減
少
が
続
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。　
一
九
六

一
年
は
集
中
審
理
の
普
及
の
た
め
に
事
前
準
備
に
関
す
る

規
定
を
充
実
さ
せ
る
規
則
改
正
が
行
わ
れ
た
年
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
減
少
傾
向
は
持
続
せ
ず

一
九
六
六
年
を
境
に
急
激
な
増
加
に
転
じ
、

一
九
七
三
年
に
は
五
〇
三
〇
人
に
ま
で
達
し
た
。
か
つ
て
集
中
審
理
の
取
組
み
は
、
六
〇
年
代
後
半
に
壁
に
ぶ
つ
か
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば

ド
イ
ツ
刑
事
公
判
改
革
と
証
拠
申
請
権
制
限
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エハ
九
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七
〇

な
ら
な
い
。
そ
の
後
、
地
裁
に
お
け
る
長
期
未
済
人
員
は
一
九
七
三
年
を
境
に
再
び
顕
著
な
減
少
を
始
め
る
。
こ
の
年
は
、
前
年
に
出
さ
れ

た
最
高
裁
高
田
判
決
を
契
機
に
、
刑
事
事
件
担
当
裁
判
官
の
会
同

・
協
議
等
で
長
期
化
対
策
が
再
び
議
題
に
さ
れ
た
年
で
あ
っ
た
。　
一
九
七

四
年
以
降
の
減
少
傾
向
は
今
日
ま
で
持
続
し
、
二
〇
〇

一
年
に
は
一
九
七
人
と
、
ピ
ー
ク
時
の
四
％
以
下
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
。

日
本
に
お
け
る
現
在
の
刑
事
手
続
改
革
論
は
、
負
担
軽
減
の
み
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
刑
事
手
続
改
革
の
基
本
枠
組
を
定
め

た
司
法
制
度
改
革
審
議
会
は
、
そ
の
意
見
書
に
お
い
て
、
特
異
重
大
事
件
の
刑
事
裁
判
が
特
別
に
長
期
を
要
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
い
わ
ゆ

る

「集
中
審
理
」
の
徹
底
に
よ
る
刑
事
裁
判
の
迅
速

・
充
実
化
を
提
言
し（型
。
そ
こ
で
は
ヽ
特
異
重
大
事
件
へ
の
対
応
と
い
う
現
代
的
課
題

と
、
集
中
審
理
や
市
民
参
加
と
い
う
近
代
的
課
題
が
、
前
者
の
た
め
に
も
後
者
が
必
要
と
い
う
形
で
、
同
時
に
解
決
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。
ご
く

一
部
の
刑
事
事
件
に
み
ら
れ
る
特
異
な
長
期
係
属
を
も
可
能
に
さ
せ
て
い
る
仕
組
み
は
、
職
業
裁
判
官
の
み
に
よ
る
裁
判
で

あ
り
、
か
つ
、
事
後
的
な
調
書
類
の
閲
読
に
よ
る
心
証
形
成
が
可
能
で
あ
る
な
ど
、
日
本
型
手
続
構
造
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
逆
に
こ
う

し
た
構
造
を
改
め
、
集
中
審
理
を
実
現
す
れ
ば
、
長
期
係
属
問
題
の
解
決
も
図
ら
ざ
る
を
得
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

い「中］一れは蹄睛剛疇輛珊剌【獅〓は醐囃峙輸̈
』副Ⅶ嘲囃ろ（筆嘲目をへ脚州れだけ̈
」けな割つの紳こ（断醐螂］脚はけ“

あ

る
。

も
ち
ろ
ん
、
今
も
ド
イ
ツ
の
刑
事
訴
訟
は
参
審
制
の
も
と
集
中
審
理
方
式
が
基
本
で
あ
る
点
に
変
わ
り
は
な
い
。
集
中
審
理
は
十
分
な
事

前
準
備
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
。
職
権
主
義
の
ド
イ
ツ
で
は
、
裁
判
官
が
事
前
に
捜
査
記
録
に
目
を
通
し
、
ま
た
事
前
の
証
拠
申

請
ま
た
は
職
権
に
よ
り
必
要
な
証
拠
の
取
寄
せ
を
済
ま
せ
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
公
判
開
始
後
も
公
判
審
理
の
全
期
間
を
通
じ
た
訴
訟

関
係
人

（と
り
わ
け
弁
護
側
）
の
証
拠
申
請
に
よ
り
、
新
た
な
展
開
に
な
る
こ
と
も
稀
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
決
し
て
職
権
主

義
が
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
の
す
べ
て
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
公
判
審
理
並
行
型
の
弁
護
活
動
を
保
障
す
る
法
制
は
、
確
か
に
訴
訟
遅
延
の
危
険



を
も
伴
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
で
は
、
そ
れ
に
か
わ
る
事
前
準
備
型
弁
護
活
動
の
た
め
の
手
段
が
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
こ

ち
ら
へ
の
大
転
換
を
図
る
こ
と
は
多
数
の
指
示
を
得
る
に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
法
治
国
的
要
請
と
し
て
、
現
行
の
証
拠
申
請
権
保
障

を
後
退
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
で
は
裁
判
所
は
事
案
解
明
義
務
を
負
わ
な
い
も
の
の
、
真
実
が
重
視
さ
れ
、
公
判
に
お
け
る
証
拠
調
べ
と
並
行
し
て
必
要
な
証
拠
申

請
を
行
う
弁
護
活
動
が
例
外
で
な
い
点
は
、
ド
イ
ツ
と
共
通
す
る
。
現
在
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
刑
事
手
続
改
革
は
、
事
前
の
準
備
手
続

の
充
実
に
よ
る
公
判
審
理
の
迅
速
化
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
側
の
視
点
か
ら
は
、
公
判
審
理
並
行
型
か
ら
事
前
準
備
型
弁
護
へ
の
転
換
を
求

め
ら
れ
て
い
る
改
革
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
も
と
も
と
公
判
に
お
け
る
証
拠
申
請
権
は
ド
イ
ツ
程
強
く
保
障
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
当
事

者
主
義
の
モ
デ
ル
国
で
あ
る
英
米
型
に
よ
り
近
づ
く
方
向
の
改
革
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
構
造
転
換
へ
の
障
害
は
よ
り
少
な
い
と
い
え
る
。
し

か
し
、
日
本
の
捜
査
手
続
は
ド
イ
ツ
以
上
に
純
問
的
で
あ
り
、
独
自
の
弁
護
活
動
の
余
地
は
限
ら
れ
て
い
る
。
起
訴
後
に
お
い
て
も
捜
査
情

報
の
包
括
的
事
前
開
示
規
定
は
な
く
、
独
自
調
査
の
困
難
性
は
そ
れ
程
変
わ
ら
な
い
。
従
っ
て
、
も
し
現
在
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
刑
事

手
続
改
革
が
、
真
に
公
判
審
理
並
行
型
か
ら
事
前
準
備
型
へ
の
弁
護
活
動
に
転
換
を
図
ら
せ
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
捜
査
お
よ
び
公
判
前
手
続

を
通
じ
た
防
御
活
動
の
手
段
の
保
障
が
合
わ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
は
不
可
避
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
事
前
準
備
型
の
弁
護
活
動
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
の
で
な
け
れ
ば
改
革
の
目
的
は
果
せ
な
い
。
そ
れ
を
無
視
し
た
ま
ま
形
式
だ
け
事
前
準
備
型
に
転
換
し
、
公
判
に
お
け
る
防
御
権

を
制
限
す
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
で
は
法
治
国
的
基
準
を
満
た
さ
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
最
後
に
強
調
し
た
い
。

ド
イ
ツ
刑
事
公
判
改
革
と
証
拠
申
請
権
制
限
論

七

一



第 2図 :通常第一審被告人一人当り平均証人数 (地裁)

第 3図 :通常第一審における鑑定人延べ総数と検証延べ回数 (地裁)
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第 4図 :事案複雑等を理由とする長期未済人員
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江̈（１
）
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「証
拠
調
べ
強
制
権
」
『庭
山
英
雄
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
・民
衆
司
法
と
刑
事
法
学
』
２

九
九
九
年
、
現
代
人
文
社
）

一
四
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（２
）

「証
拠
予
断
の
禁
止
」
と
は
、
①
裁
判
所
が
証
拠
を
取
り
調
べ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
証
拠
は
信
用
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
か
、
あ
る
い
は
証
明
は
成

功
し
な
い
だ
ろ
う
と
消
極
的
に
予
測
し
、
証
拠
調
べ
を
拒
否
す
る
こ
と
の
禁
止
、
お
よ
び
②
予
測
さ
れ
る
証
明
結
果
よ
り
も
既
存
の
心
証
を
優
先
さ

せ
て
証
拠
調
べ
を
拒
否
す
る
こ
と
の
禁
止
を
意
味
す
る
。
「証
拠
予
断
の
禁
止
」
の
原
則
の
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つ
い
て
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、
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「
マ
ッ
ク
ス
・ア
ル
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ベ
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の
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静
岡
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学
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岡
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。
Ｎや
ｏ
９
日０
０
Ｆ
国
●
雪
Ｅ
”■
２
●
①ｏ
Ｏ
ｏｏｏけＮ８

Ｎ●
『
同
●
け】“
∽け●
●
”
Ｏ
ｏ
『
”
０
０Ｆ
けのｏ
コ
ｏ”
ｐ
ω
”
‥∪
『お
【卜
＼ｏ
ｒ

（・５
）
の
①
の。けＮ
Ｎ日

国
詳
】お
ご
口
”
Ｏ
Ｑ

”
８

，
お
り
●
ｏ”
ｏ
メ
ロ
ニ
Ｌ
８
只
”
の
四
。Ｈ
∽
。３
γ
な
お
、　
一
九
九
二
年
の
司
法
負
担
軽
減
法
に
つ
い
て
は
、
浅
田

和
茂

「ド
イ
ツ
刑
事
司
法
に
お
け
る
負
担
軽
減
立
法
に
つ
い
て
」
大
阪
市
立
大
学
法
学
雑
誌
四
〇
巻
四
号

（
一
九
九
四
年
）

一
六
六
頁
以
下
に
詳
し

く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
・６

）

Ｏ

①
∽
①
け
Ｎ
ｏ
●
け
■

●
『
喘

Ｏ
①
【

『
『
“
ド
”
¨
ｏ
●
ｏ
●

一
ｏ
『

０
∪

Ｃ

＼
０
∽
Ｃ

ｃ
う
０

「
・∪

。「
・
メ

Ｈ
”

ｏ
ド

い
Ｏ
ｏ
♪

同
口
け
■

●
『
喘

２

●
ｏ
ｏ

Ｏ

ｏ
ｏ
ｏ
け
Ｎ
ｏ
∽

Ｎ
Ｃ
『

＞

只

】
Ｑ
ビ

歴
四

』
ｏ
∽

∽
［
『
”
ｈ
”
０
０
０
け
Ｎ
げ
●
０

，
Ｏ
ｏ
・
Ｏ
ｏ
『

∽
一
『
”
い
ｏ
『
Ｏ
Ｎ
①
”
Ｏ
『
０
●
●
●
”

●
●
０

”
●
Ｏ
ｏ
『
①
『

（
〕
０
０
０
け
Ｎ
ｏ
つ
く
①
『
げ
『
０
０

，
①
●
げ
Ｏ
Ｆ
陣
日

づ
』
‘
口
”
Ｏ
ｍ
ｏ
∽
ｏ
一
Ｎ
）

ｏ
日
ヽ
「
出
）
い
い
Ｎ
＼
０
∞
Ｏ
ω

・

（
・７

）

の

。
∽
①
一
Ｎ

Ｎ
ｃ
『

＞

口
０
９

ビ

コ
ｖЧ

Ｏ
①
∽

∽
嗜

”
置

ｏ
∽
①
［
Ｎ
げ
●
０

，
Ｏ
ｐ

●
０
『

∽
嗜

”
む

『
Ｏ
Ｎ
①
の
ｏ
『
０
口
●
●
”

‘
口
０

“
●
Ｏ
①
『
①
■

０

０
０
０
”
Ｎ
①
（
く

２

♂

『
ｏ
ｏ

，
①
●
げ
ｏ
Ｆ
帥
日

０
ど

口
”

７

”
①
∽０
けじ

メ
Ｎ
”
８
・
Ｐ８
人
”
０
”
〓

∽
〓
〓
）・犯
罪
対
策
法
に
つ
い
て
は
、
宮
澤
浩

一
「ド
イ
ツ
の
新
犯
罪
防
止
法

（そ
の
１
）、
（そ
の
２
）、
（そ

の
３
と

時
の
法
令

一
四
八
八
号

（
一
九
九
四
年
）
五
四
頁
以
下
、　
一
四
九
四
号

（
一
九
九
五
年
）
五
七
頁
以
下
お
よ
び

一
五
〇
六
号

（
一
九
九
五
年
）



六
〇
頁
以
下
、
川
出
敏
裕

「ド
イ
ツ
犯
罪
対
策
法

（上
）、
（下
と

ジ
ュ
リ
ス
ト

一
〇
七
七
号

（
一
九
九
五
年
）
一
〇
三
頁
以
下
お
よ
び
ジ
ュ
リ
ス
ト

一
〇
七
八
号

（
一
九
九
五
年
）
五

一
頁
以
下
に
お
い
て
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
椒
じ
　

Ｏ

ｏ
ｏ
ｏ
け
Ｎ
ｏ
Ｏ
”
口
一
「
“
”

０
０
【

ｒ

帥
口
Ｏ
ｏ
【

”

“
●
ｏ
●
Ｌ
ン
、
ロ
ユ
お

晏
】
げ
ｏ
『
ｍ
も
”

”
ヽ
①
【
●

●
●
０

∽
，

０
，

ｏ
Ｏ
●

く
。
０
０

・
【
〇

・
い
０
０
い

い
国

●
リ
ミ
●
『
喘
ｏ
中
●
①
ｏ

Ｎ
Ｊ
「０
〓
①
ｏ

Ｏ

ｏ
∽
①
［
Ｎ
ｏ
ｏ

Ｎ
Ｃ
『

Ｕ
口
［
一”
∽
けＥ
濡
〕
Ｏ
①
『
卿
ｏ
ｏ

，
一∽
ｏ
●
０
”
①

δ
質
“
守
ｏ
ｏ

，
一】̈
ｏ
す
ｏ
『
”
①
『
①
お
ロ
ン

”
”
‐∪
『
６
ω
ω
＼
０
９

（‐９
）
連
邦
検
事
長
ネ
ー
ム
氏
ら
が
三
つ
の
長
期
継
続
事
件
の
原
因
を
分
析
し
た

一
九
九
八
年
の
論
稿
で
は
、
調
査
結
果
の
分
析
か
ら
は
、
現
行
法
に
お

い
て
も
、
立
法
論
と
し
て
も
手
続
遅
延
の
重
要
な
原
因
は
、
証
拠
申
請
権
や
そ
の
他
の
重
要
な
防
御
権
を
制
限
す
る
こ
と
な
く
取
り
除
く
こ
と
が
で

き
る
こ
と
が
分
か
る
と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
バ
“
く

Ｚ
３
日
＼
ｒ
ｏ

，
日

∽
ｏ
●
”
ｐ

Ｃ
『紹
３
５
日

ご
●
需
『
口
“
●
●
雪
ｑ

，
”
●
２
目
鴨
甲
―

Ｑ
”
『”
０
０け①
〓
［
”
ロ
ロ
Ｈｗ①
】∽り
いｏ
】
く
Ｏ
口
ω
∽
け『“
いく
ｏ
コ
〔“
口
『ｏ
●
・
り４∽
［Ｎ
日Φ
Ｏ
∞
・
ω
『
『
。

（２０
）
”
↓
も
『
∞
≧
ぶ

∽
■
具
体
的
な
法
案
作
成
作
業
は
、　
一
九
七
五
年
三
月

一
四
日
に
ボ
ン
で
開
催
さ
れ
た
州
可
法
大
臣
臨
時
会
議
、
お
よ
び
同
年
五

月
五
日
か
ら
七
日
に
か
け
て
開
催
さ
れ
た
第
四
五
回
同
定
例
会
議
の
審
議
の
結
果
、
刑
事
手
続
改
革
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
か

ら
始
ま
る
。
七
六
年
六
月
、
連
邦
司
法
省
は

「刑
事
手
続
の
更
な
る
簡
素
化
の
た
め
の
法
律
」
の
専
門
担
当
官
草
案
を
作
成
し
、
関
係
機
関
か
ら
の

意
見
を
聴
取
し
た
後
、
翌
年

一
〇
月
二
日
付
で
政
府
法
案
を
議
会
に
提
出
し
た
。
（ω
↓
も
『
ミ
葛
０
∽
・ミ
じ

（２‐
）
ω
↓
‐∪
『
∞＼
０
「０
∽
いい

（２２
）
”
↓
‐∪
『
∞
∞＼
ｏ
『０

，
０
０い

（２３
）
も
つ
と
も
、
提
案
理
由
は
こ
の
点
は

「訴
訟
関
係
人
の
訴
訟
上
の
地
位
を
何
ら
侵
害
し
な
い
」
と
説
明
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
特
定
の
証
拠
方

法
を
提
出
す
る
と
き
に
は
、
必
ず
、
そ
の
証
拠
方
法
に
よ
り
何
を
明
ら
か
に
し
た
い
か
の
意
見
が
結
び
付
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
者
に
、

こ
れ
を
証
拠
申
請
の
形
で
明
確
に
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
も
よ
い
と
さ
れ
る
。
３
↓
‐∪
『
ミ
鶏
０
∽
。出
し

（２４
）
∽
耐
「
】０
　
口
“
”
Ｑ
Ｂ
”
日
Ｐ
　
同
●
いの
一①

，
Ｅ
運
Ｗ
　
同
●
［１
ｏ̈
澪
】Ｅ
腰
四
●
●
０
　
”
①
Ｏ
①
Ｃ
けЁ
腰
四
Ｏ
①
『
く
ｏ
『∽
ｏ

，
『
】沖

●
げ
①
『
０
【ｏ
　
”
『
帥
∽
９
詳
ｏ
●
　
”
Ｑ
ξ
①
】ロ
ロ
常
けｏ
】
ビヨ

ド
イ
ツ
刑
事
公
判
改
革
と
証
拠
申
請
権
制
限
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五



法
政
研
究
八
巻
二
号

（二
〇
〇
三
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

∽
［『
”
絆
Ｈ
ｏ
Ｎ
ｏ
∽
∽
『
ｏ
ｏ

，
一
つ
Ｎ
卜
い
∽
け「
〇
ン
∪
お

，
↓
●
げ
【●
”
①
●
・
日
０
∞
Ｐ

∽
卜
ｏ
ｒ

提
案
理
由
は
こ
の
点
に
つ
き
、
「判
例
お
よ
び
学
説
の
一
致
し
た
理
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
要
素
は
、
一
般
的
基
準
に
従
い
厳
格
な
尺
度
を
当
て
て
判

断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
、
と
り
わ
け
、
こ
れ
ま
で
の
証
明
結
果
の
考
慮
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
裁
判
所
が
、
何
ら
有
益
な
結
果
を
も
た

ら
し
得
な
い
こ
と
が
予
め
確
定
し
て
い
る
証
拠
方
法
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
は
、
承
認
し
う
る
証
拠
調
べ
上
の
い
か
な
る
利
益
か
ら
も
正
当
化
さ
れ
得

な
い
」
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
証
拠
方
法
の
適
切
性
の
判
断
が
、
既
存
の
心
証
に
影
響
さ
れ
ず
、
純
粋
に
証
拠
方

法
の
性
質
か
ら
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
「証
拠
予
断
」
の
問
題
は
批
判
さ
れ
る
程
度
の
も
の
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
鉱
ω
）

コ
ヽ
Ｏ
『
０
０

，
一
帥
ｍ
Ｏ

Ｎ
口

”
①
∽
①
け
Ｎ
〓
０

，
０
●

フ
由
”
い
う
”
Ｆ
ヨ

ｏ
●

Ｎ
口
『
Ｈ
〕
●
［
【
”
∽
け
●
口
”

Ｑ
Ｏ
『
（
〕
①
『
一
０

，
一
①

●
●
０

∽
一
”
”
［
∽
“
●
１

，
】
け
Ｏ
ｏ

，
”
沖

①
口

【
●

Ｏ
①
『

∽
一
【
”
喘
”
①
【
】
Ｏ
Ｆ
け
∽
げ
”
『
‐

ド
０
¨
●

∽
ｔ
く

Ｈ
Ｏ
∞
Ｎ

・ω
Ｎ
ｕ

・

（
２６
）

①
げ
Ｐ
・
∽
。ω
Ｎ
Ｏ
欧
・

（
２７
）

①
げ
ヽ

‘
∽
ω
Ｎ
９

（
２８
）

の
げ
聾

・
９
ω
Ｎ
ド

（
２９
）

。
げ
Ｐ

・
∽
ω
ω
ｒ

（３０
）
８
Ｐ

∽
ω〓
。な
お
、
訴
訟
遅
延
目
的
の
証
拠
申
請
の
却
下
の
法
理
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「訴
訟
遅
延
目
的
を
理
由
と
す
る
証
拠
申
請
の
却
下
―
ド

イ
ツ
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
そ
の
法
理
の
生
成
」
浅
田
和
茂
他
編

『井
戸
田
侃
先
生
古
稀
祝
賀
記
念
論
文
集

・
転
換
期
の
刑
事
法
学
』
２

九
九
九
年
、

現
代
人
文
社
）
三
九
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３．
）

①
げ

，
・
∽
ω
ω
Ｎ
い

（
３２
）

ｏ
σ
↑
・ｂ
・ω
ω
ｒ

（
３３
）

。
げ
↑
・
９
ω
ω
ｒ



（
３４
）

＞
ド
〓
２
一Ｑ

∽
け

，
●
０

０
①
『

”
①
降
『
①
げ
ｃ
口
”
①
口

Ｎ
●
『

＞
●
０
９
ビ
遍
鴫
Ｏ
①
『

∽
呻
”
ぼ
『
Ｏ
Ｎ
ｏ
い
ｏ
『
０
●
日
品
・
∽
けく

Ｐ
Ｏ
∞
Ｎ

Ｏ
ｏ
Ｐ

〓

一言
２
一Ｅ
届
ｏ
Ｆ

Ｎ
口
日

”
９

お
『
①
●
けｏ
●
①
●
［ヨ
‘
「
喘
①
【コ
①
∽
Ｏ
①
り
ｏ
一
Ｎ
Ｏ
∽
ヽ
Ｃ
『
＞
●
Ｏ
Ｑ
ビ
遍
鴨
ｏ
け『
笙
マ
０
ュ
”
Ｆ
『
ｏ
●
∽
『
０
０

，
け
】中Ｏ
Ｆ
Ｏ
『
く
Ｏ
『
Ｏ
ｏ

，
ユ
沖
①
●
（∽
けＨ
笙
マ
①
ユ
“

，
『
ｏ
●
∽
“
口
０
９
ビ
●
ｍ
ｏ
ｍ
ｏ
∽
①
け
Ｎ

Ｈ
Ｏ
∞
ω
‐∽
一く
＞
〇
）
＞
●
１
”
】
い
ｏ
∞
Ｐ

Ｎ
ｏ
ト

（
３５
）

∽
ｏ

，
”
けが

，
ヽ
・〇
・含
ン

∽
・Ｈ
卜

，

（
３６
）

０
８
ｏ
時
Ｑ
尋
１
日
」

，
】

”
Ｅ
邑
８
栞
¨
げ
コ
５
ｍ
メ

Ｎ
”

日
Ｎ

Ｈ
ｏ
∞
Ｐ

Ｕ
●
雪
Ｅ
ュ
『
①
】●
①
∽
り
日『
餞
ゴ
Ｒ
き
Ｆ
お
矮
絲
●
Ｑ
Ｑ
ピ
腰
場
唄
あ
Ｐ
Ｎ
８

Ｐ
ｏ
∞
♪

”
”
由
￥

ｏ
卜
０
＼
∞
”

盆
”
）

∽
一■

，
いく
①
【
「
“

，
【
①
●
∽
摯
●
Ｑ
Ｑ
ピ
腰
四∽
”
①
の
ｏ
けＮ
Ｈ
Ｏ
∞
ヽ
く
。
Ｎ
ド

Ｈ
・
Ｈ
ｏ
∞
『
（ω
Ｏ
”
】』

∽
ヽ
Ｎ
ｕ
γ

（
３８
）

”
”
‐∪
【
ω
【
卜
＼
Ｏ
ｒ

∽
ヽ
∞
い

（
３９
）

Ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
［Ｎ
ｏ
ｏ
”
●
嗜
”
”
●
ｏ
【
ｒ
ｐ
●
Ｑ
ｏ
「
”
ゴ
Ｐ
”
＞
く

。
ω
ｒ
Ｚ
・
”
”
）
目
ω
Ｌ
≦
く
ヽ
Ｚ
ダ
お
∽
Ｚ

・
∽
↓

●
●
０
↓
口

く
。
Ｎ
卜

ｏ
響

い
０
０
Ｆ

”
ユ
ー
●
■

２
●
①
ｏ
Ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
一Ｎ
①
∽

Ｎ
Ｃ
■
日
●
［
】“
∽
け●
●
”

Ｏ
①
『
”
０
０

，
一の
●
コ
①
ｍ
ｐ

口
”
‐∪
『
“
Ｈ
ヽ
＼
ｏ
ｒ

（
４０
）

”
”
‐∪
『
ω
Ｈ
卜
＼
ｏ
Ｐ
∽
・Ｈ
ｏ
Ｈ
識

。
国
↓
‐∪
『
Ｈ
Ｎ
＼
Ｐ
Ｎ
Ｈ
ヽ
９
ω
Ｏ
い

（４‐
）
も
っ
と
も
、
入
手
不
可
能
性
の
要
件
は
裁
判
所
が
取
寄
せ
努
力
を
尽
く
す
こ
と
が
前
提
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
提
案
の
二
四
四
条
第
五
項
第
二

文
に
よ
れ
ば
、
単
に
そ
れ
ま
で
の
証
拠
調
べ
の
結
果
に
基
づ
き
、
そ
の
必
要
性
を
判
断
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
提
案
理
由
以
上
に
、

両

者

の
差

異

は
存

在

す

る
。

ｒ
ｃ
Ｓ

〓

①
く
①
【
＝
Ｏ
Ｏ
”
●
①
炉

＞
●
Ｏ
①
日

記

己

ｑ

９

８

ぼ
８

器

”
Ｒ

Ｏ
●
●
●
”
０
日

ｏ
，

０
３

刃
８

，
一づ
”
品

８

●
け
】お

言
認

一紹

①
∽
①
けが

Ｚ
〕
Ｊ
、
Ｐ
ｏ
ｏ
Ｐ

ｕ
ｏ
９

（
４２
）

ω
”
‐∪
『
ω
ロ
ト
＼
０
【
（”
ｏ
∽
ｏ

，
一●
い
γ

（
４３
）

Ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
け
Ｎ
ｏ
ロ
ゴ

，
い『
喘
”
●
口
０
”
∽
『
”
け
〇
響
ｏ
ド
Ｈ
０
０
日
”
↓
‐∪
【
】
Ｎ
＼
Ｈ
Ｎ
【
ド

（
４４
）

ω
↓
‥∪
【
Ｈ
Ｎ
＼
ω
∞
ω
ド

（
４５
）

”
↓
‐∪
『
Ｐ
Ｎ
＼
ω
∞
ω
Ｎ
９
卜
ｏ
い

ド
イ
ツ
刑
事
公
判
改
革

と
証
拠
申
請
権
制
限
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七

七



法
政
研
究
八
巻
二
号

（二
〇
〇
三
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八

（４６
）
な
お
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
二
四
四
条
五
項
第
二
文
が
、
被
告
人
の
証
拠
調
べ
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
を
限
界
付
け
る
に
あ
た
り
、
司
法
共

助
の
手
段
を
通
じ
て
証
人
を
召
喚
す
る
た
め
に
通
常
必
要
な
高
度
な
時
間
的
、
組
織
的
コ
ス
ト
を
考
慮
し
て
い
る
点
は
、
憲
法
に
反
し
な
い
と
判
断

し
た
。
（”
く
①ユ
〇
∽
けく
］８
Ｆ
ｒ
）

（４７
）
”
↓
‥∪
【
ＨＮ
＼
０∞
Ｏω
ｐ
ｒ

（４８
）
簡
易
手
続
は
、
そ
れ
ま
で
刑
訴
法
二
一
二
条
な
い
し
二
一
二
ｂ
条
に
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
中
間
手
続
が
短
縮
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
た
め
、

一
九
九
〇
年
の
旧
西
ド
イ
ツ
州
の
区
裁
判
所
に
お
け
る
利
用
率
は
四
・
〇
二
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
３
↓
も
『
に
ヽ
８
ω
∽
・賀
し

（４９
）
そ
れ
ま
で
自
己
閲
読
手
続
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
た
、
証
人
、
鑑
定
人
ま
た
は
共
同
被
告
人
の
供
述
調
書

（二
五

一
条
書
面
）
や
証
言
や
鑑

定
意
見
を
含
む
公
務
所
等
の
意
見
書
お
よ
び

一
定
の
軽
い
傷
害
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書

（二
五
六
条
書
面
）
も
、
対
象
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ

た

（刑
訴
法
二
四
九
条
二
項
）。

（５０
）
な
お
、
簡
易
手
続
に
よ
る
場
合
は

一
年
を
超
え
る
自
由
刑
ま
た
は
改
善
保
安
処
分
を
科
す
こ
と
は
で
き
な
い

（四

一
九
条

一
項
）。

（５‐
）
二
〇
〇

一
年
の
ド
イ
ツ
司
法
統
計

（９
“
け̈
∽［̈
Ｘ

，
８
”
‘
口
Ｏ
①
３
日
け・
刀
８
Ｆ
８
コ
ｏ
”
ｐ
Ｏ
ｏ
『一ｏＦ
ｏ
ｃ
●
●
９
“
誅
８
●
１
”
】［∽ｏ
Ｆ
”
沖
８
ヽ
８
じ

に
よ
れ

ば
、
全
国
の
区
裁
判
所
処
理
件
数
は
八
三
万
八
七
五
九
件
で
あ
り
、
う
ち
簡
易
手
続
の
申
立
て
に
よ
り
開
始
し
た
事
件
は
三
二
九
四
一
件
、
略
式
命

令
に
対
す
る
不
服
申
立
て
に
よ
り
開
始
し
た
事
件
は

一
六
万
三
二
九
六
件
で
あ
っ
た
。

（５２
）
”
↓
‥∪
『
ＨＮ
＼０∞
Ｏω
∽
ω
９

（５３
）
当
初
、
連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ
た
法
案
は
、
刑
訴
法
四
二
〇
条

一
項
と
し
て
、
参
審
裁
判
所
の
管
轄
事
件
も
含
め
た
す
べ
て
の
簡
易
手
続
に
お
い

て
証
拠
調
べ
請
求
権
の
保
障
規
定
の
適
用
を
は
ず
し
て
い
た
が
、
両
院
の
調
整
委
員
会
か
ら
単
独
裁
判
官
の
管
轄
事
件
に
限
定
す
る
修
正
案
が
出
さ

れ
、
こ
れ
が
四
二
〇
条
四
項
と
し
て
成
立
し
た
。
（”
↓
‐∪
『
に
ヽ
日
ω
∽
・〓
し

（５４
）
証
拠
申
請
権
の
制
限
に
関
連
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
∽
ｏ，
”
［ド
”
卜
９
（多

∽
・含
Ｎ
に
資
料
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。



（囁
８
　
０
ｏ
∽①けＮｏ
Ｏ”
●
け『”
”
Ｏ
①『
ｒ
帥
●
Ｏ
①
「
”
”
Ｏ
①●
シ
ヨ
●
ユ
お
口
】げ
①『”
・
”
“
Ч
Ｏ
■
】
●
●
０
∽
”
ｏ，
ｏＯ●
く
。一
０
。
日〇
・
い０
０
９
・同
ロ
ゴ
ヽ
ロ
ユ
①̈
●̈
ｏｏ
Ｎ
ヨ
δ
〓
①∽
Ｏ
ｏ
ｏｏけＮ①
∽
Ｎｃ
『

Ｕ
●
Ｌ
”
∽一日
だ
¨
Ｏ
①『
”
ｏ
ｏ，
一∽●
コ
①”
ｏ
♂
嗜
”
や
ｏ
ｏ，
［【お
す
ｏ『
”
ｏ『２
ｏ
コ
ン
ω
”
・∪
『・一ω
ω＼０
９

（５６
）
な
お
、
こ
の
間
に
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
州
よ
り

一
九
九
四
年
二
月
二

一
日
に
連
邦
参
議
院
に
対
し
て

「刑
事
訴
訟
改
正
の
た
め
の
法
律
案
」
の
申
立
て

（ω
甲
∪
【
８
ミ
Ｒ
）
が
行
な
わ
れ
、
ま
た
バ
イ
エ
ル
ン
州
よ
り
同
年
四
月
二
〇
日
に

「刑
事
手
続
の
緊
縮
化
・
迅
速
化
の
た
め
の
法
律
案
」
の
申
立

て

（”
″
∪
『
ω
〓
お
じ

が
行
な
わ
れ
る
動
き
も
あ
っ
た
。
両
法
案
に
は
、
証
拠
調
べ
請
求
権
の
制
限
に
つ
き
、
先
の
司
法
負
担
軽
減
法
案
か
ら
削
除

さ
れ
た
条
文
が
再
び
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。

（５７
）
こ
れ
は
、　
一
九
九
二
年

一
二
月
二
八
日
に
、
連
邦
司
法
省
か
ら
ド
イ
ツ
裁
判
官
同
盟
刑
事
法
大
委
員
会
に
対
し
て
行
わ
れ
た
、
「立
法
論
と
し
て
の

刑
時
手
続
の
簡
素
化
、
迅
速
化
策
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
鑑
定
の
嘱
託
に
対
す
る
報
告
書
で
あ
る
。
そ
の
要
旨
は
、
口
ｏ
い日
】ｏ，
パ
】●
斗

〓
ｏ
ｍ
中̈
ｏ，
Ｆ
ｏ
】［ｏ●

Ｏ
ｑ

く
ｑ
①
〓
ご
ｏ，
●
●
”
“
口
０
口
８
０〓
Ｏｃ
ユ
”
日
”
く
ｏ
●
９
８
オ
ｑ
Ｆ

，
お
口
Ｏ
ｏ
Ｆ
”
ｏ
お
お
●
Ｏ
Ｐ
Ｕ
”
ヽ

８
駕
・
∽
鱈
ｏ
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

∪
∪
甲
く
９
８
〓
帥
”
ｏ
Ｎ‘
＞
●
Ｏ
ｑ
●
●
”
ｏ口
０
３

∽
一日
オ
ｑ
喘”
軍
ｏ
３
８
ｏＦ
ｐ
∪
″
Ｎ
８
Ｒ
・
９
８
ω
に
そ
の
簡
単
な
紹
介
が
あ
る
。

（５８
）
”
”
‐∪
『
Ｏ
ω
ω
＼０
い

，
Ｎい

（５９
）
”
”
も
『
８
賓
８

∽
∞い
二
四
四
条
三
項
第
二
文
の
改
正
案
は
、　
一
九
九

一
年
の
連
邦
参
議
院
に
よ
る
司
法
負
担
軽
減
法
案
の
規
定

（”
甲
∪
『
に
＼

日Ｎ
ド
∽
ド
＞
諄
″̈
２
ω
Ｚ
『ヽ

”
●
ｏ，
粋
じ

を
、
再
提
案
し
た
も
の
で
あ
る
。

（６０
）

一
般
的
な
形
で
の
立
法
提
案
と
は
結
び
付
か
な
か
っ
た
が
、
他
に
も
、
証
拠
申
請
者
に
対
す
る
証
拠
内
容
等
の
説
明
の
義
務
付
け
、　
一
般
的
濫
用

禁
止
条
項
の
導
入
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
く
”
】・
∽
ｏぎ
けが

，
卜
ρ
貧
ン
∽
Ы
Ｐ
器
ｐ

（
劇
Щ
）

∽
け
①
〓
●
●
”
●
”
Ｆ
Ｒ
●
①

Ｏ
①
∽

コヽ

Ｏ
喘
０
け
“
●
Ｏ
①
∽

Ｏ
①
∽

Ｈ
）
①
口
け
０
０

，
①
●

＞

●
１

，
一
け
く
の
『
①
¨
●
∽

く
。
『

・
０

・
∞
Ｎ

Ｎ
に

く

Ｏ
『
０
０

，
中
陣
”
ｏ
●

喘
口
『

０
¨
①

「
●
の
一
【
Ｎ
口
”
】
●
【
∽
［
①
『
Ｆ
Ｏ
口
」
ｏ
『
①
●
Ｎ
ヽ

＞
●
１
”
一
日
０
∞
Ｎ
Ｎ
Ｏ
Ｐ
パ
一”
ε
∽
Ｃ
ｒ
Ｑ
詐
２
日
一ｏ
Ｆ
Ｕ
口̈
ｏｏ

，
『帥
●
Ｆ
日
品
一ｏ
●
Ｏ
ｏ
ｏ
”
ｏ
ｌ
Ｑ
∽『ｏ
ｏ

，
一∽
】●
Ｏ
①
¨
①
●
１
”
『ゴ
日
こ
Ｎ
‘
庁
●
●
沖
・
＞
●
１
”
】
Ｈｏ
∞
Ｐ
ω
『”
そ

の

他

に

、　

刃

①
∽
ｏ
】
‘
け
［
ｏ
●

Ｏ
①
∽

９

∽
嗜

■

で

①
詳

ｏ
い
０
中
”
ｏ
ユ

”
”
ｏ
ｏ

Ｎ
口

０
０
口

”
Ｏ
ｏ
】
”
●
［
０
●

０

０
０
０
け
Ｎ
ｏ
∽
鰤
口
Ｑ
２

ビ

●
”
ｏ
口

〓
づ

∽
［
『
”
”

δ

ユ

”
，

『
①
口
∽
【
ｏ
Ｏ

，
Ｆ

∽
け
く

Ｈ
ｏ
∞
Ｎ

ド
イ
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刑
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（６５
）
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
に
お
け
る

「事
前
の
合
意
」
に
つ
い
て
は
、
山
名
京
子

「刑
事
訴
訟
に
お
け
る

『事
前
の
合
意
Ｌ

関
大
法
学
四

一
巻

一
号

（
一

九
九

一
年
）
七
四
頁
、
同

「
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
事
前
の
合
意
」
奈
良
法
学
会
雑
誌

一
三
巻
三
・
四
号

（二
〇
〇

一
年
）

一
二
九
頁
、
ト
ー

マ
ス
・
ヴ
ァ
イ
ゲ
ン
ト
／
井
上
正
仁
訳

「ド
イ
ツ
に
お
け
る
取
引
刑
事
司
法
」
法
学
協
会
雑
誌

一
〇
九
巻
九
号

（
一
九
九
二
年
）

一
四

一
三
頁
、
ヨ

ア
ヒ
ム
・
ヘ
ル
マ
ン
／
加
藤
克
佳
訳

「取
引
司
法
―
ド
イ
ツ
刑
事
司
法
に
と
っ
て
有
用
か
？
」
愛
知
大
学
法
学
部
法
経
論
集

一
三
二
号

（
一
九
九
二

年
）
八
九
頁
、
同

「ド
イ
ツ
刑
事
手
続
に
お
け
る
合
意
」
愛
知
大
学
法
学
部
法
経
論
集

一
五
六
号

（二
〇
〇

一
年
）

一
頁
、
松
尾
浩
也

「刑
事
手
続

に
お
け
る
訴
訟
関
係
人
の
非
公
式
協
議
―
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
に
関
す
る
第
二
の
”
ｑ
】ｏ，
け―
」
内
藤
先
生
古
稀
記
念

『刑
事
法
学
の
現
代
的
状
況
』

（
一
九
九
四
年
）
五
六
三
頁
、　
ハ
ン
ス
・
リ
ー
リ
エ
／
日
高
義
博
訳

「答
弁
の
取
引
―
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
に
お
い
て
は

「合
意
」
か
？
・―
」
専
修

法
学
論
集
六
九
号

（
一
九
九
七
年
）
五

一
頁
、
佐
藤
芳
男

「研
究
ノ
ー
ト
・
捜
査
手
続
き
に
お
け
る
申
合
せ
」
青
山
法
学
論
集
四

一
巻
四
号

（二
〇

〇
〇
年
）

一
二
一
頁
、
田
口
守

一
「ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
合
意
手
続
の
法
的
構
成
」
光
藤
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集

・
上
巻

（二
〇
〇

一
年
）

二
五
五
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（″０。
）
閣
】】ｏ●
∽
ｏ，
【●
０，
一Ｏ
Ｆ
コヨ
「ｏ
●
】”
①『
【∽け
員
Ｆ①，
い
”
“
Ｏ
ｏ
●
‐”
”
Ｏ
ｏ●
Ｈ０
０
ド

（６７
）
極
右
団
体
の
構
成
員
に
対
す
る
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
地
方
裁
判
所
の
事
件
に
お
い
て
、
弁
護
人
か
ら
公
判
期
日
の
度
に
一
九
人
か
ら
四
〇
人
の

証
人
を
申
請
し
た
り
、
六
四
回
に
わ
た
る
忌
避
申
立
が
行
わ
れ
、
三
年
以
上
、　
〓

一〇
期
日
に
わ
た
る
開
廷
の
後
、
参
審
員
が
病
気
に
な
り
、
所
定

の
期
間
内
に
手
続
を
再
会
で
き
る
見
通
し
が
た
た
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
手
続
を
打
ち
切
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

含
四
‘
Ｏ
〇
一喘
コ，
「“
∽００ヨ
Ｒ
Ｆ”
●
●
・
ノ、Ｏ
●
Ｏ
①『
∽
Ｏｒ
ｇ
いヽ①
『̈
”
庁
①
【●
∽
け『”
い
くの『喘”

，
『①●

●̈
“
口
”
①
ロ
ロ①
∽∽①●
０
『
Ｎ
①
中け
０
●
【０，
”
Ｆ
諄
①
〓
“
げ
ＮＣ
００，
日
ｏ
い
ｏ●
・　
り４」ｄ
く

日
０
０
♪

Ｈ
Ｈ
ｏ
ρ

∽
［
口
諄

”
２

吾

①
『

国

Ｘ
け
『
Ｑ
Ｂ

】
の
一
ｏ
●
●
『
Ｏ
Ｎ
Ｏ
い

”
ｏ
「
】
“
Ｎ
一

Ｚ

「
ヨ
「

Ｈ
Ｏ
Φ
♪

【
『
ｏ
∞
γ

（６８
）
の
中
ユ
ｑ

〓
●
【］ｑ
・
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イ
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。
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只
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Ｌ
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粛
あ
け“
”
Ｌ
【ｏ，
ｏ
●
】氏
】けけ①
】●
Ｐ
「
Ｎ
Ｈ０
０卜
・
∞
Ｎ
ω
・
∞Ｎ
卜
・

（９２
）
①
げ
Ｐ
。
９
∞
Ｎ
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メ
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∽
ド
●
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】
Ｏ
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Ｑ
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●
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Ｏ
①
∽
　

０
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ｏ
Ｃ
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①
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口
∽
一
①
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０
０
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】品
３
ｏ『̈
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け①
‐口
∽″
易
∽中ｏ
口
ｃ
ａ

口
ｏ００，
中易
いお
旨
●
じ

↓
①
】】〓
・
〓
８
『露
彼
が
責
任
者
と
な
っ
て
実
施
し
た
、
日
本
を
含
む
九
カ
国
の
刑

事
訴
訟
に
お
け
る
証
拠
調
べ
手
続
に
関
す
る
比
較
研
究
の
報
告
書
の
中
で
も
、
「
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
外
国
に
お
い
て
、
公
判
に
お
け
る
証
拠
調
べ
に

ド
イ
ツ
よ
り
も
低
コ
ス
ト
に
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
違
い
は
、
主
に
手
続
構
造
の
違
い
か
、
ま
た
は
い
く
つ
か
の
国
に
お
い
て
は
、
ド
イ

ツ
で
あ
れ
ば
刑
事
手
続
に
対
す
る
憲
法
上
の
要
請
に
か
ん
が
み
甘
受
し
え
な
い
だ
ろ
う
、
法
治
国
的
欠
陥
に
原
因
が
あ
る
」
と
い
う
総
括
が
な
さ
れ

ド
イ
ツ
刑
事
公
判
改
革
と
証
拠
申
請
権
制
限
論
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∽
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〓
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①
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∽
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ヽ
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Ｎ
Ｈ∞
０
・

他
方
、
濫
用
や
遅
延
問
題

へ
の
対
策
が
必
要
で
あ
る
点
で
は
共
通
の
認
識
に
立
ち
つ
つ
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
検
事
局
検
事
長
の
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー

（口
”
房

ｏ
耳
】∽けｏ
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，
∽
ｏＦ
”
①
「Ｑ
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博
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証
拠
申
請
権
の
い
か
な
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変
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に
も
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の
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場
を
と
り
、
遅
延
目
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証
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申
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の
却
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の
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し
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判
開
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す
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提
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極
端
で
あ
り
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先
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は
遅
延
目
的
の
証
拠
申
請
の
却
下
理
由
を
慎
重
に
緩
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る
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∽
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詳
細
に
つ
い
て
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拙
稿

「証
拠
調
べ
手
続
の
構
造
と
被
告
人
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証
拠
申
請
権
の
国
際
比
較
Ｌ
ヨ
・”
ｏ
ｌ
８
編

『外
国
の
刑
事
手
続

法
に
お
け
る
証
拠
調
べ
』
の
紹
介
」
井
戸
田
侃
他
編

『竹
澤
哲
夫
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集

ｏ
誤
判
の
防
止
と
救
済
』
貧

九
九
八
年
、
現
代
人
文
社
）

二
五
五
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
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ｏ
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∽
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①
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）
な
お
、
ド
イ
ツ
で
も
七
〇
年
代
以
降
、
刑
事
専
門
の
弁
護
士
が
増
加
し
、
捜
査
段
階
か
ら
の
防
御
活
動
が
活
発
に
な
り
、
ま
た
、
被
疑
者

・
被
告

人
の
権
利
も
七
〇
年
代
半
ば
ま
で
に
相
当
強
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さ
れ
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、
裁
判
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や
検
察
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の
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よ
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技
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威
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な
り
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弁
護
人
と

の
意
見
交
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を
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な
く
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っ
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れ
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。
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し
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に
七
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の
司
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ド
イ
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裁
判
所

・
検
察
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と
弁

護
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と
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間
の
非
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の
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意
」
に
よ
る
処
理
を
広
が
る
な
ど
の
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が
み
ら
れ
、
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の
限
り
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
当
事
者
主
義

的
要
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の
拡
張
が
見
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
（ｏげ
Ｐ

∽
・〓
ＮＦ
）

ド
イ
ツ
刑
事
公
判
改
革
と
証
拠
申
請
権
制
限
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五



法
政
研
究
八
巻
二
号

（二
〇
〇
三
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六

（
‐‐３

）

∪

げ

い
。
Ｌ

∪

ｏ
】
Ｆ

厭

Ｐ

↓

Ｆ
ｏ
８

”
∽

『
２

け
ｏ
コ

「
ｏ
喘
”

∪

¨
諄

日

営

日

・
０

，
『
お

¨
け
】
”
●

ｒ

”
●
ｏ

Ｆ

Ｃ

】
］
”

↓

９

日

【
”

∪

げ

∪

”
“
①
『

く
ｏ
●

∽
嗜

盟

マ

①
ュ

巴

Ｈ

①
●

く
ｏ
【

Ｏ
①
●

ｒ
”
●
０
”
ｏ
喘̈
ｏ，
一①
●
・
Ｎ
ＯＯ
Ｏ
・

（‐‐４
）
８

，

９
日ヽ

（‐‐５
）
３

，

９
ＰＨｐ

（‐‐６
）
最
高
裁
事
務
総
局
刑
事
局

「平
成

一
三
年
に
お
け
る
刑
事
事
件
の
概
況

（上
と

法
曹
時
報
五
五
巻
二
号
三

一
三
頁
。

（‐‐７
）
同
前

・
六
五
頁
。

（‐‐８
）
も
つ
と
も
、
証
人
等
の
数
の
大
さ
は
直
接
主
義
の
厳
格
さ

（不
利
益
証
人
の
数
の
違
い
）
も
相
当
に
影
響
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
で

は
弁
護
側
の
証
拠
申
請
の
大
半
が
採
用
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
同
調
査
に
よ
れ
ば
、
裁
判
の
種
類

・
理
由
毎
の
弁
護
側
証
拠
申
請
に
対
す

る
裁
判
所
の
決
定
件
数
お
よ
び
割
合
は
、
採
用
決
定
の
割
合
が
最
も
高
い
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
地
裁
で
も
五
〇
％
、
最
も
低
い
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
地
裁

の
場
合
は
二
三

・
四
％
に
過
ぎ
な
い
。
（∪
ｏ８〓
・
”
Ｐ
”
０
（
〓
ン
∽
・覇
ω
し

（‐‐９
）
こ
れ
程
の
極
端
な
減
少
は
、
裁
判
官
に
よ
る
事
実
上
の
見
分
や
当
事
者
が
作
成
し
た
ビ
デ
オ
等
の
採
用
で
代
替
す
る
こ
と
が
増
え
て
い
る
た
め
だ

と
聞
く
。

（‐２０
）

「司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
―
二
一
世
紀
の
日
本
を
支
え
る
司
法
制
度
―
」
Ｈ
、
第
２
、
１
。

（‐２‐
）
詳
し
く
は
、
拙
稿
「ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
大
規
模
事
件
対
策
―

一
九
七
五
年
刑
事
訴
訟
改
革
を
中
心
に
―
」
静
岡
大
学
法
政
研
究
六
巻
三
・

四
号

（二
〇
〇
二
年
）
九
五
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。


